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はじめに

日頃、皆さまには格別のご愛顧をいただき厚く御礼申し上げます。

ＪＡやまがたは、情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、当ＪＡに対するご

理解を一層深めていただくために、当ＪＡの主な事業の内容や組織概要、経営の内容など

について、利用者のためにわかりやすくまとめたディスクロージャー誌「令和３年度ＪＡ

やまがたの現況」を作成いたしました。

皆さまが当ＪＡの事業をさらにご利用いただくための一助として、是非ご一読いただき

ますようお願い申し上げます。

今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和４年６月 山形農業協同組合

ＪＡのプロフィール

◇ 設 立 平成 年 月 ◇ 組合員数 人

◇ 本店所在地 山形市旅篭町 ◇ 役 員 数 人

◇ 出 資 金 億円 ◇ 職 員 数 人

◇ 総 資 産 億円 ◇ 支店・センター等数 カ所

◇ 単体自己資本比率 ％

注 本冊子は、農業協同組合法第 条の に基づいて作成したディスクロージャー誌です。

注 本ディスクロージャー誌において、期間の定めの記載等がないものについては、令和 年度（令和 年 月末時点もしくは令和

年 月 日～令和 年 月 日）のものとなっております。

注 本資料の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しているため、合計欄の数値と内訳の数値合計が一致しない場合があ

ります。
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【ＪＡの概要】 

 

１１．．基基本本理理念念

農業振興を通じ「食」と「農」の新たな喜びを広げ、組合員・地域の皆さまにとってな

くてはならないＪＡとして役割を発揮し続けます。

２２．．基基本本方方針針

基本理念の実現に向け、ＪＡの使命である「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地

域活性化への貢献」に取り組むとともに、将来に亘る経営基盤の確立を重点課題として進

めていきます。

３３．．重重点点実実施施事事項項

（１）営農経済部門

① 農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域活性化への貢献

② 持続可能な農業の実現に向けた取り組みの推進

③ 生産基盤の維持・継続のため、大規模経営体を中心とした「地域の担い手」と中小

規模農家等の地域農業を支える「多様な担い手」、そして「次代の担い手」への支援

強化

④ 農業経営の多様化に対応した営農経済企画機能の高度化と営農指導・経済渉外の強

化による地域農業コーディネート機能の発揮

⑤ 直販直売事業の機能強化による取り扱い拡大

⑥ 営農施設再編整備の計画的な取り組み

（２）金融共済部門

① 農業と地域・組合員と利用者をつなぐ金融サービスの提供・地域貢献の取り組み

② ＪＡバンク基本方針にもとづいた経営健全性確保・体制整備の取り組み

③ 農業メインバンク・生活メインバンク機能の強化、保障拡充の取り組み

④ 組合員・利用者ニーズに応える保障点検・提案型推進の取り組みと総合保障のサー

ビス提供

⑤ コンプライアンス態勢強化および非対面取引の拡大と事務効率化による相談・提案

活動の強化

（３）資産サポート部門

① 相続・事業承継支援による次世代相談の取り組み

② 資産有効活用の提案

③ 資産保全管理の強化

④ 税務相談機能の充実

（４）経営管理・内部監査部門

① 中期経営刷新計画および年次計画にもとづく実践と進捗管理

② 早期警戒制度の適用を受けた「持続可能な経営基盤の確立」への一層の取り組み強

化

③ コンプライアンス態勢強化に向けた取り組み

 

① 信用リスクに対する所要自己資本の額および区分ごとの内訳

（３）信用リスクに関する事項

① リスク管理の方法および手続の概要

② 標準的手法に関する事項

③ 信用リスクに関するエクスポージャー（地域別・業種別・残存期間別）および三月以上延滞

エクスポージャーの期末残高

④ 貸倒引当金の期末残高および期中の増減額

⑤ 業種別の個別貸倒引当金の期末残高・期中増減額および貸出金償却の額

⑥ 信用リスク削減効果勘案後の残高およびリスク・ウエイト１２５０％を適用する残高

（４）信用リスク削減手法に関する事項

① 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要

② 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

（５）派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

（６）証券化エクスポージャーに関する事項

（７）オペレーショナル・リスクに関する事項

① オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要

（８）出資その他これに類するエクスポージャーに関する事項

① 出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要

② 出資その他これに類するエクスポージャーの貸借対照表計上額および時価

③ 出資その他これに類するエクスポージャーの売却および償却に伴う損益

④ 貸借対照表で計算され、損益計算書で認識されない評価損益の額

（保有目的区分をその他有価証券としている株式・出資の評価損益等）

⑤ 貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額

（子会社・関連会社株式の評価損益等）

（９）リスク・ウエイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

（ ）金利リスクに関する事項

① 金利リスクの算定方法の概要

② 金利リスクに関する事項
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【ＪＡの概要】 

 

④ アクティブ・メンバーシップの強化と地域活性化への取り組み

⑤ 組合員、地域社会のために貢献・行動する職員育成への取り組み

⑥ 将来を見据えた要員配置計画の策定と運用

⑦ 「新型コロナウイルス感染防止対策本部」を中心とした感染防止対策への取り組み

４４．．経経営営管管理理体体制制

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総

代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理事により構成される「理事会」

が業務執行を行っています。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務

執行全般の監査を行っています。

なお、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第 条に

規定する常勤監事および員外監事を設置しガバナンスの強化を図っています。

５５．．事事業業のの概概況況（（令令和和３３年年度度））

（１）全体的な概況

第７次中期経営刷新計画の実践最終年度として、「農業者の所得増大」「農業生産の拡

大」「地域活性化への貢献」の基本目標の実現と、その実現を支える盤石な経営基盤の確

立を重点課題とし、役職員一丸となって取り組んでまいりました。

引き続き新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、感染防止対策を徹底しながらの事

業展開を余儀なくされましたが、組合員ならびに地域の皆さまからのご理解とご協力を

いただきながら事業に取り組んだ結果、令和３年度の当期未処分剰余金は３億５，６２

９万円となりました。

主な事業活動と成果については以下のとおりです。

① 指導事業

営農指導事業については、ＪＡの自己改革「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」

「地域活性化への貢献」の実現のため、ＪＡやまがた農業振興計画にもとづき営農企画

指導員を中心に各種講習会や病害虫防除・肥培管理等の適正な指導対応に取り組んでま

いりました。

また、ＪＡやまがた営農振興策支援事業を活用し、新規就農者や担い手経営体等に対

する支援を行ってまいりました。野菜ハウス団地（きゅうり）、果樹ハウス団地（シャイ

ンマスカット）、果樹団地（もも）も計画どおり造成が終了し、新規就農者など新たな担

い手の育成支援と規模拡大意向者の所得向上に向けた取り組みを進めてまいりました。

一方、農作物の安定生産と盗難を未然に防ぐために、今年度も農作物災害防止対策本

部・農作物盗難防止対策本部を設置し、地域と連携して総合的な被害防止に努めました。

全国的な異常気象が相次ぐなか、当管内においては春先４月中旬から４月下旬に管内

全域で霜害に見舞われ、６月下旬には雹害に見舞われました。これにより、園芸品目で

は収穫量が減少し農業所得に大きく影響を及ぼしました。
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【ＪＡの概要】 

 

水田農業対策では、主食用米の需要が年々減少している状況を踏まえ、「生産の目安」に

もとづき需要に応じた売れる米づくりを推進するため、「経営所得安定対策」への対応を

基本に各関係機関と連携しながら「とも補償制度」や「互助制度」等を推進し、戦略作

物である大豆・麦・そば等の効率的な生産体制と地域振興作物や新規需要米等への誘導

により、適確な生産調整が実施されました。

農産物安全・安心対策では「ＪＡやまがた農畜産物安全・安心対策本部」の方針に沿

って、生産者からの理解と事前対応を行い、生産工程管理表と生産協定書を整備すると

ともに農薬の残留検査を徹底し安全・安心な出荷対応に努めました。

地域の担い手経営体については、農地中間管理機構と連携した農地の利用集積を軸に

規模拡大支援を行い、認定農業者や集落営農組織（法人）等への育成・活動支援などを

推進してまいりました。

② 販売事業

＜米 穀＞

米取扱数量２０９，０００俵、販売高２８億３，６００万円の計画をたて、米の安定生

産と安全・安心を基本に、消費者から信頼される「ＪＡやまがた米」の銘柄確立と安定有

利販売をめざし取り組みました。

水稲については、播種および耕起作業は概ね平年並みに行われ乾土効果は平年並み～や

や小さいと推定されました。また、苗の生育は全般に良好で、高温による出芽不良などの

障害はごく一部での発生にとどまりました。

移植作業は平年並みに行われ、移植後の活着は良好となりました。

６月に入ると高温で推移したため、一部で土壌の強還元（ワキ）による生育停滞圃場が

見られました。６月上中旬は引き続き高温で経過したことから茎数が急激に増加し、６月

下旬の茎数は平年並～やや多く、葉数は平年並となりました。

出穂は「はえぬき」で平年より３日早い８月２日頃、「つや姫」で平年並の８月９日頃

となりました。穂揃期の 生育は、平年に比べ穂数は平年並み、一穂籾数は平年並み、㎡

当たり籾数は平年並みとなりました。

出穂以降８月中旬は気温が低く日照時間も少なくなり、登熟が一時的に緩慢になるなど

影響を及ぼしましたが、刈り取り作業はほぼ平年並みに進められました。

出穂直後は高温で経過したことから、胴割粒が例年より多く発生しました。また、斑点

米カメムシ類の被害による品質低下が一部で見られましたが、適切な調製作業により、一

等米比率９４．９％と高い水準の結果となりました。

日本穀物検定協会による食味評価では、「つや姫」が１２年連続「特Ａランク」の評価

を継続し、また、「雪若丸」についても４年連続「特Ａランク」の評価を得ることができ

ました。

令和３年産米の集荷実績は１９８ ，４０３ ．５俵（うち加工用米・備蓄米・新市場開

拓米１５，９９５．０俵）、契約数量対比９４．５％、米の販売数量は２２６，４５６．

５俵、計画対比１０８ ．４％、その他穀物を含めた販売高は３１億３，８７９万円、計

画対比１１０．７％となりました

【ＪＡの概要】 

 

④ アクティブ・メンバーシップの強化と地域活性化への取り組み

⑤ 組合員、地域社会のために貢献・行動する職員育成への取り組み

⑥ 将来を見据えた要員配置計画の策定と運用

⑦ 「新型コロナウイルス感染防止対策本部」を中心とした感染防止対策への取り組み

４４．．経経営営管管理理体体制制

当ＪＡは農業者により組織された協同組合であり、正組合員の代表者で構成される「総

代会」の決定事項を踏まえ、総代会において選出された理事により構成される「理事会」

が業務執行を行っています。また、総代会で選任された監事が理事会の決定や理事の業務

執行全般の監査を行っています。

なお、信用事業については専任担当の理事を置くとともに、農業協同組合法第 条に

規定する常勤監事および員外監事を設置しガバナンスの強化を図っています。

５５．．事事業業のの概概況況（（令令和和３３年年度度））

（１）全体的な概況

第７次中期経営刷新計画の実践最終年度として、「農業者の所得増大」「農業生産の拡

大」「地域活性化への貢献」の基本目標の実現と、その実現を支える盤石な経営基盤の確

立を重点課題とし、役職員一丸となって取り組んでまいりました。

引き続き新型コロナウイルスが猛威を振るうなか、感染防止対策を徹底しながらの事

業展開を余儀なくされましたが、組合員ならびに地域の皆さまからのご理解とご協力を

いただきながら事業に取り組んだ結果、令和３年度の当期未処分剰余金は３億５，６２

９万円となりました。

主な事業活動と成果については以下のとおりです。

① 指導事業

営農指導事業については、ＪＡの自己改革「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」

「地域活性化への貢献」の実現のため、ＪＡやまがた農業振興計画にもとづき営農企画

指導員を中心に各種講習会や病害虫防除・肥培管理等の適正な指導対応に取り組んでま

いりました。

また、ＪＡやまがた営農振興策支援事業を活用し、新規就農者や担い手経営体等に対

する支援を行ってまいりました。野菜ハウス団地（きゅうり）、果樹ハウス団地（シャイ

ンマスカット）、果樹団地（もも）も計画どおり造成が終了し、新規就農者など新たな担

い手の育成支援と規模拡大意向者の所得向上に向けた取り組みを進めてまいりました。

一方、農作物の安定生産と盗難を未然に防ぐために、今年度も農作物災害防止対策本

部・農作物盗難防止対策本部を設置し、地域と連携して総合的な被害防止に努めました。

全国的な異常気象が相次ぐなか、当管内においては春先４月中旬から４月下旬に管内

全域で霜害に見舞われ、６月下旬には雹害に見舞われました。これにより、園芸品目で

は収穫量が減少し農業所得に大きく影響を及ぼしました。
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【ＪＡの概要】 

 

＜園 芸＞

販売高４１億３１５万円の計画をたて、食の安全に対する意識がより一層高まる中で、

安全・安心な青果物の生産と販売力強化に取り組みました。

令和３年度より広域選果場に新選果ラインを導入し、内部・外部センサーを活用し、糖

度や蜜入りを判定し付加価値をつけた販売を実施しました。

また、コロナ禍の中、市場、行政と連携し消費宣伝活動を継続的に行うとともに食育活

動にも積極的に取り組みました。

農薬の適正使用「生産工程管理表」記帳の徹底と「協定書」の提出、事前の作物残留農

薬分析の実施により安心感のある産地づくりに努めてまいりました。

果樹の生育は１２月～１月にかけての大雪で枝折れが見られました。１月下旬から平年

並みからやや高めの気温で推移したことから融雪時期が早まり、その後も好天で推移した

ことから、生育は満開期で前年より３～６日、平年より４～６日早く経過しました。しか

し、４月１０、１１、１５、２７日に強い低温、降霜があり、主力品目において甚大な被

害があり、さくらんぼの結実は佐藤錦０．８４個（１花そうあたり）紅秀峰０．６２個の

結果となりました。

夏果実については、比較的霜害の影響も少なく、また、競合産地の流通も多くない状況

もあり、ぶどう、ももは数量単価とも順調に推移しました。

秋冬果実は、さくらんぼと同様に霜害の甚大な被害があり、りんごは中心果の枯死やサ

ビ果が多く、西洋梨、柿も同様の被害となりました。あわせて小玉傾向、上位等級比率の

低下により大幅な数量減となりました。

果実全般に数量が前年を下回るなかで、販売単価は前年を上回る結果となりました。

野菜については、５月の日照不足や旧盆以降の低温・日照不足で生育が一時停滞した時

期もありましたが、その後の好天により順調に生育し、年間を通して大きな自然災害はな

く、順調な出荷となりました。

全国的に自然災害もなく、順調な生育と出荷となり数量増・単価安で推移しました。

花きについては、春先の日照不足などがありましたが、その後の好天により平年並みの

生育となりました。旧盆以降の低温・日照不足で生育が一時停滞しましたが、大きな影響

もなく経過し、収穫量は増加となりました。

その結果、販売高は、果実が２２億４，６４２万円、野菜は８億９，８１８万円、花き

は２億６，５６８万円、園芸事業全体では３４億１，０２９万円の販売高となり、計画対

比８３．１％の実績となりました。

＜畜 産＞

畜産物の販売については、全国的な国内生産量の減少が続く中、コロナ禍の影響によ

るインバウンドや外食の減少等の影響が大きく、牛枝肉相場が下降の一途をたどり、大

幅に販売高が減少しました。

豚肉に関しては、出荷頭数の減少により販売高も減少しました。
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【ＪＡの概要】 

 

組合員並びに利用者の皆さまとのふれあいを大切にしながら、地産地消や健康志向など

地域の皆さまの暮らしに必要な生活関連事業に取り組みました。㈱ジェイエイあぐりんや

まがたとの連携による葬祭事業や食品の安全性と利便性のある食材宅配事業では、地域と

密着した事業展開に取り組みました。また、女性部組織活動の育成支援に取り組みました。

その結果、生活物資供給高は８億９，０５５万円（うち、内部取引３，２３１万円）、計

画対比１１８．４％の実績となりました。

⑤ 信用事業

農業者の所得増大と組合員ならびに利用者の皆さまの多様なニーズにこたえ、お客さ

ま目線に立ったサービスを提供するため、「相談・提案体制の充実」「生活メインバン

ク機能の強化」に取り組みました。

また、コンプライアンス態勢の確立と経営点検ならびに内部統制の堅確化、店舗にお

けるオンサイトモニタリングに取り組みました。

＜貯 金＞

組合員・利用者の安定的な資金づくりとして、年２回の懸賞品付定期貯金キャンペー

ンを展開するとともに、複合外務員との情報共有による資産運用・提案活動（投資信託

販売）に積極的に取り組みました。

また、対面取引を基本とする中、コロナ禍を契機とした非対面取引の急拡大に対応す

るため、ＪＡネットバンクやＪＡバンクアプリ等の利用推進に取り組みました。

このほか、窓口担当者の対面セールススキルの向上を目的とした窓口推進シートコン

テストの実施や社会保険労務士による「年金無料相談会」の継続開催と年金予約特別推

進運動を展開し、新規ＪＡ利用者の獲得とサービスの強化に取り組みました。

その結果、年度末貯金残高は１，７３３億５，５１２万円、計画対比１０１．５％の

実績となりました。

＜貸出金＞

貸出金残高伸長の重点商品である住宅ローンについては、継続した住宅ローン専任担

当者によるハウスメーカーへの住宅ローン提案と事務体制の整備により、住宅ローン実

行額は過去最高となりました。

マイカー・教育・フリーの各生活ローンについては、資金需要期にキャンペーンを展

開し、取扱件数の拡大に取り組みました。

インターネットを利用した事前審査の取扱件数が伸びてきており、特に若年層のＪＡ

利用拡大が期待されます。

農業融資については、春先の凍霜害の発生による果樹への被害で出荷量が減少（収入

減少）した生産者の農業経営維持に必要なＪＡ独自資金を一早く創設、資金面で生産者

の安定経営支援に取り組みました。

農業総合支援班を中心とした担い手支援チーム（ＴＡＣＴ）が、地域農業を支える担

い手や農業法人等の資金需要に対して積極的な提案・相談活動を実施しました。
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【ＪＡの概要】 

 

組合員の皆さまの資産活用については、不動産センターと連携して継続的な資金提供に

取り組みました。

その結果、年度末貸出金残高は５８１億４，５９９万円、計画対比１０６．０％の実

績となりました。

⑥ 宅地等供給事業

市街化調整区域内において都市計画法規制緩和区域内の土地について宅地転用の提案

を行いながら売買件数を伸ばし宅地等供給事業の実績を計画対比で１０５．６％、前年

対比で１１８．９％伸長することができました。

また、賃貸住宅については、ホームページや不動産ポータルサイト「ＳＵＵＭＯ」等

を活用して入居促進をはかり、２月末時点で９５．６％の入居率になりました。

相談業務課においては、各専門家の指導のもと相続相談および協力税理士による相続

税・所得税など総合的な相談を行ってまいりました。

⑦ 共済事業

令和３年４月発売の医療共済「メディフル」と、近年の異常気象による自然災害に幅

広く対応できる建物更生共済「むてきプラス」を中心に、新型コロナウイルス感染防止

対策の徹底をはかりながら、複合外務員の積極的な３Ｑ訪問活動によるバランスの取れ

た総合保障の提案活動を実施いたしました。

また、ペーパーレス・キャッシュレスでの契約と共済金支払の迅速化とあわせて、全

支店に安心サポーターを配置しスムーズな事故受付体制の整備と現場急行サービスの徹

底により、お客さま満足度の向上に取り組みました。

その結果、事業差引収益は９億５，２５４万円、計画対比９９．５％の実績となりま

した。

（２） 組合が対処すべき重要な課題

① 第８次中期経営刷新計画の実践

実践初年度として、引き続き新型コロナウイルス感染防止対策を講じながらも、計

画にもとづく実践を進め、組合員・地域の皆さまにとってなくてはならないＪＡとし

て役割を発揮し続けます。
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【ＪＡの概要】 

 

② 農業振興計画の実践

地域農業の担い手創造と安全・安心な農畜産物生産をめざすため、各営農センター

が企画した農業振興計画を実践し、農業所得の増大・農業生産の拡大に取り組んでま

いります。

また、消費者が求める安全・安心な食へのニーズに応えるため、施設の充実による

販売拡大やＪＡやまがたブランドの定着化をはかってまいります。

③ 環境変化等への対応

異常気象や感染症等、災害の発生時において、的確な情報収集および伝達を行いな

がら、適切に対処をするべく体制の整備を進めてまいります。また、ＳＤＧｓおよび

緑の食料システム等への対応・取り組みを通じ地域へ貢献してまいります。

④ 地域活性化への貢献

組合員の皆さまのアクティブ・メンバーシップの強化や、地域コミュニティーへの

積極的な参加等をとおして地域活性化への貢献をはかってまいります。

⑤ その他外部環境変化への対応

税制改正（インボイス制度等）や、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）等、

外部環境変化はＪＡのみならず組合員の皆さまへも大きな影響をおよぼすものである

と捉え、適切な対応を行ってまいります。

６６．．農農業業振振興興活活動動

（１）農業関係の持続的な取り組み

① 農業生産の振興

② 生産基盤の維持・確保

③ 営農生活支援機能の充実

④ 農業を基盤とした豊かな地域社会の構築

⑤ 大規模自然災害等への対応機能の整備

⑥ 組合員の参加・参画による運営

⑦ 自主・自立による健全な経営の確立

（２）地域密着型金融への取り組み

① 農業者等の経営支援に関する取組方針および態勢整備

② 地域活性化のための融資を始めとする支援

③ 農山漁村等地域活性化のための融資を始めとする支援

④ ライフサイクルに応じた担い手支援

⑤ 経営の将来性を見極める融資手法を始め担い手に適した資金供給手法の取り組み

⑥ 農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域への貢献

（３）ＪＡやまがた農業振興計画に基づく各地域の個性を活かした産地づくりへの取り組み

（４）安心・安全な農産物づくり認証制度の取り組み

① 農業ナビシステムによる生産履歴管理の取り組み

② ポジティブリスト制度の取り組み（農薬残留検査項目の増加によるチェック体制の

強化）

③ 地理的表示（ＧＩ）制度の積極的活用
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【ＪＡの概要】 

 

（５）担い手・新規就農者への支援

① 集落営農法人の推進（地域の条件に適合した農業従事者再編成の協議等）

② ＴＡＣＴによる担い手経営体への総合支援の取り組み

③ 野菜・果樹団地の整備による新規就農者（担い手育成）支援

（６）食育の取り組み

① 管内の小学校児童を対象としたわんぱくあぐりスクールの実施（コロナ禍のため中

止）

② 各支店・施設等が開催するふれあい祭りの実施 コロナ禍のため中止

（７）直売所のイベント

春彼岸セール、周年感謝祭、お盆大売出し、秋彼岸セール、新米祭り、収穫感謝祭、

歳末大売出し、新春初売り

７７．．地地域域貢貢献献情情報報

（１）社会貢献活動（社会的責任）

① 環境問題への取り組み状況

クールビズ、ノー残業デー、ほか

② 各種募金活動・公益団体等への寄付

山形県共同募金会（赤い羽根募金）、赤十字募金、ほか

（２）地域貢献情報

① 「地域とグッドコミュニケーション」をキャッチフレーズに、組合員および地域住民

とのふれあいを求め事業を展開しております。

② おいしさ直売所では、消費者に対して農業への理解とふれあいを通して、新鮮・安

全・安心な農産物の提供に取り組んでおります。

③ 大規模災害時等に組織的な対応をするため、金融移動店舗車対応を含めた事業継続

計画（ＢＣＰ）を制定しその充実に取り組んでおります。

８８．．リリススクク管管理理のの状状況況

（１）リスク管理体制

〔リスク管理基本方針〕

組合員・利用者の皆さまに安心してＪＡをご利用いただくためには、より健全性の

高い経営を確保し、信頼性を高めていくことが重要です。このため、有効な内部管理

態勢を構築し、直面する様々なリスクに適切に対応すべく「リスク管理基本方針」を

策定し、認識すべきリスクの種類や管理体制と仕組みなど、リスク管理の基本的な体

系を整備しています。

また、この基本方針に基づき、収益とリスクの適切な管理、適切な資産自己査定の

実施などを通じてリスク管理体制の充実・強化に努めています。

① 信用リスク管理

信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産（オフ・バランスを

含む。）の価値が減少ないし消失し、金融機関が損失を被るリスクのことです。

【ＪＡの概要】 

 

② 農業振興計画の実践

地域農業の担い手創造と安全・安心な農畜産物生産をめざすため、各営農センター

が企画した農業振興計画を実践し、農業所得の増大・農業生産の拡大に取り組んでま

いります。

また、消費者が求める安全・安心な食へのニーズに応えるため、施設の充実による

販売拡大やＪＡやまがたブランドの定着化をはかってまいります。

③ 環境変化等への対応

異常気象や感染症等、災害の発生時において、的確な情報収集および伝達を行いな

がら、適切に対処をするべく体制の整備を進めてまいります。また、ＳＤＧｓおよび

緑の食料システム等への対応・取り組みを通じ地域へ貢献してまいります。

④ 地域活性化への貢献

組合員の皆さまのアクティブ・メンバーシップの強化や、地域コミュニティーへの

積極的な参加等をとおして地域活性化への貢献をはかってまいります。

⑤ その他外部環境変化への対応

税制改正（インボイス制度等）や、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）等、

外部環境変化はＪＡのみならず組合員の皆さまへも大きな影響をおよぼすものである

と捉え、適切な対応を行ってまいります。

６６．．農農業業振振興興活活動動

（１）農業関係の持続的な取り組み

① 農業生産の振興

② 生産基盤の維持・確保

③ 営農生活支援機能の充実

④ 農業を基盤とした豊かな地域社会の構築

⑤ 大規模自然災害等への対応機能の整備

⑥ 組合員の参加・参画による運営

⑦ 自主・自立による健全な経営の確立

（２）地域密着型金融への取り組み

① 農業者等の経営支援に関する取組方針および態勢整備

② 地域活性化のための融資を始めとする支援

③ 農山漁村等地域活性化のための融資を始めとする支援

④ ライフサイクルに応じた担い手支援

⑤ 経営の将来性を見極める融資手法を始め担い手に適した資金供給手法の取り組み

⑥ 農山漁村等地域の情報集積を活用した持続可能な農山漁村等地域への貢献

（３）ＪＡやまがた農業振興計画に基づく各地域の個性を活かした産地づくりへの取り組み

（４）安心・安全な農産物づくり認証制度の取り組み

① 農業ナビシステムによる生産履歴管理の取り組み

② ポジティブリスト制度の取り組み（農薬残留検査項目の増加によるチェック体制の

強化）

③ 地理的表示（ＧＩ）制度の積極的活用
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【ＪＡの概要】 

 

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については、理事会において対応方針を決

定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資に係る審査部署を設置

し各支店と連携をはかりながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引

先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準な

ど厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。

貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に

行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に

取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「債権の償却

・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

② 市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動に

より、資産・負債 オフ･バランスを含む。 の価値が変動し、損失を被るリスク、資

産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リス

ク、価格変動リスクなどをいいます。

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間

のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失

を被るリスクをいいます。

また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少する

リスクのことです。当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを

的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。この

ため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産

・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財

務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及

び当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会におい

て運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、

日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用

方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッ

ジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を

行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告していま

す。

③ 流動性リスク管理

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な

資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくさ

れることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場に

おいて取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる

ことにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。
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【ＪＡの概要】 

 

当ＪＡでは、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を

作成し、安定的な流動性の確保に努めています。また、市場流動性リスクについて

は、投資判断を行う上での重要な要素と位置づけ、商品ごとに異なる流動性（換金

性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不

適切であることまたは外生的な事象により損失を被るリスクのことです。

当ＪＡでは、収益発生を意図し能動的な要因により発生する信用リスクや市場リス

ク及び流動性リスク以外のリスクで、受動的に発生する事務、システム、法務などに

ついて事務処理や業務運営の過程において、損失を被るリスクと定義しています。事

務リスク、システムリスクなどについて、事務手続にかかる各種規程を理事会で定め、

その有効性について内部監査や監事監査の対象とするとともに、事故・事務ミスが発

生した場合は速やかに状況を把握して理事会に報告する体制を整備して、リスク発生

後の対応および改善が迅速・正確に反映ができるよう努めています。

⑤ 事務リスク管理

事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすこと

により金融機関が損失を被るリスクのことです。

当ＪＡでは、業務の多様化や事務量の増加に対応して、正確な事務処理を行うため

事務マニュアルを整備するとともに、自主検査・自店検査を実施し事務リスクの削減

に努めています。

また、事故・事務ミスが発生した場合には、発生状況を把握し改善を図るとともに、

内部監査により重点的なチェックを行い、再発防止策を実施しています。

⑥ システムリスク管理

システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不

備に伴い金融機関が損失を被るリスク、さらにコンピュータが不正に使用されること

により金融機関が損失を被るリスクのことです。

当ＪＡでは、コンピュータシステムの安定稼働のため、安全かつ円滑な運用に努め

るとともに、システムの万一の災害・障害等に備え、システムリスクの管理マニュア

ル等を策定しています。

（２）法令遵守体制

① コンプライアンス基本方針

利用者保護への社会的要請が高まっており、また最近の企業不祥事に対する社会の

厳しい批判に鑑みれば、組合員・利用者からの信頼を得るためには、法令等を遵守し、

透明性の高い経営を行うことがますます重要になっています。

【ＪＡの概要】 

 

当ＪＡは、個別の重要案件又は大口案件については、理事会において対応方針を決

定しています。また、通常の貸出取引については、本店に融資に係る審査部署を設置

し各支店と連携をはかりながら、与信審査を行っています。審査にあたっては、取引

先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保評価基準な

ど厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。

貸出取引において資産の健全性の維持・向上を図るため、資産の自己査定を厳正に

行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践し、資産の健全化に

取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「債権の償却

・引当基準」に基づき必要額を計上し、資産及び財務の健全化に努めています。

② 市場リスク管理

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動に

より、資産・負債 オフ･バランスを含む。 の価値が変動し、損失を被るリスク、資

産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクのことです。主に金利リス

ク、価格変動リスクなどをいいます。

金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間

のミスマッチが存在している中で金利が変動することにより、利益が低下ないし損失

を被るリスクをいいます。

また、価格変動リスクとは、有価証券等の価格の変動に伴って資産価格が減少する

リスクのことです。当ＪＡでは、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを

的確にコントロールすることにより、収益化及び財務の安定化を図っています。この

ため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視したＡＬＭを基本に、資産

・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財

務構造の構築に努めています。

とりわけ、有価証券運用については、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析及

び当ＪＡの保有有価証券ポートフォリオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会におい

て運用方針を定めるとともに、経営層で構成するＡＬＭ委員会を定期的に開催して、

日常的な情報交換及び意思決定を行っています。運用部門は、理事会で決定した運用

方針及びＡＬＭ委員会で決定された方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッ

ジを行っています。運用部門が行った取引についてはリスク管理部門が適切な執行を

行っているかどうかチェックし定期的にリスク量の測定を行い経営層に報告していま

す。

③ 流動性リスク管理

流動性リスクとは、運用と調達のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な

資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくさ

れることにより損失を被るリスク（資金繰りリスク）及び市場の混乱等により市場に

おいて取引ができないため、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる

ことにより損失を被るリスク（市場流動性リスク）のことです。
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【ＪＡの概要】 

 

このため、コンプライアンス（法令等遵守）を経営の重要課題のひとつとして位置

づけ、この徹底こそが不祥事を未然に防止し、ひいては組織の信頼性向上に繋がると

の観点にたち、コンプライアンスを重視した経営に取り組みます。

② コンプライアンス運営態勢

コンプライアンス態勢全般にかかる検討・審議を行うため、代表理事組合長を委員

長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスの推進を行

うため、本店各部門・各支店にコンプライアンス推進担当者を設置しています。

基本姿勢及び遵守すべき事項を記載した手引書「コンプライアンス・マニュアル」

を策定し、研修会を行い全役職員に徹底しています。毎年度、コンプライアンス・プ

ログラムを策定し、実効ある推進に努めるとともに、統括部署を設置しその進捗管理

を行っています。

（３）金融ＡＤＲ制度への対応

① 苦情処理措置の内容

当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則等を整備のうえ、その

内容をホームページ・チラシ等で公表するとともに、ＪＡバンク相談所やＪＡ共済連

とも連携し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決をはかります。詳しくは、以

下の部署にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

◇ 本店金融共済部（金融関係）

（ 月～金 午前 時から午後 時）

◇ 本店金融共済部（共済関係）

（ 月～金 午前 時から午後 時）

◇ 本店経営管理部企画管理課

（ 月～金 午前 時から午後 時）

② 紛争解決措置の内容

当ＪＡでは、紛争解決措置として、次の外部機関を利用しています。

【信用事業】

◇ 山形県弁護士会

◇ 仙台市弁護士会

◇ 東京弁護士会紛争解決センター（ ）

◇ 第一東京弁護士会仲裁センター（ ）

◇ 第二東京弁護士会仲裁センター（ ）

①の窓口または一般社団法人ＪＡバンク相談所（ ）にお申し出くださ

い。なお、第一東京弁護士仲 裁センター、第二東京弁護士会仲裁センターについて

は、各弁護士会に直接紛争解決をお申し立ていただくことも可能です。

また、「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東京三弁護

士会」という）では、 東京以外の地域の方々からの申立について、申立者の居住地
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【ＪＡの概要】 

 

９９．．自自己己資資本本のの状状況況

（１）自己資本比率の状況

当ＪＡでは、ＪＡ自己改革や多様化するリスクに対応するとともに、組合員や利用者

の負託に応えるため、財務基盤の強化・健全化を目的として、第７次中期経営刷新計画

の最終年度に取り組んでまいりました。将来発生する費用の一括処理や減損会計、施設

統合再編、業務の効率化や不良債権処理等に取り組んだ結果、令和４年２月末における

自己資本比率は、１０．９１％となりました。

（２）経営の健全性の確保と自己資本の充実

当ＪＡの自己資本は、組合員の普通出資によっています。

【普通出資による資本調達額】

項 目 内 容

発行主体 山形農業協同組合

資本調達手段の種類 普通出資

コア資本に係る基礎項目に算入した額 百万円（前年度 百万円）

当ＪＡは、「自己資本比率算出要領」を制定し、適正なプロセスにより正確な自己資

本比率を算出して、当ＪＡが抱える信用リスクやオペレーショナル・リスクの管理及び

これらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとともに、内部留保の積み増し

により自己資本の充実に努めています。

また、平成１９年度から、信用リスク、オペレーショナル・リスク、金利リスクなど

の各種リスクを個別の方法で質的または量的に評価し、リスクを総体的に捉え、自己資

本と比較・対照し、自己資本充実度を評価することにより、経営の健全性維持・強化を

図っております。令和３年度末の出資金額は、対前年度比４，９３８万円減の３９億１，

１４８万円となっています。
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【ＪＡの概要】 

 

１１００．．主主なな事事業業のの内内容容

（１） 信用事業

信用事業は、貯金、貸出、為替などいわゆる銀行業務といわれる内容の業務を行って

います。

この信用事業は、ＪＡ・信連・農林中金という３段階の組織が有機的に結びつき、

「ＪＡバンク」として大きな力を発揮しています。

① 貯金業務

組合員の方はもちろん、地域住民の皆さまや事業主の皆さまからの貯金をお預かり

しています。普通貯金、当座貯金、定期貯金、定期積金、総合口座などの各種貯金を

目的・期間・金額にあわせてご利用いただいています。

また、公共料金、都道府県税、市町村税、各種料金のお支払い、年金のお受け取り、

給与振込等もご利用いただけます。

【主な貯金商品】

貯金の種類 しくみと特色 預入期間 預入金額

当 座 貯 金
会社や個人事業主のみなさまの小切手・手形

の決済用口座としてご利用いただけます。

期間の制限は

ありません
円以上

普 通 貯 金

日常生活に必要なお金を自由に出し入れがで

きます。給与や年金の受取りができ、公共料

金などの自動引落しができます。

キャッシュカードのご利用により、いつでも

財布代わりに出し入れが自由にできます。

期間の制限は

ありません
円以上

総 合 口 座

「普通貯金」、「自動継続定期貯金」および

「自動継続定期貯金などを担保とした貸越」

の各取引を組み合せ、一つの取引として利用

する口座です。

期間の制限は

ありません
円以上

営 農 貯 金

営農計画または生活設計に基づき行う経済活

動について、販売代金の預入れと購買代金の

支払いに利用することができる貯金です。

当座貸越契約を結ぶことにより、設定された

極度額まで必要資金の貸越を行うことができ

ます。

期間の制限は

ありません
円以上

貯 蓄 貯 金

個人の貯蓄性を明確にし、有利に運用するた

め、決済機能および資金移動に制限を設ける

とともに、金額階層別金利の適用による高い

金利を付与した流動性貯金です。普通貯金と

同様自由にお引き出しができます。

期間の制限は

ありません
円以上

納 税 準 備 貯 金

貯金者が国税、地方税等租税の納付のための

資金を準備することを目的として預け入れる

貯金です。

期間の制限は

ありません
円以上
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【ＪＡの概要】 

 

貯金の種類 しくみと特色 預入期間 預入金額

教 育 資 金

贈 与 専 用 口 座

租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置

の適用を受けるための口座です。

※貯金者が 歳に達した日など、一定の要件

に該当した日まで利用できます。

年 月

日 ～

年 月

日

円以上

万円

以下

結婚子育て資金

贈 与 専 用 口 座

租税特別措置法に基づく結婚・子育て資金非

課税措置の適用を受けるための口座です。

※貯金者が 歳に達した日など、一定の要件

に該当した日まで利用できます。

年 月

日 ～

年 月

日

円以上

万円

以下

成年後見支援貯金

成年後見人に管理処分権がある小口貯金との

組み合わせを前提とした貯金であり、成年後

見人の不正行為防止のため、口座開設、支払

い、小口貯金口座への定期的な定額送金（定

期交付金）の設定・変更、および口座解約に

ついて、家庭裁判所の各種指示書を必要とす

る貯金をいう。

期間の制限は

ありません
円以上

通 知 貯 金

一定額以上の金額を一定の据置期間以上預入

れ、払戻しの請求は事前に払戻予告を行うと

いう約束のもとに預け入れる貯金です。

日以上
万円

以上

期日指定定期貯金

個人の方だけにご利用いただける１年複利定

期。１年の据置期間経過後は、１ヶ月前のご

通知でいつでも満期日を指定できます。

年以上

年以内

円以上

万円

未満

スーパー定期貯金

１ヶ月から５年までの預入期間が選択できま

す。３年もの、４年もの、５年ものは半年複

利の高利回り商品です。

ヶ月以上

年以内
円以上

大 口 定 期 貯 金
１千万円以上のまとまった余裕金の運用に最

適な貯金です。

ヶ月以上

年以内

万円

以上

変動金利定期貯金

ご契約日から半年ごとに金利が自動的に見直

される貯金で、預け入れ期間は３年のみで

す。

年 円以上

据 置 定 期 貯 金
６ヶ月の据置期間経過後はいつでも、何回で

も、一部支払ができます。
年以内

円以上

万円

未満

譲 渡 性 貯 金

（ Ｎ Ｃ Ｄ ）

１千万円以上の、短期の資金運用に最適で、

期間内に他へ譲渡し換金することもできま

す。

日以上

年未満

万円

以上

定 期 積 金

ライフサイクルにあわせ、コツコツと積み立

てていくのに最適です。目的にあわせて、掛

金・期間が選べます。

ヶ月以上

ヶ月以内

千円

以上

積立式定期貯金

期間の定めでなく預入れの都度、期日指定定

期貯金の利率が適用される利回りの高い積立

貯金です。

期間の制限は

ありません
円以上
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【ＪＡの概要】 

 

貯金の種類 しくみと特色 預入期間 預入金額

一 般 財 形 貯 金
勤労者の方が毎回の給与および賞与からの天

引きにより積み立てられる貯金です。
年以内 円以上

財 形 年 金 貯 金

満５５歳未満 初回 の勤労者の方が毎回の給

与および賞与から天引きにより積み立てられ

る貯金で、６０歳以降３ヶ月毎に年金として

払い戻します。

年以上

年以内
円以上

財 形 住 宅 貯 金

満５５歳未満 初回 の勤労者の方が毎回の給

与および賞与から天引きにより積み立てられ

る貯金で、持ち家の住宅取得または増改築の

費用としての積立です。

年以上 円以上

【ＪＡやまがたオリジナル商品】

貯金の種類 しくみと特色 預入期間 預入金額

福 祉 定 期 貯 金

・ＪＡ口座へ福祉、障害、遺族年金等の振込

指定対象者

（シルバー定期と併用不可）

・非自動継続契約

・１人１店舗 年金管理店舗

年
万円

以下

シルバー定期貯金

・ＪＡ口座へ年金振込指定者

・非自動継続契約

・ 人 店舗 年金管理店舗

年
万円

以下

シルバー定期積金

・ＪＡ口座へ年金振込指定者

・１人１店舗 年金管理店舗

・年金口座より自動掛込み

年以上

年以内

万円

以上

万円

以下

定期貯金「絆」
ＪＡ口座へ年金振込みをご予約された方の定

期貯金
年

万円

以下

定期積金「絆」
ＪＡ口座へ年金振込みをご予約された方の定

期積金

年以上

年以内

万円

以下

定 期 積 金

（子育て応援型）

・こども手当の振込をＪＡ口座指定の方

・やまがた子育て応援パスポートを提示され

た方

年以上

年以内

千円

以上

相 続 定 期 貯 金

個人で、金融機関（自ＪＡ以外の金融機関を

含む）での相続手続完了後１年以内に、相続

により取得した資金を原資としてお預け入れ

いただく貯金です。

年
万円

以上

【ＪＡの概要】 

 

貯金の種類 しくみと特色 預入期間 預入金額

教 育 資 金

贈 与 専 用 口 座

租税特別措置法に基づく教育資金非課税措置

の適用を受けるための口座です。

※貯金者が 歳に達した日など、一定の要件

に該当した日まで利用できます。

年 月

日 ～

年 月

日

円以上

万円

以下

結婚子育て資金

贈 与 専 用 口 座

租税特別措置法に基づく結婚・子育て資金非

課税措置の適用を受けるための口座です。

※貯金者が 歳に達した日など、一定の要件

に該当した日まで利用できます。
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日 ～

年 月

日
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スーパー定期貯金
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す。３年もの、４年もの、５年ものは半年複

利の高利回り商品です。
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年以内
円以上

大 口 定 期 貯 金
１千万円以上のまとまった余裕金の運用に最

適な貯金です。

ヶ月以上

年以内

万円

以上

変動金利定期貯金

ご契約日から半年ごとに金利が自動的に見直

される貯金で、預け入れ期間は３年のみで

す。

年 円以上

据 置 定 期 貯 金
６ヶ月の据置期間経過後はいつでも、何回で

も、一部支払ができます。
年以内

円以上

万円

未満

譲 渡 性 貯 金

（ Ｎ Ｃ Ｄ ）

１千万円以上の、短期の資金運用に最適で、

期間内に他へ譲渡し換金することもできま

す。

日以上

年未満

万円

以上

定 期 積 金

ライフサイクルにあわせ、コツコツと積み立

てていくのに最適です。目的にあわせて、掛

金・期間が選べます。

ヶ月以上

ヶ月以内

千円

以上

積立式定期貯金

期間の定めでなく預入れの都度、期日指定定

期貯金の利率が適用される利回りの高い積立

貯金です。

期間の制限は

ありません
円以上
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【ＪＡの概要】 

 

② 貸出業務

農業専門金融機関として、農業の振興を図るための農業関連資金はもとより、組合

員の皆さまの生活を豊かにするための生活資金等を融資しています。

また、地域金融機関の役割として、地域住民の皆さまの暮らしに必要な資金や、地

方公共団体、農業関連産業・地元企業等、農業以外の事業へも必要な資金を貸し出し、

農業の振興はもとより、地域社会の発展のために貢献しています。

さらに、株式会社日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関等の相談窓口、

個人向けローンも取り扱 っています。

【融資・主なローン】

ローンの種類 融資限度 融資期間 資金の内容

住宅ローン

固定変動選択型

万円 年以上 年以内 住宅ローン固定金利型

変動金利型

住宅ローン（借換）

固定変動選択型

万円

年以上 年以内

（現在お借入中の住宅

ローンの残存期間内）

住宅ローン（借換）固定金利型

変動金利型

リフォームローン

固定変動選択型

万円 年以上 年以内 リフォームローン固定金利型

変動金利型

リフォームローン

（ニコス保証）
固定変動選択型 万円 年以上 年以内

リフォームローン

（ニコス保証）

賃貸住宅ローン

固定変動選択型

４億円 年以上 年以内 賃貸住宅ローン固定金利型

変動金利型

マイカーローン
固定金利型

万円 ヶ月以上 年以内 マイカーローン

変動金利型

教育ローン
固定金利型

万円
年（据置期間含）

（在学期間＋９年）
教育ローン

変動金利型

多目的ローン
固定金利型

万円 ヶ月以上 年以内 多目的ローン
変動金利型

フリーローン

（ニコス保証）

固定金利型
万円 ヶ月以上 年以内

フリーローン

（ニコス保証）変動金利型
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【ＪＡの概要】 

 

ローンの種類 融資限度 融資期間 資金の内容

カードローン 変動金利型
極度額

万円
契約期間 年 カードローン

カードローン

ニコス保証
変動金利型

極度額

万円
契約期間 年

カードローン

ニコス保証

営農ローン

（農業者の方）
固定金利型

極度額

万円
契約期間 年

営農ローン

（農業者の方）

ＪＡ農機ハウスローン

（農業者の方）

固定金利型
万円 年以上 年以内

ＪＡ農機ハウスロー

ン（農業者の方）変動金利型

ＪＡ新マイカーロー

ン（オリコ保証）
変動金利型 万円

ヶ月以上 年以内

据置期間は ヶ月以

内

ＪＡ新マイカーロー

ン（オリコ保証）

フリーローン

（オリコ保証）
固定金利型 万円 ヶ月以上 年以内

フリーローン

（オリコ保証）

③ 為替業務

全国のＪＡ・信連・農林中金の店舗を始め、全国の銀行や信用金庫などの各店舗と

為替網で結び、当ＪＡの窓口を通して全国のどこの金融機関へでも振込・送金や手形・

小切手等の取立が安全・確実・迅速にできます。

④ その他の業務及びサービス

当ＪＡでは、コンピュータ・オンラインシステムを利用して、各種自動受取、各種自

動支払や事業主の皆さまのための給与振込サービスなどを取り扱っています。

また、国債および投資信託の窓口販売の取り扱い、全国のＪＡでの貯金の出し入れや、

ゆうちょ銀行・信用金庫などでも現金引き出しのできるキャッシュサービスなど、いろ

いろなサービスに努めています。
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【ＪＡの概要】 

 

【国債窓販・投信窓販】

種 類 内 容

国債証券 日本国の発行する債券で、長期国債・中期国債等のお取り扱いをしております。

投資信託
国内の公社債・株式に投資した商品のほかに、海外の債券・株式等に投資した商

品もお取り扱いをしております。

【各種サービス】

種 類 内 容

内国為替サービス
全国のどこの金融機関にも、お振込、ご送金、手形・小切手のお取立を行

っております。

ＪＡキャッシュサ

ービス

ＪＡのキャッシュカードがあれば、県内はもとより全国のＪＡ・信連・農

林中金をはじめ、都銀・地銀などの金融機関のＡＴＭにより現金のお引き

出し、残高照会取引がご利用いただけます。

給与振込サービス 給与・ボーナスがお客さまのご指定口座に自動的に振り込まれます。

自動受取サービス
新国民厚生年金等各種年金などお客さまのご指定口座に自動的に振り込ま

れます。

自動支払サービス
電気料・電話料・ＮＨＫ放送受信料等公共料金などは、普通貯金口座より

自動的にお支払いいたします。

ネットバンク
インターネット、携帯電話からご利用いただけますので大変便利です。ご

利用のお申込みは、ＪＡまでお問合せください。

ＡＴＭ取引サービ

ス

預け入れ、お引き出し、残高の照会のほかに、キャッシュカードでのお振

込、口座間の資金移動、定期貯金の預け入れが可能です。

デビットカード

・お客さまが持っているＪＡのキャッシュカードは、デビットカードとし

てもご利用できます。

・窓口やＡＴＭで現金を引き出さずに加盟店でキャッシュカード提示によ

りお買い物ができます。

・貯金残高の範囲内でお支払いするので、使いすぎの心配がありません。

申込み手続きは一切不要です。

クレジットサービ

ス（ＪＡカード）

お買い物やご旅行などに際しては、お客さまの暗証番号の入力でご利用い

ただけます。

※ 詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。

 

（２）共済事業

ＪＡ共済は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆さ

まの生命・傷害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当

初から生命保障と損害保障の両方を実施しており、個人の日常生活をするうえで必要と

されるさまざまな保障・ニーズにお応えできます。

ＪＡ共済では、「ひと・いえ・くるま」の総合保障の提供に取り組んでいます。
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【ＪＡの概要】 

 

【長期共済の種類（共済期間が５年以上の契約）】

種 類 内 容

認知症共済（令和

年 月発売）

一生涯にわたって備えられる認知症の保障。

認知症はもちろん、認知症の前段階の軽度認知障害（ ）まで幅広く保障

します。 〇加入年齢 歳～ 歳 〇不担保期間 年

終身共済

万一のときはもちろん、病気やケガなどへの備えも確かな生涯保障プラン

です。多彩な特約で、保障内容を自由に設計できます。

○基本タイプ ○生活保障タイプ ○家族収入保障タイプ

○逓減定期タイプ ○引受緩和型タイプ ○一時払終身

養老生命共済

万一のときの保障と、将来の資金づくりを両立させたプランです。病気や

ケガも幅広く保障します。

○基本タイプ ○中途給付タイプ ○逓減定期タイプ

定期生命共済

万一のときや、病気・ケガなどを手軽な掛金で保障するプランです。経営

者の皆さまの万一のときの保障と、退職金などの資金形成ニーズに応える

プランもあります。

がん共済

がんと闘うための安心を一生涯にわたって手厚く保障します。すべてのが

んのほか、脳腫瘍も対象としています。がん共済にいろんな共済を組み合

わせると、保障はますます充実します。

こども共済

お子様の入学資金や結婚・独立資金の準備に最適なプランです。共済契約

者（親）が万一のときは、満期まで毎年養育年金をお受け取りになれるプ

ランもあります。

○入学祝金タイプ ○学資金タイプ

医療共済（令和

年 月仕組改定）

日帰り入院からまとまった一時金が受け取れます。（一時金 万～ 万円

で設定）

一生涯保障や先進医療などライフプランに合わせて自由に設計できます。

また、治療費が高額となる先進医療にも対応できる商品です。

〇１回型・４回型・７回型 〇共済期間 終身・８０歳満了・１０年更新

介護共済

公的介護保険制度に連動して、要介護状態になった際に一時金をお支払し

ます。一生涯の介護保障ですので、介護の不安が増す高齢期にもしっかり

と対応します。また、ＪＡ共済独自の基準でもお支払が可能なため、幅広

い要介護状態に対して備えることができます。

生活障害共済

身体障害者福祉法に基づき、身体障害者手帳が交付されたときに共済金を

お支払いします。生活障害共済金または生活障害年金をお支払いするた

め、幅広い身体障害保障が確保できます。

○一時金型 ○定期年金型

特定重度疾病共済

「がん」「心・血管疾患」「脳血管疾患」「糖尿病・肝硬変・慢性じん不全・

慢性すい炎」の区分ごとに、共済期間を通じてそれぞれ１回、最大で４回

の一時金の給付が受けられます。
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【国債窓販・投信窓販】

種 類 内 容

国債証券 日本国の発行する債券で、長期国債・中期国債等のお取り扱いをしております。

投資信託
国内の公社債・株式に投資した商品のほかに、海外の債券・株式等に投資した商

品もお取り扱いをしております。

【各種サービス】

種 類 内 容

内国為替サービス
全国のどこの金融機関にも、お振込、ご送金、手形・小切手のお取立を行

っております。

ＪＡキャッシュサ

ービス

ＪＡのキャッシュカードがあれば、県内はもとより全国のＪＡ・信連・農

林中金をはじめ、都銀・地銀などの金融機関のＡＴＭにより現金のお引き

出し、残高照会取引がご利用いただけます。

給与振込サービス 給与・ボーナスがお客さまのご指定口座に自動的に振り込まれます。

自動受取サービス
新国民厚生年金等各種年金などお客さまのご指定口座に自動的に振り込ま

れます。

自動支払サービス
電気料・電話料・ＮＨＫ放送受信料等公共料金などは、普通貯金口座より

自動的にお支払いいたします。

ネットバンク
インターネット、携帯電話からご利用いただけますので大変便利です。ご

利用のお申込みは、ＪＡまでお問合せください。

ＡＴＭ取引サービ

ス

預け入れ、お引き出し、残高の照会のほかに、キャッシュカードでのお振

込、口座間の資金移動、定期貯金の預け入れが可能です。

デビットカード

・お客さまが持っているＪＡのキャッシュカードは、デビットカードとし

てもご利用できます。

・窓口やＡＴＭで現金を引き出さずに加盟店でキャッシュカード提示によ

りお買い物ができます。

・貯金残高の範囲内でお支払いするので、使いすぎの心配がありません。

申込み手続きは一切不要です。

クレジットサービ

ス（ＪＡカード）

お買い物やご旅行などに際しては、お客さまの暗証番号の入力でご利用い

ただけます。

※ 詳しくは窓口にお問い合わせ下さい。

 

（２）共済事業

ＪＡ共済は、ＪＡが行う地域密着型の総合事業の一環として、組合員・利用者の皆さ

まの生命・傷害・家屋・財産を相互扶助によりトータルに保障しています。事業実施当
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【ＪＡの概要】 

 

予定利率変動型

年金共済

老後の生活資金準備のためのプランです。掛金建てで、医師の診査なしの

簡単な手続きで加入できます。また、最低保証予定利率が設定されている

ので安心です。

○終身年金タイプ ○定期年金タイプ

建物更生共済

火災はもちろん、地震や台風などの自然災害も幅広く保障します。また、

満期共済金は建物の新築・増改築や家財の買替資金としてご活用頂けま

す。

○建更 ～ 型 ○建更 ～ 型Ｍｙ家財 ○建更 ～ 型営業用什器備

品

【短期共済の種類（共済期間が５年未満の契約）】

種 類 内 容

農業者賠償責任共

済（令和 年 月

発売）

農業において発生するさまざまな賠償リスクを幅広く保障します。

農地面積と支払限度額に基づく、わかりやすい共済掛金設定です。

〇支払限度 万円・ 万円・ 億円

火災共済 住まいの火災損害を保障します。

自動車共済
相手方への対人・対物賠償をはじめ、ご自身への傷害保障（人身傷害保

障、傷害給付）、車両保障など、万一の自動車事故を幅広く保障します。

傷害共済 日常のさまざまな災害による万一のときや負傷を保障します。

賠償責任共済 日常生活中に生じた損害賠償義務を保障

自賠責共済
法律で全ての自動車に加入が義務づけられている、人身事故の被害者保護

のための保障

※ このほかにも、みどり国民年金基金（第１号被保険者の上乗せ年金）、確定拠出年金共済、退職

年金共済などがあります。

※ 上記の共済は、所定の要件を満たす場合、共済掛金が所得税・住民税の所得控除の対象となり

ます。

※ 上記の表で「万一のとき」とは、死亡、所定の第１級後遺障害の状態または所定の重度要介護

状態に該当したときをいいます。
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【ＪＡの概要】 
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ＪＡ …ＪＡ共済の窓口です。

ＪＡ共済連 …ＪＡ共済事業の企画・開発・資産運用業務や支払共済にかかる準備金の積み立てなどを

行っています。 

 

（３）農業関連事業

① 販売事業
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農地面積と支払限度額に基づく、わかりやすい共済掛金設定です。

〇支払限度 万円・ 万円・ 億円

火災共済 住まいの火災損害を保障します。

自動車共済
相手方への対人・対物賠償をはじめ、ご自身への傷害保障（人身傷害保

障、傷害給付）、車両保障など、万一の自動車事故を幅広く保障します。

傷害共済 日常のさまざまな災害による万一のときや負傷を保障します。

賠償責任共済 日常生活中に生じた損害賠償義務を保障

自賠責共済
法律で全ての自動車に加入が義務づけられている、人身事故の被害者保護

のための保障

※ このほかにも、みどり国民年金基金（第１号被保険者の上乗せ年金）、確定拠出年金共済、退職

年金共済などがあります。

※ 上記の共済は、所定の要件を満たす場合、共済掛金が所得税・住民税の所得控除の対象となり

ます。

※ 上記の表で「万一のとき」とは、死亡、所定の第１級後遺障害の状態または所定の重度要介護

状態に該当したときをいいます。
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【ＪＡの概要】 

 

スケールメリットときめ細かい顧客接点を生かした金融サービスの提供の充実・強化を目指す

「一体的事業運営」の２つの柱で成り立っています。

② 「破綻未然防止システム」の機能

「破綻未然防止システム」は、ＪＡバンクの健全性を確保し、ＪＡ等の経営破綻を未然に防止

するためのＪＡバンク独自の制度です。具体的には、（１）個々のＪＡ等の経営状況についてチ

ェック（モニタリング）を行い、問題点を早期に発見、（２）経営破綻に至らないよう、早め早

めに経営改善等を実施、（３）全国のＪＡバンクが拠出した「ＪＡバンク支援基金」等を活用し、

個々のＪＡの経営健全性維持のために必要な資本注入などの支援を行います。

③ 「一体的な事業推進」の実施

良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強化、

共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事業推進の取り

組みをしています。

④ 貯金保険制度

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯

金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的と

する制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。

なお、この制度を運営する貯金保険機構（農水産業協同組合貯金保険機構）の責任準備金残高

は、２０２１年３月末現在で４，５２２憶円となっています。
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【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

【【経経営営資資料料】】
ⅠⅠ　　決決算算のの状状況況
１１．．貸貸借借対対照照表表

（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

（令和３年２月２８日） （令和４年２月２８日）

△ 386,564 △ 353,849

△ 9

△ 111,238 △ 84,205

△ 514 △ 194

△ 7,063,742 △ 6,910,998

(1)　外部出資

科　　　　目

建設仮勘定

(1)　経済事業未収金

(2)　無形固定資産

６　外部出資

系統出資

系統外出資

子会社等出資

７　繰延税金資産

資産の部合計

(1)　有形固定資産

建物

機械装置

土地

その他の有形固定資産

減価償却累計額

(6)　貸倒引当金

２　共済事業資産

(1)　共済事業資産

(2)　貸倒引当金

３　経済事業資産

その他の資産

(資産の部）

１　信用事業資産

(1)　現金

(2)　預金

　系統預金

　系統外預金

社債

受益証券

(4)　貸出金

(5)　その他の信用事業資産

未収収益

(3)　有価証券

国債

地方債

政府保証債

(2)　経済受託債権

(3)　棚卸資産

購買品

その他の棚卸資産

５　固定資産

(4)　その他の経済事業資産

(5)　貸倒引当金

４　雑資産

(1)　雑資産

(2)　貸倒引当金
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個々のＪＡの経営健全性維持のために必要な資本注入などの支援を行います。

③ 「一体的な事業推進」の実施

良質で高度な金融サービスを提供するため、ＪＡバンクとして商品開発力・提案力の強化、

共同運営システムの利用、全国統一のＪＡバンクブランドの確立等の一体的な事業推進の取り

組みをしています。

④ 貯金保険制度

貯金保険制度とは、農水産業協同組合が貯金などの払い戻しができなくなった場合などに、貯

金者を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的と

する制度で、銀行、信金、信組、労金などが加入する「預金保険制度」と同様な制度です。

なお、この制度を運営する貯金保険機構（農水産業協同組合貯金保険機構）の責任準備金残高
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ⅠⅠ　　決決算算のの状状況況
１１．．貸貸借借対対照照表表

（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

（令和３年２月２８日） （令和４年２月２８日）

△ 386,564 △ 353,849

△ 9

△ 111,238 △ 84,205

△ 514 △ 194

△ 7,063,742 △ 6,910,998

(1)　外部出資

科　　　　目

建設仮勘定

(1)　経済事業未収金

(2)　無形固定資産
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２　共済事業資産

(1)　共済事業資産

(2)　貸倒引当金

３　経済事業資産

その他の資産

(資産の部）

１　信用事業資産

(1)　現金

(2)　預金

　系統預金

　系統外預金

社債

受益証券

(4)　貸出金

(5)　その他の信用事業資産

未収収益

(3)　有価証券

国債

地方債

政府保証債

(2)　経済受託債権

(3)　棚卸資産

購買品

その他の棚卸資産

５　固定資産

(4)　その他の経済事業資産
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【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

特別積立金

農業経営法人等支援積立金

営農振興事業および本・支店施設強化積立金

経営安定対策積立金

福祉目的積立金

当期未処分剰余金

(うち当期剰余金) △ 236,609

△ 87,018 △ 83,757

純資産の部合計

負債および純資産の部合計

(3)　その他の共済事業負債

負債の部合計

（純資産の部）

１　組合員資本

(1)　出資金

(2)　利益剰余金

利益準備金

４　雑負債

(1)　未払法人税等

(2)　資産除去債務

(3)　その他の負債

５　諸引当金

(1)　賞与引当金

(4)　その他の信用事業負債

未払費用

その他の負債

２　共済事業負債

(1)　共済資金

(2)　未経過共済付加収入

３　経済事業負債

(1)　経済事業未払金

(2)　経済受託債務

(3)　その他の経済事業負債

１　信用事業負債

（負債の部）

(3)　処分未済持分

２　評価・換算差額等

(1)　その他有価証券評価差額金

(2)　土地再評価差額金

その他利益剰余金

(3)　役員退職慰労引当金

(4)　特例業務負担金引当金

(5)　ポイント引当金

６　再評価に係る繰延税金負債

(2)　退職給付引当金

(1)　貯金

(2)　譲渡性貯金

(3)　借入金
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(1)　その他有価証券評価差額金
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(3)　役員退職慰労引当金

(4)　特例業務負担金引当金
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【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

２２．．損損益益計計算算書書
（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

（自　令和２年３月１日 （自　令和３年３月１日

至　令和３年２月２８日） 至　令和４年２月２８日）

資金運用収益

　（うち預金利息）

　（うち有価証券利息）

　（うち貸出金利息）

　（うちその他受入利息）

役務取引等収益

その他経常収益

資金調達費用

　（うち貯金利息）

　（うち給付補填備金繰入）

　（うち譲渡性貯金利息）

　（うち借入金利息）

　（うちその他支払利息）

役務取引等費用

その他経常費用

　（うち貸倒引当金戻入益） △ 38,800 △ 32,714

共済付加収入

共済貸付金利息

その他の収益

共済借入金利息

共済推進費

共済保全費

その他の費用

　（うち貸倒引当金繰入額） △ 4

　（うち貸倒引当金戻入益） △ 9

購買品供給高

その他の収益

購買品供給原価

その他の費用

　（うち貸倒引当金繰入額）

　（うち貸倒引当金戻入益） (△ 1,499) △ 7,171

販売品販売高

販売手数料

その他の収益

販売品販売原価

販売事業費用

その他の費用

　（うち貸倒引当金戻入益） △ 1,635 △ 13,118

直売事業総利益

(9)  直売事業収益

販売事業総利益

(11) 保管事業収益

(12) 保管事業費用

保管事業総利益

(13) 利用事業収益

(14) 利用事業費用

(5)  購買事業収益

(6)  購買事業費用

(10) 直売事業費用

科　　　　目

１．事業総利益

事業収益

事業費用

(1)　信用事業収益

(2)　信用事業費用

購買事業総利益

(7)  販売事業収益

(8)  販売事業費用

信用事業総利益

(3)　共済事業収益

(4)　共済事業費用

共済事業総利益
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特別積立金

農業経営法人等支援積立金

営農振興事業および本・支店施設強化積立金

経営安定対策積立金

福祉目的積立金

当期未処分剰余金

(うち当期剰余金) △ 236,609

△ 87,018 △ 83,757

純資産の部合計

負債および純資産の部合計

(3)　その他の共済事業負債

負債の部合計

（純資産の部）

１　組合員資本

(1)　出資金

(2)　利益剰余金

利益準備金

４　雑負債

(1)　未払法人税等

(2)　資産除去債務

(3)　その他の負債

５　諸引当金

(1)　賞与引当金

(4)　その他の信用事業負債

未払費用

その他の負債

２　共済事業負債

(1)　共済資金

(2)　未経過共済付加収入

３　経済事業負債

(1)　経済事業未払金

(2)　経済受託債務

(3)　その他の経済事業負債

１　信用事業負債

（負債の部）

(3)　処分未済持分

２　評価・換算差額等

(1)　その他有価証券評価差額金

(2)　土地再評価差額金

その他利益剰余金

(3)　役員退職慰労引当金

(4)　特例業務負担金引当金

(5)　ポイント引当金

６　再評価に係る繰延税金負債

(2)　退職給付引当金

(1)　貯金

(2)　譲渡性貯金

(3)　借入金
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２２．．損損益益計計算算書書
（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

（自　令和２年３月１日 （自　令和３年３月１日

至　令和３年２月２８日） 至　令和４年２月２８日）

資金運用収益

　（うち預金利息）

　（うち有価証券利息）

　（うち貸出金利息）

　（うちその他受入利息）

役務取引等収益

その他経常収益

資金調達費用

　（うち貯金利息）

　（うち給付補填備金繰入）

　（うち譲渡性貯金利息）

　（うち借入金利息）

　（うちその他支払利息）

役務取引等費用

その他経常費用

　（うち貸倒引当金戻入益） △ 38,800 △ 32,714

共済付加収入

共済貸付金利息

その他の収益

共済借入金利息

共済推進費

共済保全費

その他の費用

　（うち貸倒引当金繰入額） △ 4

　（うち貸倒引当金戻入益） △ 9

購買品供給高

その他の収益

購買品供給原価

その他の費用

　（うち貸倒引当金繰入額）

　（うち貸倒引当金戻入益） (△ 1,499) △ 7,171

販売品販売高

販売手数料

その他の収益

販売品販売原価

販売事業費用

その他の費用

　（うち貸倒引当金戻入益） △ 1,635 △ 13,118

直売事業総利益

(9)  直売事業収益

販売事業総利益

(11) 保管事業収益

(12) 保管事業費用

保管事業総利益

(13) 利用事業収益

(14) 利用事業費用

(5)  購買事業収益

(6)  購買事業費用

(10) 直売事業費用

科　　　　目

１．事業総利益

事業収益

事業費用

(1)　信用事業収益

(2)　信用事業費用

購買事業総利益

(7)  販売事業収益

(8)  販売事業費用

信用事業総利益

(3)　共済事業収益

(4)　共済事業費用

共済事業総利益
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特別積立金

農業経営法人等支援積立金

営農振興事業および本・支店施設強化積立金

経営安定対策積立金

福祉目的積立金

当期未処分剰余金

(うち当期剰余金) △ 236,609

△ 87,018 △ 83,757

純資産の部合計

負債および純資産の部合計

(3)　その他の共済事業負債

負債の部合計

（純資産の部）

１　組合員資本

(1)　出資金

(2)　利益剰余金

利益準備金

４　雑負債

(1)　未払法人税等

(2)　資産除去債務

(3)　その他の負債

５　諸引当金

(1)　賞与引当金

(4)　その他の信用事業負債

未払費用

その他の負債

２　共済事業負債

(1)　共済資金

(2)　未経過共済付加収入

３　経済事業負債

(1)　経済事業未払金

(2)　経済受託債務

(3)　その他の経済事業負債

１　信用事業負債

（負債の部）

(3)　処分未済持分

２　評価・換算差額等

(1)　その他有価証券評価差額金

(2)　土地再評価差額金

その他利益剰余金

(3)　役員退職慰労引当金

(4)　特例業務負担金引当金

(5)　ポイント引当金

６　再評価に係る繰延税金負債

(2)　退職給付引当金

(1)　貯金

(2)　譲渡性貯金

(3)　借入金

27



【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

△ 38,233

△ 19,000 △ 15,668

△ 47,306 △ 26,831

(19) 旅行事業収益

(20) 旅行事業費用

(15) 宅地等供給事業収益

(16) 宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

(17) 農用地利用調整事業収益

(18) 農用地利用調整事業費用

農用地利用調整事業総利益

(2)  一般補助金

(4)  外部出資評価損

当期剰余金

当期首繰越剰余金

経常利益

５．特別利益

(1)  固定資産処分益

６．特別損失

(1)  固定資産処分損

(2)  固定資産圧縮損

土地再評価差額金取崩額

農業経営法人等支援積立金取崩額

当期未処分剰余金

(3)  減損損失

税引前当期利益

法人税、住民税及び事業税

過年度法人税等

法人税等調整額

法人税等合計

(3)  雑損失

(3)  諸税負担金

(4)  施設費

(5)  その他事業管理費

事業利益

３．事業外収益

(1)  受取出資配当金

(2)  賃貸料

(3)  雑収入

４．事業外費用

(1)  寄付金

(2)  貸与資産費用

(2)  業務費

(21) 福祉事業収益

(22) 福祉事業費用

福祉事業総利益

(23) その他の事業収益

(24) その他の事業費用

その他の事業総利益

(25) 指導事業収入

(26) 指導事業支出

指導事業収支差額

２．事業管理費

(1)  人件費

旅行事業総利益

（注）農業協同組合法施行規則の改定に伴い、当年度については、各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除去した

　　「事業収益」、「事業費用」を表示しています。

利用事業総利益
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△ 38,233

△ 19,000 △ 15,668

△ 47,306 △ 26,831

(19) 旅行事業収益

(20) 旅行事業費用

(15) 宅地等供給事業収益

(16) 宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

(17) 農用地利用調整事業収益

(18) 農用地利用調整事業費用

農用地利用調整事業総利益

(2)  一般補助金

(4)  外部出資評価損

当期剰余金

当期首繰越剰余金

経常利益

５．特別利益

(1)  固定資産処分益

６．特別損失

(1)  固定資産処分損

(2)  固定資産圧縮損

土地再評価差額金取崩額

農業経営法人等支援積立金取崩額

当期未処分剰余金

(3)  減損損失

税引前当期利益

法人税、住民税及び事業税

過年度法人税等

法人税等調整額

法人税等合計

(3)  雑損失

(3)  諸税負担金

(4)  施設費

(5)  その他事業管理費

事業利益

３．事業外収益

(1)  受取出資配当金

(2)  賃貸料

(3)  雑収入

４．事業外費用

(1)  寄付金

(2)  貸与資産費用

(2)  業務費

(21) 福祉事業収益

(22) 福祉事業費用

福祉事業総利益

(23) その他の事業収益

(24) その他の事業費用

その他の事業総利益

(25) 指導事業収入

(26) 指導事業支出

指導事業収支差額

２．事業管理費

(1)  人件費

旅行事業総利益

（注）農業協同組合法施行規則の改定に伴い、当年度については、各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除去した

　　「事業収益」、「事業費用」を表示しています。

利用事業総利益
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３３．．キキャャッッシシュュ・・フフロローー計計算算書書

連結キャッシュ・フロー計算書をご覧ください。

４４．．注注記記表表

【【令令和和２２年年度度】】

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

． 次に掲げるものの評価基準および評価方法

有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法

① 子会社株式 ： 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・時価のあるもの ： 期末日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの ： 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法

① 購買品（肥料、農薬、飼料、出荷資材、温床資材の数量管理品） 
総平均法による原価法（収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法） 

②  購買品（上記以外） 
売価還元法による原価法（収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法） 

③  その他の棚卸資産

総平均法による原価法（収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法）

． 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成 年 月 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 年 月 日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（ 年）にもとづく定額法により償

却しています。

． 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次のとお

り計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権およびそれと同等の状況にある債務

者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その

残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権に

ついては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のう

ち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

上記以外の債権については、今後 年間の予想損失額又は今後 年間の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、 年間又は 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基づき

損失率を求め、算定しています。

賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、当期に発生

していると認められる額を計上しています。

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準に

よっています。

ロ 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）によ

る定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしています。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費用処
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△ 38,233

△ 19,000 △ 15,668

△ 47,306 △ 26,831

(19) 旅行事業収益

(20) 旅行事業費用

(15) 宅地等供給事業収益

(16) 宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

(17) 農用地利用調整事業収益

(18) 農用地利用調整事業費用

農用地利用調整事業総利益

(2)  一般補助金

(4)  外部出資評価損

当期剰余金

当期首繰越剰余金

経常利益

５．特別利益

(1)  固定資産処分益

６．特別損失

(1)  固定資産処分損

(2)  固定資産圧縮損

土地再評価差額金取崩額

農業経営法人等支援積立金取崩額

当期未処分剰余金

(3)  減損損失

税引前当期利益

法人税、住民税及び事業税

過年度法人税等

法人税等調整額

法人税等合計

(3)  雑損失

(3)  諸税負担金

(4)  施設費

(5)  その他事業管理費

事業利益

３．事業外収益

(1)  受取出資配当金

(2)  賃貸料

(3)  雑収入

４．事業外費用

(1)  寄付金

(2)  貸与資産費用

(2)  業務費

(21) 福祉事業収益

(22) 福祉事業費用

福祉事業総利益

(23) その他の事業収益

(24) その他の事業費用

その他の事業総利益

(25) 指導事業収入

(26) 指導事業支出

指導事業収支差額

２．事業管理費

(1)  人件費

旅行事業総利益

（注）農業協同組合法施行規則の改定に伴い、当年度については、各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除去した

　　「事業収益」、「事業費用」を表示しています。

利用事業総利益
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△ 38,233

△ 19,000 △ 15,668

△ 47,306 △ 26,831

(19) 旅行事業収益

(20) 旅行事業費用

(15) 宅地等供給事業収益

(16) 宅地等供給事業費用

宅地等供給事業総利益

(17) 農用地利用調整事業収益

(18) 農用地利用調整事業費用

農用地利用調整事業総利益

(2)  一般補助金

(4)  外部出資評価損

当期剰余金

当期首繰越剰余金

経常利益

５．特別利益

(1)  固定資産処分益

６．特別損失

(1)  固定資産処分損

(2)  固定資産圧縮損

土地再評価差額金取崩額

農業経営法人等支援積立金取崩額

当期未処分剰余金

(3)  減損損失

税引前当期利益

法人税、住民税及び事業税

過年度法人税等

法人税等調整額

法人税等合計

(3)  雑損失

(3)  諸税負担金

(4)  施設費

(5)  その他事業管理費

事業利益

３．事業外収益

(1)  受取出資配当金

(2)  賃貸料

(3)  雑収入

４．事業外費用

(1)  寄付金

(2)  貸与資産費用

(2)  業務費

(21) 福祉事業収益

(22) 福祉事業費用

福祉事業総利益

(23) その他の事業収益

(24) その他の事業費用

その他の事業総利益

(25) 指導事業収入

(26) 指導事業支出

指導事業収支差額

２．事業管理費

(1)  人件費

旅行事業総利益

（注）農業協同組合法施行規則の改定に伴い、当年度については、各事業の収益及び費用を合算し、事業相互間の内部損益を除去した

　　「事業収益」、「事業費用」を表示しています。

利用事業総利益
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理しています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程にもとづく期末要支給額を計上しています。

外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と

同様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上して

います。

特例業務負担金引当金

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出する特例業務負担金の

令和 年 月現 在における令和 年 月までの将来見込額を計上しています。

ポイント引当金

各グリーンにおいて、販売促進を目的とするポイント制度にもとづき組合員・利用者に付与したポイントの

使用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

． 消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、 年間で均等償却を行っています。

． 計算書類等に記載した記載金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満切捨てにて表示しており、金額千円未満の科目については「 」で表示しています。

なお、残高がない項目については、「－」で表示しています。

【貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を

為替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。

理事および監事に対する金銭債務はありません。

． 貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本ま

たは利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条

項第 号のイからホまでに掲げる事由または同項第 号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援をはか

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、 ヵ月以上延滞債権額はありません。

なお、 ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から ヵ月以上遅延している貸出

金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 千円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の支

払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権および ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、 ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は 千円で

す。なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

． 「土地の再評価に関する法律」にもとづき土地再評価差額金を計上した場合の再評価の方法および同法第 条

に規定する差額

「土地の再評価に関する法律」（平成 年 月 日公布法律第 号）および「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」にもとづき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差
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額金」として純資産の部に計上しています。

再評価を行った年月日 平成 年 月 日

再評価を行った土地の当期末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額

千円

同法律第 条第 項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成 年 月 日公布政令第 号）第 条第 号に定める、当該事

業用土地について地方税法第 条第 号の土地課税台帳又は同条第 号の土地補充課税台帳に登録されて

いる価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

【損益計算書に関する注記】

． 子会社等との事業取引による取引高の総額および事業取引以外の取引による取引高の総額

子会社等との取引による収益総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

子会社等との取引による費用総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

． 減損会計に関する注記

資産をグループ化した方法の概要および減損損失を認識した資産又は資産のグループの概要

当組合では、部門別の管理会計上の区分を基本に、金融店舗、集出荷施設等を除く農業関連施設、グリーン施

設および広 域配送センターについては、施設ごとに一般資産としてグルーピングしています。また、業務外固

定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。

本店や集出荷施設等（集荷場、選果場、米倉庫、ライスセンター、カントリーエレベーター、低温倉庫、予冷

庫、冷蔵 庫、たい肥センター、ハウス団地等）は、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の

資産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。

当期に減損損失を計上した固定資産は以下の通りです。

対象資産 用途 種類 その他

山形市 グリーン西部 営農施設 その他の有形固定資産  
減損損失の認識に至った経緯

グリーン西部は営業収支が 期連続赤字であると同時に、短期的に業績の回復が見込まれていないことから、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳

（単位：千円）

対象資産 その他の有形固定資産

グリーン西部

合 計 
回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、使用価値が見込まれないため、正味売却価額を採用していますが、備忘価額を残して償却

しています。

． 棚卸資産の収益性低下に伴う簿価切下げ

購買品供給原価には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

その他の事業費用には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

これは、令和 年 月の集中豪雨により、たい肥センターの在庫に品質低下を認識したものです。

． 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する追加情報の注記

（追加情報）

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。 
また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損

益を除去した額を記載しています。

【金融商品に関する注記】

． 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残

った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行っています。

金融商品の内容およびそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出

金は組合員等の 契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の変
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理しています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程にもとづく期末要支給額を計上しています。

外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と

同様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上して

います。

特例業務負担金引当金

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出する特例業務負担金の

令和 年 月現 在における令和 年 月までの将来見込額を計上しています。

ポイント引当金

各グリーンにおいて、販売促進を目的とするポイント制度にもとづき組合員・利用者に付与したポイントの

使用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

． 消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、 年間で均等償却を行っています。

． 計算書類等に記載した記載金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満切捨てにて表示しており、金額千円未満の科目については「 」で表示しています。

なお、残高がない項目については、「－」で表示しています。

【貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を

為替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。

理事および監事に対する金銭債務はありません。

． 貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本ま

たは利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条

項第 号のイからホまでに掲げる事由または同項第 号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援をはか

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、 ヵ月以上延滞債権額はありません。

なお、 ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から ヵ月以上遅延している貸出

金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 千円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の支

払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債

権および ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、 ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は 千円で

す。なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

． 「土地の再評価に関する法律」にもとづき土地再評価差額金を計上した場合の再評価の方法および同法第 条

に規定する差額

「土地の再評価に関する法律」（平成 年 月 日公布法律第 号）および「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」にもとづき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差
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動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判 定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したもの

と想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確

保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商品ご

とに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提

条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

． 金融商品の時価等に関する事項

金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

経済受託債権

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

資産計

貯金

譲渡性貯金

負債計

注 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。

注 経済受託債権に対応する一般貸倒引当金を控除しています。

金融商品の時価の算定方法

【資産】

① 預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期

のある預金については、期間にもとづく区分ごとに、リスクフリーレートである円 ・スワップレートで
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割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

② 有価証券

債券および投資信託は取引金融機関等から提示された価格によっています。

③ 貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間にもとづく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフ

リーレートである円 ・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額とし

て算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した

額を時価に代わる金額としています。

④ 経済受託債権

経済受託債権については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当

金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

① 貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定

期性貯金については、期間にもとづく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円

・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは の金融商品の時価

情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資（注）

（注）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であると

認められるため、時価開示の対象とはしていません。

金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

預金

有価証券 注 ）

その他有価証券の

うち満期があるもの

貸出金（注 、 ）

経済受託債権

合計

（注 ）有価証券の決算日後の償還予定額については、元本（額面）ベースでの償還予定額を記載していま

すので、貸借対照表額とは一致しません。

（注 ）貸出金のうち、当座貸越 千円については「 年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「 年超」に含めています。

（注 ）貸出金のうち、 カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 千円は償還の予定が見

込まれないため、含めていません。

有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

貯金

譲渡性貯金 － － － － －

合計

（注）貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

【有価証券に関する注記】

． 有価証券の時価および評価差額に関する事項

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額につい

ては、次のとおりです。
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動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判 定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したもの

と想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の確

保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商品ご

とに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提

条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

． 金融商品の時価等に関する事項

金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

経済受託債権

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

資産計

貯金

譲渡性貯金

負債計

注 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。

注 経済受託債権に対応する一般貸倒引当金を控除しています。

金融商品の時価の算定方法

【資産】

① 預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期

のある預金については、期間にもとづく区分ごとに、リスクフリーレートである円 ・スワップレートで
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（単位：千円）

種 類
取得原価

または償却原価

貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券 △

小計 △

合 計

（注） 上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価

差額金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当事業年度中において、 千円（全て非上場株式等）を減損処理しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実

質価額が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っています。

【退職給付に関する注記】

． 採用している退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程にもとづき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に

加え、同規程にもとづき退職給付の一部に充てるため全共連との契約による確定給付型年金制度を採用していま

す。

． 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 千円

勤務費用 千円

利息費用 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における退職給付債務 千円

． 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産 千円

期待運用収益 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

確定給付型年金制度への拠出金 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における年金資産 千円

． 退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務 千円

確定給付型年金制度 △ 千円

未積立退職給付債務 千円

未認識過去勤務費用 千円

未認識数理計算上の差異 千円

貸借対照表計上額純額 千円

退職給付引当金 千円
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． 退職給付費用およびその内訳項目の金額

勤務費用（注） 千円

利息費用（注） 千円

期待運用収益 △ 千円

数理計算上の差異の費用処理額 △ 千円

過去勤務費用の費用処理額 △ 千円

合計 千円

（注）出向者に係る負担額を控除しています。

． 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

一般勘定 ％

． 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様

な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

． 割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率 ％

長期期待運用収益率 ％

過去勤務費用の処理年数 年

数理計算上の差異の償却年数 年

． 特例業務負担金の将来見込額

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止

する等の法 律附則第 条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に

充てるため、特例業務負担金 千円を特例業務負担金引当金の取り崩しにより拠出しています。

なお、同組合より示された令和 年 月末現在における令和 年 月までの特例業務負担金の将来見込額は、

千円となっています。

【税効果会計に関する注記】

． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 千円

減損損失 千円

特例業務負担金引当金 千円

貸倒引当金 千円

賞与引当金 千円

資産除去債務 千円

役員退職慰労引当金 千円

借地権 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 △ 千円

繰延税金資産合計（Ａ） 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 千円

全農合併交付金 △ 千円

有形固定資産（資産除去費用） △ 千円

繰延税金負債合計（Ｂ） △ 千円

繰延税金資産の純額（Ａ） （Ｂ） 千円

． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ ％

住民税均等割等 ％

評価性引当額の増減 ％

法人税額の特別控除 △ ％

過年度法人税、住民税及び事業税等 △ ％

法人税額から控除される所得税額 ％

その他 ％
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（単位：千円）

種 類
取得原価

または償却原価

貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券 △

小計 △

合 計

（注） 上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価

差額金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当事業年度中において、 千円（全て非上場株式等）を減損処理しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により実

質価額が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っています。

【退職給付に関する注記】

． 採用している退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程にもとづき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に

加え、同規程にもとづき退職給付の一部に充てるため全共連との契約による確定給付型年金制度を採用していま

す。

． 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 千円

勤務費用 千円

利息費用 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における退職給付債務 千円

． 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産 千円

期待運用収益 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

確定給付型年金制度への拠出金 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における年金資産 千円

． 退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務 千円

確定給付型年金制度 △ 千円

未積立退職給付債務 千円

未認識過去勤務費用 千円

未認識数理計算上の差異 千円

貸借対照表計上額純額 千円

退職給付引当金 千円
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結して

おり、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用して

います。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円

【【令令和和３３年年度度】】

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

． 次に掲げるものの評価基準および評価方法

有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法

① 子会社株式および関連会社株式 ： 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・時価のあるもの ： 期末日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの ： 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法

① 購買品（肥料、農薬、飼料、出荷資材、温床資材の数量管理品） 
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

② 購買品（上記以外）

売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

③ その他の棚卸資産

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

． 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成 年 月 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 年 月 日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（ 年）にもとづく定額法により償

却しています。

． 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権およびそれと同等の状

況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による

回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額

のうち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。破綻懸念先に対する債権

のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャ

ッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額と

の差額を引き当てています。

上記以外の債権については、主として今後 年間の予想損失額又は今後 年間の予想損失額を見込んで計上

しており、予想損失額は、 年間又は 年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の
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過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修正を加えて算定してい

ます。

すべての債権は、資産査定要領にもとづき、融資担当部署等が資産査定を実施し、当該部署から独立した貸出

審査担当部署等が査定結果を検証しており、その査定結果にもとづいて上記の引当を行っています。

賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき計上してい

ます。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基

準によっています。

② 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）

による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしています。過去勤務費用

は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費用処理していま

す。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程にもとづく期末要支給額を計上しています。

特例業務負担金引当金

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出する特例業務負担金の

令和 年 月 現在における令和 年 月までの将来見込額を計上しています。

ポイント引当金

各グリーンにおいて、販売促進を目的とするポイント制度にもとづき組合員・利用者に付与したポイントの

使用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

． 消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、 年間で均等償却を行っています。

． 計算書類等に記載した記載金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満切捨てにて表示しており、金額千円未満の科目については「 」で表示しています。なお、

残高がない項目については、「－」で表示しています。

その他計算書類等の作成のための基本となる重要な事項

（追加情報）

「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」 企業会計基準第 号 年 月 日

を当事業年度より適用し、米共同計算および肉用牛長期平均払制度に関する事項をその他計算書類等の作成のた

めの基本となる重要な事項に記載しています。

事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。 
また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損

益を除去した額を記載しています。

米共同計算

当組合は生産者が生産した農作物を無条件委託販売により販売を行い、販売代金と販売に要する経費をプー

ル計算することで生産者に支払いをする「ＪＡ共同計算」を行っており、その計算には、当組合が再委託した

全国農業協同組合連合会山形県本部が販売を行いプール計算する「県域共同計算」の結果を組み入れていま

す。

共同計算の会計処理については、貸借対照表の経済受託債権に、受託販売について生じた委託者に対する立

替金および販売品の販売委託者に支払った概算金、仮精算金を計上しています。

また、経済受託債務に、受託販売品の販売代金を計上しています。

当組合では、共同計算にかかる収入（販売代金等）と支出（概算金、販売手数料、倉庫保管料、運搬費等）

を計算し、月次において経済受託債権および経済受託債務を相殺する会計処理を行うとともに、当組合が受け

取る販売手数料を控除した経済受託債務残高を生産者への精算金として留保し、最終精算時に精算金として支

払っています。

肉用牛長期平均払制度

当組合は、畜産経営の健全経営を図ることを目的とした肉用牛長期平均払制度を実施しています。

当該制度は、貸借対照表のその他の経済事業資産に含めている「肉用牛長期平均払」勘定を用いて、契約を

締結した組合員との間で生じる販売代金の精算（入金）、素牛購入代金や飼料代金等の肉用牛の飼育経費等の精

算（出金）を行っているものです。
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結して

おり、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用して

います。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円

【【令令和和３３年年度度】】

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

． 次に掲げるものの評価基準および評価方法

有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法

① 子会社株式および関連会社株式 ： 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・時価のあるもの ： 期末日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの ： 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法

① 購買品（肥料、農薬、飼料、出荷資材、温床資材の数量管理品） 
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

② 購買品（上記以外）

売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

③ その他の棚卸資産

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

． 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成 年 月 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 年 月 日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（ 年）にもとづく定額法により償

却しています。

． 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（破綻先）に係る債権およびそれと同等の状

況にある債務者（実質破綻先）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による

回収可能見込額を控除し、その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額

のうち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。破綻懸念先に対する債権

のうち債権の元本の回収に係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャ

ッシュ・フローと債権の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額と

の差額を引き当てています。

上記以外の債権については、主として今後 年間の予想損失額又は今後 年間の予想損失額を見込んで計上

しており、予想損失額は、 年間又は 年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率又は倒産確率の
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【表示方法の変更に関する注記】

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 号 年 月 日）を当事業年度より適用

し、「会計上の見積りに関する注記」に記載しています。

【会計上の見積りに関する注記】

繰延税金資産の回収可能性

当期の計算書類に計上した金額 繰延税金資産 千円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度とし

て行っています。

次年度以降の課税所得の見積りについては、令和 年 月の理事会において決議した第 次中期経営刷新計

画（素案）を基礎として、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。

しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際

に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰

延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、翌期以降の計算書類において認識する

繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

固定資産の減損

当事業年度の計算書類に計上した金額 減損損失 千円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿

価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。

減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループの

キャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グ

ループの最小単位としています。

固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、令和 年 月の理事会におい

て決議した第 次中期経営刷新計画（素案）を基礎として算出しており、中期計画以降の将来キャッシュ・フ

ローや、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。

これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受け、翌期以降の計算書類に重要な影

響を与える可能性があります。

貸倒引当金

） 当事業年度の計算書類に計上した金額 貸倒引当金 千円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算定方法

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】の「 引当金の計上基準」の「（ ）貸倒引当金」に記載してい

ます。

② 主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における

貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響

個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類

における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

【貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を為

替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員との間の取引による役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。
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理事および監事に対する金銭債務はありません。

． 信用事業を行う組合に要求される注記

貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることや、その他の事由により元本

または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条

項第 号のイからホまでに掲げる事由または同項第 号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援をはかる

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、 ヵ月以上延滞債権額はありません。

なお、 ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から ヵ月以上遅延している貸出金

で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 千円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の支

払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権

および ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、 ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は 千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

． 土地の再評価に関する法律にもとづく再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成 年 月 日公布法律第 号）および「土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律」にもとづき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しています。

再評価を行った年月日 平成 年 月 日

再評価を行った土地の当期末における時価の合計額は再評価後の帳簿価額の合計額を上回っています。

同法律第 条第 項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成 年 月 日公布政令第 号）第 条第 号に定める、当該事業用

土地について地方税法第 条第 号の土地課税台帳又は同条第 号の土地補充課税台帳に登録されている価格

（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

【損益計算書に関する注記】

． 子会社等との取引高の総額

子会社等との取引による収益総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

子会社等との取引による費用総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

． 減損損失に関する注記

資産をグループ化した方法の概要および減損損失を認識した資産又は資産のグループの概要

当組合では、部門別の管理会計上の区分を基本に、金融店舗、営農センターや集出荷施設等の農業関連施

設、グリーン施設および広域配送センターについては、施設ごとに一般資産としてグルーピングしています。

また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位として

います。

本店やたい肥センター、ハウス団地等は、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グ

ループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。

当期に減損損失を計上した固定資産は以下のとおりです。

対象資産 用途 種類 その他

山形市 半郷集荷場 営農施設 土地および建物 業務外固定資産 
減損損失の認識に至った経緯

半郷集荷場は、西部営農センターの集荷場所の一部拡張に伴う集出荷施設の集約により売却や賃貸を予定し

ていることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。
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【表示方法の変更に関する注記】

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第 号 年 月 日）を当事業年度より適用

し、「会計上の見積りに関する注記」に記載しています。

【会計上の見積りに関する注記】

繰延税金資産の回収可能性

当期の計算書類に計上した金額 繰延税金資産 千円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

繰延税金資産の計上は、次年度以降において将来減算一時差異を利用可能な課税所得の見積り額を限度とし

て行っています。

次年度以降の課税所得の見積りについては、令和 年 月の理事会において決議した第 次中期経営刷新計

画（素案）を基礎として、当組合が将来獲得可能な課税所得の時期および金額を合理的に見積っています。

しかし、これらの見積りは将来の不確実な経営環境および組合の経営状況の影響を受けます。よって、実際

に課税所得が生じた時期および金額が見積りと異なった場合には、次年度以降の計算書類において認識する繰

延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

また、将来の税制改正により、法定実効税率が変更された場合には、翌期以降の計算書類において認識する

繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

固定資産の減損

当事業年度の計算書類に計上した金額 減損損失 千円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

資産グループに減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループの割引前将来キャッシュ・フローと帳簿

価額を比較することにより、当該資産グループについての減損の要否の判定を実施しています。

減損の要否に係る判定単位であるキャッシュ・フロー生成単位については、他の資産または資産グループの

キャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グ

ループの最小単位としています。

固定資産の減損の要否の判定において、将来キャッシュ・フローについては、令和 年 月の理事会におい

て決議した第 次中期経営刷新計画（素案）を基礎として算出しており、中期計画以降の将来キャッシュ・フ

ローや、割引率等については、一定の仮定を設定して算出しています。

これらの仮定は将来の不確実な経営環境及び組合の経営状況の影響を受け、翌期以降の計算書類に重要な影

響を与える可能性があります。

貸倒引当金

） 当事業年度の計算書類に計上した金額 貸倒引当金 千円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算定方法

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】の「 引当金の計上基準」の「（ ）貸倒引当金」に記載してい

ます。

② 主要な仮定

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」です。「債務者区分の判定における

貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しています。

③ 翌事業年度に係る計算書類に及ぼす影響

個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類

における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

【貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を為

替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員との間の取引による役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。
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減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳

（単位：千円）

対象資産 建物 土地 合計

半郷集荷場

合 計 
回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しています。

． 棚卸資産の収益性低下に伴う簿価切下げ

購買品供給原価には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

【金融商品に関する注記】

． 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残

った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行っています。

金融商品の内容およびそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出

金は組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は債券、投資信託であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行

体の信用リスク、金利の変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、投資信託、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したも

のと想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があ

ります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の

確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商

品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

． 金融商品の時価等に関する事項

金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。
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なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず に記載していま

す。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

経済受託債権

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

資産計

貯金

譲渡性貯金

負債計

注 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。

注 経済受託債権に対応する一般貸倒引当金を控除しています。

金融商品の時価の算定方法

【資産】

① 預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期

のある預金については、期間にもとづく区分ごとに、 で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算

定しています。

② 有価証券

債券および投資信託は取引金融機関等から提示された価格によっています。

③ 貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間にもとづく区分ごとに、元利金の合計額を で割

り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した

額を時価に代わる金額としています。

④ 経済受託債権

経済受託債権については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当

金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

① 貯金および譲渡性貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定

期性貯金については、期間にもとづく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを で割り引いた現在価値を

時価に代わる金額として算定しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは の金融商品の時価

情報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資（注）

（注）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であると認

められるため、時価開示の対象とはしていません。
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減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳

（単位：千円）

対象資産 建物 土地 合計

半郷集荷場

合 計 
回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しています。

． 棚卸資産の収益性低下に伴う簿価切下げ

購買品供給原価には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

【金融商品に関する注記】

． 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残

った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行っています。

金融商品の内容およびそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出

金は組合員等の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は債券、投資信託であり、純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行

体の信用リスク、金利の変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、投資信託、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したも

のと想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。

また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性があ

ります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の

確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商

品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

． 金融商品の時価等に関する事項

金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。
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金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

預金

有価証券 注 ）

その他有価証券の

うち満期があるもの

貸出金（注 、 ）

経済受託債権

合計

（注 ）有価証券の決算日後の償還予定額については、元本（額面）ベースでの償還予定額を記載

していますので、貸借対照表額とは一致しません。

（注 ）貸出金のうち、当座貸越 千円については「 年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「 年超」に含めています。

（注 ）貸出金のうち、 カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 千円は償還の予定が

見込まれないため、含めていません。

有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

貯金

譲渡性貯金 － － － － －

合計

注 貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

【有価証券に関する注記】

． 有価証券の時価および評価差額に関する事項

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額につ

いては、次のとおりです。

（単位：千円）

種 類
貸借対照表

計上額

取得原価

または償却原価
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債 △

地方債

政府保証債

社債 △

受益証券 △

小計 △

合 計

（注）上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価差額

金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当期中において、減損処理した有価証券はありません。
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【退職給付に関する注記】

． 採用している退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程にもとづき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に

加え、同規程にもとづき退職給付の一部に充てるため全共連との契約による確定給付型年金制度を採用していま

す。

． 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 千円

勤務費用 千円

利息費用 千円

数理計算上の差異の当期発生額 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における退職給付債務 千円

． 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産 千円

期待運用収益 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

確定給付型年金制度への拠出金 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における年金資産 千円

． 退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務 千円

確定給付型年金制度 △ 千円

未積立退職給付債務 千円

未認識過去勤務費用 千円

未認識数理計算上の差異 千円

貸借対照表計上額純額 千円

退職給付引当金 千円

． 退職給付費用およびその内訳項目の金額

勤務費用（注） 千円

利息費用（注） 千円

期待運用収益 △ 千円

数理計算上の差異の費用処理額 千円

過去勤務費用の費用処理額 △ 千円

合計 千円

（注）出向者に係る負担額を控除しています。

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

一般勘定 ％

長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様

な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率 ％

長期期待運用収益率 ％

過去勤務費用の処理年数 年

数理計算上の差異の償却年数 年

特例業務負担金の将来見込額

人件費（うち福利厚生費）には、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林

漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第 条に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年

金等の業務に要する費用に充てるため拠出した特例業務負担金 千円を特例業務負担金引当金の取り崩しに

より拠出しています。

なお、同組合より示された令和 年 月末現在における令和 年 月までの特例業務負担金の将来見込額は、

千円となっています。
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金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

預金

有価証券 注 ）

その他有価証券の

うち満期があるもの

貸出金（注 、 ）

経済受託債権

合計

（注 ）有価証券の決算日後の償還予定額については、元本（額面）ベースでの償還予定額を記載

していますので、貸借対照表額とは一致しません。

（注 ）貸出金のうち、当座貸越 千円については「 年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「 年超」に含めています。

（注 ）貸出金のうち、 カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 千円は償還の予定が

見込まれないため、含めていません。

有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

貯金

譲渡性貯金 － － － － －

合計

注 貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

【有価証券に関する注記】

． 有価証券の時価および評価差額に関する事項

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額につ

いては、次のとおりです。

（単位：千円）

種 類
貸借対照表

計上額

取得原価

または償却原価
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債 △

地方債

政府保証債

社債 △

受益証券 △

小計 △

合 計

（注）上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価差額

金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当期中において、減損処理した有価証券はありません。
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【税効果会計に関する注記】

． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 千円

減損損失 千円

特例業務負担金引当金 千円

貸倒引当金 千円

賞与引当金 千円

資産除去債務 千円

役員退職慰労引当金 千円

借地権 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 △ 千円

繰延税金資産合計（Ａ） 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 千円

全農合併交付金 △ 千円

有形固定資産（資産除去費用） △ 千円

繰延税金負債合計（Ｂ） △ 千円

繰延税金資産の純額（Ａ） （Ｂ） 千円

． 法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ ％

住民税均等割等 ％

評価性引当額の増減 ％

法人税額の特別控除 △ ％

その他 △ ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結してお

り、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用してい

ます。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円
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５５．．剰剰余余金金処処分分計計算算書書
(単位：千円）

令和３年度

１．当期未処分剰余金

２．剰余金処分額

（１）利益準備金

（２）任意積立金

　　　農業経営法人等支援積立金

　　　経営安定対策積立金

　　　福祉目的積立金

３．次期繰越剰余金

＜＜別別表表＞＞

積立目的 当期積立額
累計積立額
(当期分含)

積立目標額 取崩基準

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①農事組合法人・合資（合名）会社・合同会
社・株式会社を立上するとき1,000千円を限
度とし出資金を出資するとき。

②リース事業に充てる固定資産を取得したと
き。

③農業経営法人または営農振興策に沿った支
援対象者に対して営農振興策に係る助成を
行ったとき。

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①50,000千円を超える営農振興事業施設を取
得したとき。

②営農振興事業施設につき、10,000千円を超
える修理費・改良費を支出したとき。

③50,000千円を超える本・支店施設を取得し
たとき。

④本・支店施設につき、10,000千円を超える
修理費・改良費を支出したとき。

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①新たな会計基準等により、多額の損失が生
じたとき。

②債権等資産の償却および固定資産の減損処
理により多額の損失が生じたとき。

③有価証券の運用により、多額の損失が生じ
たとき。

④繰延税金資産の取り崩しにより、多額の損
失が生じたとき。

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①福祉事業施設につき、3,000千円を超える
修理費・改良費を支出したとき。

種類

科　　　　　目 令和２年度

（注）１．任意積立金のうち目的積立金の種類および積立目的・積立目標額・取崩基準は別表のとおりです。

　　　２．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額４０，０００千円が

　　　　含まれています。

　　　営農振興事業および本・支店施設強化積立金

農業経営法人等支援積立金
農業経営法人または営農振興策
に沿った支援対象者に対して支
援することを目的とする。

営農振興事業・および本・支店
施設の円滑かつ効率的な運用を
はかることを目的とする。

営農振興事業および本・支店施
設強化積立金

新たな会計基準（税効果会計、
時価会計、退職給付会計および
減損会計等）への対応、また、
資産の償却（貸倒引当等）およ
び有価証券の価格下落や経営基
盤に影響を与える将来的なリス
クの発生に備え、組合経営の安
定と健全な発展をはかることを
目的とする。

経営安定対策積立金

福祉事業の充実と円滑かつ安定
的な運用をはかることを目的と
する。

福祉目的積立金
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【税効果会計に関する注記】

． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 千円

減損損失 千円

特例業務負担金引当金 千円

貸倒引当金 千円

賞与引当金 千円

資産除去債務 千円

役員退職慰労引当金 千円

借地権 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 △ 千円

繰延税金資産合計（Ａ） 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 千円

全農合併交付金 △ 千円

有形固定資産（資産除去費用） △ 千円

繰延税金負債合計（Ｂ） △ 千円

繰延税金資産の純額（Ａ） （Ｂ） 千円

． 法定実効税率と法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ ％

住民税均等割等 ％

評価性引当額の増減 ％

法人税額の特別控除 △ ％

その他 △ ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結してお

り、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用してい

ます。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円
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５５．．剰剰余余金金処処分分計計算算書書
(単位：千円）

令和３年度

１．当期未処分剰余金

２．剰余金処分額

（１）利益準備金

（２）任意積立金

　　　農業経営法人等支援積立金

　　　経営安定対策積立金

　　　福祉目的積立金

３．次期繰越剰余金

＜＜別別表表＞＞

積立目的 当期積立額
累計積立額
(当期分含)

積立目標額 取崩基準

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①農事組合法人・合資（合名）会社・合同会
社・株式会社を立上するとき1,000千円を限
度とし出資金を出資するとき。

②リース事業に充てる固定資産を取得したと
き。

③農業経営法人または営農振興策に沿った支
援対象者に対して営農振興策に係る助成を
行ったとき。

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①50,000千円を超える営農振興事業施設を取
得したとき。

②営農振興事業施設につき、10,000千円を超
える修理費・改良費を支出したとき。

③50,000千円を超える本・支店施設を取得し
たとき。

④本・支店施設につき、10,000千円を超える
修理費・改良費を支出したとき。

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①新たな会計基準等により、多額の損失が生
じたとき。

②債権等資産の償却および固定資産の減損処
理により多額の損失が生じたとき。

③有価証券の運用により、多額の損失が生じ
たとき。

④繰延税金資産の取り崩しにより、多額の損
失が生じたとき。

次のような支出があった年度の決算期に、当該支
出額を取り崩す。

①福祉事業施設につき、3,000千円を超える
修理費・改良費を支出したとき。

種類

科　　　　　目 令和２年度

（注）１．任意積立金のうち目的積立金の種類および積立目的・積立目標額・取崩基準は別表のとおりです。

　　　２．次期繰越剰余金には、営農指導、生活・文化改善事業の費用に充てるための繰越額４０，０００千円が

　　　　含まれています。

　　　営農振興事業および本・支店施設強化積立金

農業経営法人等支援積立金
農業経営法人または営農振興策
に沿った支援対象者に対して支
援することを目的とする。

営農振興事業・および本・支店
施設の円滑かつ効率的な運用を
はかることを目的とする。

営農振興事業および本・支店施
設強化積立金

新たな会計基準（税効果会計、
時価会計、退職給付会計および
減損会計等）への対応、また、
資産の償却（貸倒引当等）およ
び有価証券の価格下落や経営基
盤に影響を与える将来的なリス
クの発生に備え、組合経営の安
定と健全な発展をはかることを
目的とする。

経営安定対策積立金

福祉事業の充実と円滑かつ安定
的な運用をはかることを目的と
する。

福祉目的積立金
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６６．．部部門門別別損損益益計計算算書書

(単位：千円）

計 信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導
事業

共通管理費等

△ 19,000

※うち共通管理費⑥ △ 740,898

うち減価償却費⑦ △ 78,870

うち人件費⑦’ △ 234,862

△ 310,400 △ 20,754 △ 82,817

※うち共通分⑩ △ 220,893

※うち共通分⑫ △ 45,461

△ 238,727 △ 79,540

※うち共通分⑮ △ 156,659

※うち共通分⑰ △ 159,245

△ 239,987 △ 79,615

△ 79,615

△ 272,940 △ 9,270

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は各事業に直課できない部分です。

（注）

信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導
事業

計

特別利益⑭

特別損失⑯

税引前当期利益⑱（⑬+⑭-⑯）

営農指導事業分配賦額⑲

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益⑳（⑱-⑲）

事業外費用⑪

１　共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等

（１）共通管理費等

　　　人給割としています。

（２）営農指導事業

　　　人頭割としています。

２　配賦割合（１の基準で算出した配賦の割合）

区　　分

共通管理費等

営農指導事業

経常利益⑬(⑧+⑨-⑪）

　　令令和和２２年年度度

区　　分

事業収益①

事業費用②

事業総利益③（①－②）

事業管理費④

うち減価償却費⑤

うち人件費⑤’

事業利益⑧（③‐④）

事業外収益⑨
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６６．．部部門門別別損損益益計計算算書書

(単位：千円）

計 信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導

事業
共通管理費等

△ 19,000

※うち共通管理費⑥ △ 740,898

うち減価償却費⑦ △ 78,870

うち人件費⑦’ △ 234,862

△ 310,400 △ 20,754 △ 82,817

※うち共通分⑩ △ 220,893

※うち共通分⑫ △ 45,461

△ 238,727 △ 79,540

※うち共通分⑮ △ 156,659

※うち共通分⑰ △ 159,245

△ 239,987 △ 79,615

△ 79,615

△ 272,940 △ 9,270

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は各事業に直課できない部分です。

（注）

信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導

事業
計

特別利益⑭

特別損失⑯

税引前当期利益⑱（⑬+⑭-⑯）

営農指導事業分配賦額⑲

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益⑳（⑱-⑲）

事業外費用⑪

１　共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等

（１）共通管理費等

　　　人給割としています。

（２）営農指導事業

　　　人頭割としています。

２　配賦割合（１の基準で算出した配賦の割合）

区　　分

共通管理費等

営農指導事業

経常利益⑬(⑧+⑨-⑪）

　　令令和和２２年年度度

区　　分

事業収益①

事業費用②

事業総利益③（①－②）

事業管理費④

うち減価償却費⑤

うち人件費⑤’

事業利益⑧（③‐④）

事業外収益⑨
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(単位：千円）

計 信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導
事業

共通管理費等

△ 15,668

※うち共通管理費⑥ △ 751,062

うち減価償却費⑦ △ 72,466

うち人件費⑦’ △ 266,715

△ 262,618 △ 89,984 △ 85,096

※うち共通分⑩ △ 276,157

※うち共通分⑫ △ 32,791

△ 178,413 △ 63,965 △ 79,616

※うち共通分⑮ △ 190,918

※うち共通分⑰ △ 235,077

△ 194,621 △ 68,972 △ 80,671

△ 80,671

△ 229,318 △ 77,991

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は各事業に直課できない部分です。

（注）

信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導
事業

計

　　　人頭割としています。

２　配賦割合（１の基準で算出した配賦の割合）

区　　分

共通管理費等

営農指導事業

事業総利益③（①－②）

１　共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等

（１）共通管理費等

　　　人給割としています。

（２）営農指導事業

特別利益⑭

特別損失⑯

税引前当期利益⑱（⑬+⑭-⑯）

営農指導事業分配賦額⑲

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益⑳（⑱-⑲）

事業利益⑧（③‐④）

事業外収益⑨

事業外費用⑪

経常利益⑬(⑧+⑨-⑪）

事業収益①

事業費用②

事業管理費④

うち減価償却費⑤

うち人件費⑤’

　　令令和和３３年年度度

区　　分

【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

６６．．部部門門別別損損益益計計算算書書

(単位：千円）

計 信用事業 共済事業
農業関連
事業

生活その他
事業

営農指導
事業

共通管理費等

△ 19,000

※うち共通管理費⑥ △ 740,898

うち減価償却費⑦ △ 78,870

うち人件費⑦’ △ 234,862

△ 310,400 △ 20,754 △ 82,817

※うち共通分⑩ △ 220,893

※うち共通分⑫ △ 45,461

△ 238,727 △ 79,540

※うち共通分⑮ △ 156,659

※うち共通分⑰ △ 159,245

△ 239,987 △ 79,615

△ 79,615

△ 272,940 △ 9,270

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は各事業に直課できない部分です。

（注）

信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導

事業
計

特別利益⑭

特別損失⑯

税引前当期利益⑱（⑬+⑭-⑯）

営農指導事業分配賦額⑲

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益⑳（⑱-⑲）

事業外費用⑪

１　共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等

（１）共通管理費等

　　　人給割としています。

（２）営農指導事業

　　　人頭割としています。

２　配賦割合（１の基準で算出した配賦の割合）

区　　分

共通管理費等

営農指導事業

経常利益⑬(⑧+⑨-⑪）

　　令令和和２２年年度度

区　　分

事業収益①

事業費用②

事業総利益③（①－②）

事業管理費④

うち減価償却費⑤

うち人件費⑤’

事業利益⑧（③‐④）

事業外収益⑨

【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

(単位：千円）

計 信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導

事業
共通管理費等

△ 15,668

※うち共通管理費⑥ △ 751,062

うち減価償却費⑦ △ 72,466

うち人件費⑦’ △ 266,715

△ 262,618 △ 89,984 △ 85,096

※うち共通分⑩ △ 276,157

※うち共通分⑫ △ 32,791

△ 178,413 △ 63,965 △ 79,616

※うち共通分⑮ △ 190,918

※うち共通分⑰ △ 235,077

△ 194,621 △ 68,972 △ 80,671

△ 80,671

△ 229,318 △ 77,991

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は各事業に直課できない部分です。

（注）

信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導

事業
計

　　　人頭割としています。

２　配賦割合（１の基準で算出した配賦の割合）

区　　分

共通管理費等

営農指導事業

事業総利益③（①－②）

１　共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等

（１）共通管理費等

　　　人給割としています。

（２）営農指導事業

特別利益⑭

特別損失⑯

税引前当期利益⑱（⑬+⑭-⑯）

営農指導事業分配賦額⑲

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益⑳（⑱-⑲）

事業利益⑧（③‐④）

事業外収益⑨

事業外費用⑪

経常利益⑬(⑧+⑨-⑪）

事業収益①

事業費用②

事業管理費④

うち減価償却費⑤

うち人件費⑤’

　　令令和和３３年年度度

区　　分

【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

６６．．部部門門別別損損益益計計算算書書

(単位：千円）

計 信用事業 共済事業
農業関連
事業

生活その他
事業

営農指導
事業

共通管理費等

△ 19,000

※うち共通管理費⑥ △ 740,898

うち減価償却費⑦ △ 78,870

うち人件費⑦’ △ 234,862

△ 310,400 △ 20,754 △ 82,817

※うち共通分⑩ △ 220,893

※うち共通分⑫ △ 45,461

△ 238,727 △ 79,540

※うち共通分⑮ △ 156,659

※うち共通分⑰ △ 159,245

△ 239,987 △ 79,615

△ 79,615

△ 272,940 △ 9,270

※⑥、⑩、⑫、⑮、⑰は各事業に直課できない部分です。

（注）

信用事業 共済事業
農業関連

事業
生活その他

事業
営農指導

事業
計

特別利益⑭

特別損失⑯

税引前当期利益⑱（⑬+⑭-⑯）

営農指導事業分配賦額⑲

営農指導事業分配賦後
税引前当期利益⑳（⑱-⑲）

事業外費用⑪

１　共通管理費等および営農指導事業の他部門への配賦基準等

（１）共通管理費等

　　　人給割としています。

（２）営農指導事業

　　　人頭割としています。

２　配賦割合（１の基準で算出した配賦の割合）

区　　分

共通管理費等

営農指導事業

経常利益⑬(⑧+⑨-⑪）

　　令令和和２２年年度度

区　　分

事業収益①

事業費用②

事業総利益③（①－②）

事業管理費④

うち減価償却費⑤

うち人件費⑤’

事業利益⑧（③‐④）

事業外収益⑨
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【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

７７．．財財務務諸諸表表のの正正確確性性等等ににかかかかるる確確認認

　　（１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されておりま

　　　　す。

令和４年６月

山形農業協同組合

代表理事組合長　岡崎　輝明 　印

≪本確認書は謄本に相違ありません≫

８８．．会会計計監監査査人人のの監監査査

　令和２年度、令和３年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書および注記表は農業協同組合

第３７条の２第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。

　　　　重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

　　（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

　　（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、

１　　私は、当ＪＡの令和３年３月１日から令和４年２月２８日までの事業年度にかかるディスクロー

　　ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合

　　法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

確確認認書書

２　　この確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能して

　　いることを確認しております。

【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

７７．．財財務務諸諸表表のの正正確確性性等等ににかかかかるる確確認認

　　（１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されておりま

　　　　す。

令和４年６月

山形農業協同組合

代表理事組合長　岡崎　輝明 　印

≪本確認書は謄本に相違ありません≫

８８．．会会計計監監査査人人のの監監査査

　令和２年度、令和３年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書および注記表は農業協同組合

第３７条の２第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。

　　　　重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

　　（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

　　（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、

１　　私は、当ＪＡの令和３年３月１日から令和４年２月２８日までの事業年度にかかるディスクロー

　　ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合

　　法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

確確認認書書

２　　この確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能して

　　いることを確認しております。
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【【経経営営資資料料】】  ⅡⅡ損損益益のの状状況況

（単位：千円、口、人、％）

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度

信用事業収益

共済事業収益

農業関連事業収益

その他事業収益

出資配当額

事業利用分量配当額

単体自己資本比率

２２．．利利益益総総括括表表
（単位：千円、％）

令和２年度 令和３年度 増　減

△57,530

        △56,792 △60,826 △4,034

        △61,209 △76,848 △15,639

△3,992

△214,343

        (△1.50)

△36,426

△36,426

△36,426

項　　目

経常収益（事業収益）

貯金等残高

有価証券残高高

剰余金配当金額

信用事業粗利益

　　　　金融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しております。

　　　４．「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年

ⅡⅡ　　損損益益のの状状況況

（注）１．経常収益は各事業収益の合計額を表しています。

　　　２．当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。

　　　３．信託業務の取り扱いは行っていません。

職員数

経常利益

当期剰余金

出資金

（出資口数）

純資産額

総資産額

貸出金残高

１１．．最最近近のの５５事事業業年年度度のの主主要要なな経経営営指指標標

△36,426
（投資信託解約損益を除く）

コア事業純益

コア事業純益

（信用事業粗利益率）

事業粗利益

 （事業粗利益率）

事業純益

実質事業純益

項　　目

資金運用収支

役務取引等収支

その他信用事業収支

【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

７７．．財財務務諸諸表表のの正正確確性性等等ににかかかかるる確確認認

　　（１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されておりま

　　　　す。

令和４年６月

山形農業協同組合

代表理事組合長　岡崎　輝明 　印

≪本確認書は謄本に相違ありません≫

８８．．会会計計監監査査人人のの監監査査

　令和２年度、令和３年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書および注記表は農業協同組合

第３７条の２第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。

　　　　重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

　　（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

　　（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、

１　　私は、当ＪＡの令和３年３月１日から令和４年２月２８日までの事業年度にかかるディスクロー

　　ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合

　　法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

確確認認書書

２　　この確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能して

　　いることを確認しております。

【【経経営営資資料料】】  ⅠⅠ決決算算のの状状況況

７７．．財財務務諸諸表表のの正正確確性性等等ににかかかかるる確確認認

　　（１）業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されておりま

　　　　す。

令和４年６月

山形農業協同組合

代表理事組合長　岡崎　輝明 　印

≪本確認書は謄本に相違ありません≫

８８．．会会計計監監査査人人のの監監査査

　令和２年度、令和３年度の貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書および注記表は農業協同組合

第３７条の２第３項の規定に基づき、みのり監査法人の監査を受けております。

　　　　重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

　　（３）重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

　　（２）業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、

１　　私は、当ＪＡの令和３年３月１日から令和４年２月２８日までの事業年度にかかるディスクロー

　　ジャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合

　　法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

確確認認書書

２　　この確認を行うにあたり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能して

　　いることを確認しております。
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【【経経営営資資料料】】  ⅡⅡ損損益益のの状状況況

（単位：千円、％）

平均残高 利　息 利　回 平均残高 利　息 利　回

うち預金

うち有価証券

うち貸出金

うち貯金・定期積金

うち譲渡性貯金

うち借入金

うち貸付留保金

（単位：千円）

うち預金

うち有価証券

うち貸出金

うち貯金・定期積金

うち譲渡性貯金

うち借入金

３３．．資資金金運運用用収収支支のの内内訳訳

令和２年度 令和３年度

資金運用勘定

項目

資金調達勘定

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価率（資金調達利回＋経費率）

　　　２．資金運用勘定の利息欄の預金には、信連（又は中金）からの事業利用分量配当金、貯蓄増強奨励金、特別

　　　　対策奨励金等奨励金が含まれています。

総資金利ざや

　　　２．受取利息の預金には、信連（又は中金）からの事業利用分量配当金、貯蓄増強奨励金、特別対策奨励金等

　　　　奨励金が含まれています。

４４．．受受取取・・支支払払利利息息のの増増減減額額

項　　　目

受取利息

支払利息

差　　　引

（注）１．増減額は前年度対比です。

令和２年度増減額

                                       △111,528

                                        △70,072

                                         △9,611

                                        △31,846

                                        △29,847

                                           △848

                                            △41

                                       △141,375

令和３年度増減額

                                        △34,390

                                        △23,380

                                        △15,008

                                        △13,636

                                         △2,842

                                            △37

                                        △14,338
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：百万円、％）

増　　減

△3,040

△4,696

△275

（単位：百万円、％）

増　　減

△2,133

うち固定金利定期 △2,134

うち変動金利定期

（（２２））貸貸出出金金等等にに関関すするる指指標標
　　①①　　科科目目別別貸貸出出金金平平均均残残高高

（単位：百万円、％）

増　　減

         △93

（注）（　）内は構成比です。

　　②②　　貸貸出出金金のの金金利利条条件件別別内内訳訳残残高高

（単位：百万円、％）

増　　減

（注）（　）内は構成比です。

令和３年度

固定金利貸出

変動金利貸出

その他

合　　計

当座貸越

割引手形

合　　計

種　　類 令和２年度

種　　類 令和２年度 令和３年度

手形貸付

証書貸付

令和３年度種　　類

流動性貯金

定期性貯金

その他の貯金

（注）１．固定金利定期：預入時に満期日までの利率が確定する定期貯金

　　　２．変動金利定期：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する定期貯金

　　　３．（　）内は構成比です。

種　　類 令和２年度 令和３年度

定期性貯金

１１．．信信用用事事業業
（（１１））貯貯金金にに関関すするる指指標標
　　①①　　科科目目別別貯貯金金平平均均残残高高

　　②②　　定定期期貯貯金金残残高高

ⅢⅢ　　事事業業のの概概況況

令和２年度

計

譲渡性貯金

合　　計

（注）１．流動性貯金＝当座貯金＋普通貯金＋貯蓄貯金＋通知貯金

　　　２．定期性貯金＝定期貯金＋定期積金

　　　３．（　）内は構成比です。

【【経経営営資資料料】】  ⅡⅡ損損益益のの状状況況

（単位：千円、％）

平均残高 利　息 利　回 平均残高 利　息 利　回

うち預金

うち有価証券

うち貸出金

うち貯金・定期積金

うち譲渡性貯金

うち借入金

うち貸付留保金

（単位：千円）

うち預金

うち有価証券

うち貸出金

うち貯金・定期積金

うち譲渡性貯金

うち借入金

３３．．資資金金運運用用収収支支のの内内訳訳

令和２年度 令和３年度

資金運用勘定

項目

資金調達勘定

（注）１．総資金利ざや＝資金運用利回り－資金調達原価率（資金調達利回＋経費率）

　　　２．資金運用勘定の利息欄の預金には、信連（又は中金）からの事業利用分量配当金、貯蓄増強奨励金、特別

　　　　対策奨励金等奨励金が含まれています。

総資金利ざや

　　　２．受取利息の預金には、信連（又は中金）からの事業利用分量配当金、貯蓄増強奨励金、特別対策奨励金等

　　　　奨励金が含まれています。

４４．．受受取取・・支支払払利利息息のの増増減減額額

項　　　目

受取利息

支払利息

差　　　引

（注）１．増減額は前年度対比です。

令和２年度増減額

                                       △111,528

                                        △70,072

                                         △9,611

                                        △31,846

                                        △29,847

                                           △848

                                            △41

                                       △141,375

令和３年度増減額

                                        △34,390

                                        △23,380

                                        △15,008

                                        △13,636

                                         △2,842

                                            △37

                                        △14,338
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

　　③③　　貸貸出出金金のの担担保保別別内内訳訳残残高高

（単位：百万円）

増　　減

△32

△18

△17

△67

△1,667

　　④④　　債債務務保保証証見見返返額額のの担担保保別別内内訳訳残残高高

　　該当する取引はありません。

　　⑤⑤　　貸貸出出金金のの使使途途別別内内訳訳残残高高

（単位：百万円、％）

増　　減

△186

（注）（　）内は構成比です。

　　⑥⑥　　貸貸出出金金のの業業種種別別残残高高

（単位：百万円、％）

増　　減

△268

△5

△1

△4

△16

△7

△651

（注）（　）内は構成比です。

その他

合　　計

合　　計

運輸・通信業

卸売・小売・飲食業

鉱業

建設業

不動産業

電気・ガス・熱供給水道業

農業

林業

水産業

種　　類 令和２年度 令和３年度

地方公共団体

製造業

サービス業

令和３年度

設備資金

信用

合　　計

不動産

その他担保物

令和３年度

農業信用基金協会保証

その他保証

貯金・定期積金等

有価証券

動産

小　　計

小　　計

種　　類 令和２年度

金融・保険業

運転資金

種　　類 令和２年度
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

　　⑦⑦　　主主要要なな農農業業関関係係のの貸貸出出金金残残高高

　　１１））営営農農類類型型別別

（単位：百万円）

増　　減

△2

　　２２））資資金金種種類類別別

　　〔〔貸貸出出金金〕〕

（単位：百万円）

増　　減

△137

△40

△7

△33

△177

　　〔〔受受託託貸貸付付金金〕〕

　　該当する取引はありません。

　　　　該当します。

（注）１．プロパー資金とは、当組合原資の資金を融資しているもののうち、制度資金以外のものをいいます。

　　　２．農業制度資金には、①地方公共団体が直接的または間接的に融資するもの、②地方公共団体が利子

　　　　補給等を行うことでJAが低利で融資するもの、③日本政策金融公庫が直接融資するものがあり、ここ

　　　　では①の転貸資金と②を対象としています。

　　　３．その他制度資金には、農業経営改善促進資金(スーパーＳ資金)や農業経営負担軽減支援資金などが

その他制度資金

合　　計

農業制度資金

農業近代化資金

種　　類 令和２年度 令和３年度

プロパー資金

養豚・肉牛・酪農

その他農業

農業関連団体等

養鶏・養卵

養蚕

耕作

野菜・園芸

果樹・樹園農業

工芸作物

令和３年度

農業

種　　類 令和２年度

（注）１．農業関係の貸出金とは、農業者、農業法人および農業関連団体等に対する農業生産・農業経営に必要

　　　　な資金や、農産物の生産・加工・流通に関係する事業に必要な資金等が該当します。

　　　　　なお、上記⑥の貸出金の業種別残高の「農業」は、農業者や農業法人等に対する貸出金の残高です。

　　　２．「その他農業」には、複合経営で主たる業種が明確に位置づけられない者、農業サービス業、農業所

　　　　得が従となる農業者等が含まれています。

　　　３．「農業関連団体等」には、ＪＡや全農(経済連)とその子会社等が含まれています。

合　　計

【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

　　③③　　貸貸出出金金のの担担保保別別内内訳訳残残高高

（単位：百万円）

増　　減

△32

△18

△17

△67

△1,667

　　④④　　債債務務保保証証見見返返額額のの担担保保別別内内訳訳残残高高

　　該当する取引はありません。

　　⑤⑤　　貸貸出出金金のの使使途途別別内内訳訳残残高高

（単位：百万円、％）

増　　減

△186

（注）（　）内は構成比です。

　　⑥⑥　　貸貸出出金金のの業業種種別別残残高高

（単位：百万円、％）

増　　減

△268

△5

△1

△4

△16

△7

△651

（注）（　）内は構成比です。

その他

合　　計

合　　計

運輸・通信業

卸売・小売・飲食業

鉱業

建設業

不動産業

電気・ガス・熱供給水道業

農業

林業

水産業

種　　類 令和２年度 令和３年度

地方公共団体

製造業

サービス業

令和３年度

設備資金

信用

合　　計

不動産

その他担保物

令和３年度

農業信用基金協会保証

その他保証

貯金・定期積金等

有価証券

動産

小　　計

小　　計

種　　類 令和２年度

金融・保険業

運転資金

種　　類 令和２年度
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

　　⑧⑧　　リリススクク管管理理債債権権のの状状況況

（単位：千円）

増　　減

△150,214

△92,863

（単位：千円）

担保 保証 引当 合計
債権額

保全額

合　　計

債権区分

小　　計

要管理債権

正常債権

破産更生債権および
これらに準ずる債権

危険債権

　　　　延滞債権に該当しないものをいいます。

　　　　滞債権に該当しないものをいいます。

　　　４．貸出条件緩和債権

　　　　　債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債

　　　　権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上

　　　２．延滞債権

　　　　　未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

　　　　て利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。

　　　３．３ヵ月以上延滞債権

　　　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権および延

（注）１．破綻先債権

　　　　　元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又

　　　　は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以

　　　　下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホまで

　　　　に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金）をいいます。

貸出条件緩和債権額

合　　計

延滞債権額

３ヵ月以上延滞債権額

種　　類 令和２年度 令和３年度

破綻先債権額

　　⑨⑨　　金金融融再再生生法法開開示示債債権権区区分分にに基基づづくく保保全全状状況況

　　令令和和２２年年度度
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

担保 保証 引当 合計

　　⑩⑩　　元元本本補補ててんん契契約約ののああるる信信託託にに係係るる貸貸出出金金ののリリススクク管管理理債債権権のの状状況況

　　該当する取引はありません。

　　⑪⑪　　貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高おおよよびび期期中中のの増増減減額額

（単位：千円）

目的使用 その他

（単位：千円）

目的使用 その他

　　⑫⑫　　貸貸出出金金償償却却のの額額

（単位：千円）

令和３年度

貸出金償却額

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合　　計

種　　類 令和２年度

期中減少額
期末残高

債権区分 期首残高 期中増加額
期中減少額

期末残高

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合　　計

期中増加額債権区分 期首残高

　　　　　法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権

　　　　債権

　　　　　３か月以上延滞貸出債権および貸出条件緩和貸出債権

　　　③　要管理債権

　　　④　正常債権

　　　　　上記以外の債権

（注）　上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成１０年法律第１３２号）

　　　第６条に基づき、債務者の財政状態および経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。

　　　ております。

　　　①　破産更生債権およびこれらに準ずる債権

　　　②　危険債権

　　　　なお、当ＪＡは同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載し

　　　　　経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができない可能性の高い

正常債権

合　　計

保全額
債権額債権区分

破産更生債権および
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

小　　計

　　令令和和３３年年度度

　　令令和和２２年年度度

令令和和３３年年度度

【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

　　⑧⑧　　リリススクク管管理理債債権権のの状状況況

（単位：千円）

増　　減

△150,214

△92,863

（単位：千円）

担保 保証 引当 合計
債権額

保全額

合　　計

債権区分

小　　計

要管理債権

正常債権

破産更生債権および
これらに準ずる債権

危険債権

　　　　延滞債権に該当しないものをいいます。

　　　　滞債権に該当しないものをいいます。

　　　４．貸出条件緩和債権

　　　　　債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債

　　　　権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権および３ヵ月以上

　　　２．延滞債権

　　　　　未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

　　　　て利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。

　　　３．３ヵ月以上延滞債権

　　　　　元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権および延

（注）１．破綻先債権

　　　　　元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又

　　　　は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以

　　　　下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令第９６条第１項第３号のイからホまで

　　　　に掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金）をいいます。

貸出条件緩和債権額

合　　計

延滞債権額

３ヵ月以上延滞債権額

種　　類 令和２年度 令和３年度

破綻先債権額

　　⑨⑨　　金金融融再再生生法法開開示示債債権権区区分分にに基基づづくく保保全全状状況況

　　令令和和２２年年度度
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（（３３））内内国国為為替替取取扱扱実実績績
（単位：件、千円）

仕向 被仕向 仕向 被仕向

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

　　①①　　種種類類別別有有価価証証券券平平均均残残高高

（単位：千円）

増　　減

△1,027

短期社債

　　②②　　商商品品有有価価証証券券種種類類別別平平均均残残高高

　　　該当する取引はありません。

令和２年度 令和３年度

（（４４））有有価価証証券券にに関関すするる指指標標

送金・振込
為替

種　　類

合　　計

雑為替

代金取立為替

金融債

種　　類 令和２年度 令和３年度

国債

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載しています。

社債

株式

その他の証券

合　　計

地方債

政府保証債
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

種　　類 １年以下
１年超

３年以下
３年超

５年以下
５年超

７年以下
７年超

１０年以下
１０年超

期間の定め
のないもの

合　計

国債

地方債

政府保証債

金融債

短期社債

社債

株式

その他の証券

合　　計

（単位：千円）

種　　類 １年以下
１年超

３年以下
３年超

５年以下
５年超

７年以下
７年超

１０年以下
１０年超

期間の定め
のないもの

合　計

国債

地方債

政府保証債

金融債

短期社債

社債

株式

その他の証券

合　　計

　　令令和和２２年年度度

　　③③　　有有価価証証券券残残存存期期間間別別残残高高

　　令令和和３３年年度度

【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（（３３））内内国国為為替替取取扱扱実実績績
（単位：件、千円）

仕向 被仕向 仕向 被仕向

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

　　①①　　種種類類別別有有価価証証券券平平均均残残高高

（単位：千円）

増　　減

△1,027

短期社債

　　②②　　商商品品有有価価証証券券種種類類別別平平均均残残高高

　　　該当する取引はありません。

令和２年度 令和３年度

（（４４））有有価価証証券券にに関関すするる指指標標

送金・振込
為替

種　　類

合　　計

雑為替

代金取立為替

金融債

種　　類 令和２年度 令和３年度

国債

（注）貸付有価証券は有価証券の種類ごとに区分して記載しています。

社債

株式

その他の証券

合　　計

地方債

政府保証債
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

貸借対照表
計上額

取得原価また
は償却減価

差　　額
貸借対照表

計上額
取得原価また
は償却減価

差　　額

株式

債券

国債

地方債

短期社債

社債

その他の証券

小　計

株式      △18,796

債券

国債

地方債

短期社債

社債       △3,930

その他の証券      △23,520      △32,400

小　計      △23,520      △55,127

　　③③　　デデリリババテティィブブ取取引引、、金金融融等等デデリリババテティィブブ取取引引、、有有価価証証券券関関連連店店頭頭デデリリババテティィブブ取取引引

　　②②　　金金銭銭のの信信託託のの時時価価情情報報

　　該当する取引はありません。

　　該当する取引はありません。

合　　計

貸借対照表計上
額が取得原価ま
たは償却減価を
超えるもの

貸借対照表計上
額が取得原価ま
たは償却減価を
超えないもの

（（５５））有有価価証証券券等等のの時時価価情情報報等等
　　①①　　有有価価証証券券のの時時価価情情報報

　　〔〔売売買買目目的的有有価価証証券券〕〕

　　該当する取引はありません。

　　〔〔満満期期保保有有目目的的有有価価証証券券〕〕

　　該当する取引はありません。

令和２年度 令和３年度

種　類

　　〔〔そそのの他他目目的的有有価価証証券券〕〕

58



【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

新契約高 保有高 新契約高 保有高

うちこども共済

（単位：千円）

新契約高 保有高 新契約高 保有高

（単位：千円）

新契約高 保有高 新契約高 保有高

　　済は特定重度疾病共済金額を表示しています。

介護共済

生活傷害共済（定期年金型）

特定重度疾病共済

合　　計

（注）金額は、介護共済は介護共済金額、生活障害共済は生活障害共済金額又は生活障害年金年額、特定重度疾病共

生活傷害共済（一時金型）

種　　類
令和２年度 令和３年度

医療共済

（（２２））医医療療系系共共済済のの入入院院共共済済金金額額保保有有高高

種　　類
令和２年度 令和３年度

がん共済

定期医療共済

合　　計

（注）金額は、入院共済金額を表示しています。

（（３３））介介護護共共済済・・生生活活傷傷害害共共済済・・特特定定重重度度疾疾病病共共済済のの共共済済金金額額保保有有高高

合　　計

（注）金額は、保障金額（がん共済はがん死亡共済金額、医療共済および定期医療共済は死亡給付金額（付加された

　　定期特約金額等を含む）、年金共済は付加された定期特約金額）を表示しています。

年金共済

建物更生共済

生
命
総
合
共
済

終身共済

定期生命共済

養老生命共済

医療共済

がん共済

定期医療共済

介護共済

２２．．共共済済事事業業
（（１１））長長期期共共済済新新契契約約高高・・長長期期共共済済保保有有高高

種　　類
令和２年度 令和３年度

【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

貸借対照表
計上額

取得原価また
は償却減価

差　　額
貸借対照表
計上額

取得原価また
は償却減価

差　　額

株式

債券

国債

地方債

短期社債

社債

その他の証券

小　計

株式      △18,796

債券

国債

地方債

短期社債

社債       △3,930

その他の証券      △23,520      △32,400

小　計      △23,520      △55,127

　　③③　　デデリリババテティィブブ取取引引、、金金融融等等デデリリババテティィブブ取取引引、、有有価価証証券券関関連連店店頭頭デデリリババテティィブブ取取引引

　　②②　　金金銭銭のの信信託託のの時時価価情情報報

　　該当する取引はありません。

　　該当する取引はありません。

合　　計

貸借対照表計上
額が取得原価ま
たは償却減価を
超えるもの

貸借対照表計上
額が取得原価ま
たは償却減価を
超えないもの

（（５５））有有価価証証券券等等のの時時価価情情報報等等
　　①①　　有有価価証証券券のの時時価価情情報報

　　〔〔売売買買目目的的有有価価証証券券〕〕

　　該当する取引はありません。

　　〔〔満満期期保保有有目目的的有有価価証証券券〕〕

　　該当する取引はありません。

令和２年度 令和３年度

種　類

　　〔〔そそのの他他目目的的有有価価証証券券〕〕
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

新契約高 保有高 新契約高 保有高

（単位：千円）

金額 掛金 金額 掛金

（単位：千円）

供給高 手数料 供給高 手数料

　　　２．自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。

定額定期生命共済

賠償責任共済

傷害共済

団体定期生命共済

自賠責共済

合　　計

火災共済

自動車共済

種　　類
令和２年度 令和３年度

年金開始後

合　　計

（注）金額は、年金年額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金額）を表示しています。

（（５５））短短期期共共済済新新契契約約高高

（（４４））年年金金共共済済のの年年金金保保有有高高

種　　類
令和２年度 令和３年度

年金開始前

合　　計

３３．．農農業業関関連連事事業業
（（１１））買買取取購購買買品品（（生生産産資資材材））取取扱扱実実績績

種　　類
令和２年度 令和３年度

自動車

出荷資材

その他

肥料

農薬

飼料

温床資材

農機具
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

販売高 手数料 販売高 手数料

（単位：千円）

（単位：千円）

種　　類
令和２年度 令和３年度

収益（利用料等） 収益（利用料等）

（（４４））主主なな利利用用事事業業取取扱扱実実績績

計

出庫料

米穀検査手数料

保管料

（（２２））受受託託販販売売品品取取扱扱実実績績

種　　類
令和２年度

（（３３））保保管管事事業業取取扱扱実実績績

令和２年度 令和３年度

収
益

令和３年度

米

麦・豆・雑穀

野菜

果実

合　　計

ライスセンター

育苗センター

機械利用組合

合　　計

花き・花木

その他農残物

畜産物

費
用

その他の収益

計

倉庫労務費

水道光熱費

米穀検査費用

その他の費用

項目

【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

（単位：千円）

新契約高 保有高 新契約高 保有高

（単位：千円）

金額 掛金 金額 掛金

（単位：千円）

供給高 手数料 供給高 手数料

　　　２．自動車共済、賠償責任共済、自賠責共済は掛金総額です。

（注）１．金額は、保障金額を表示しています。

定額定期生命共済

賠償責任共済

傷害共済

団体定期生命共済

自賠責共済

合　　計

火災共済

自動車共済

種　　類
令和２年度 令和３年度

年金開始後

合　　計

（注）金額は、年金年額（利率変動型年金にあっては、最低保証年金額）を表示しています。

（（５５））短短期期共共済済新新契契約約高高

（（４４））年年金金共共済済のの年年金金保保有有高高

種　　類
令和２年度 令和３年度

年金開始前

合　　計

３３．．農農業業関関連連事事業業
（（１１））買買取取購購買買品品（（生生産産資資材材））取取扱扱実実績績

種　　類
令和２年度 令和３年度

自動車

出荷資材

その他

肥料

農薬

飼料

温床資材

農機具
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【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

４４．．生生活活そそのの他他事事業業
（（１１））買買取取購購買買品品（（生生産産物物資資））取取扱扱実実績績

（単位：千円）

供給高 手数料 供給高 手数料

（単位：千円）

（単位：千円）

教育情報費

収
益

指導補助金

賦課金収入

計

生活文化費

実費収入

５５．．指指導導事事業業

項目 令和２年度 令和３年度

費
用

訪問介護収益

通所介護収益

その他

計

福祉雑費

種　　類 令和２年度 令和３年度

計

支
出

営農改善費

介護労務費

介護消耗備品費

その他

計

収
益

合　　計

衣料品

耐久消費財

（（２２））介介護護事事業業取取扱扱実実績績

種　　類
令和２年度 令和３年度

食品

その他
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　　　　【【経経営営資資料料】】  ⅣⅣ決決算算のの状状況況

（単位：％）

令和２年度 令和３年度 増　　減

△0.02

△0.54

（単位：％）

令和２年度 令和３年度 増　　減

期末

期中平均

期末

期中平均

（注）１．貯貸率（期末）＝貸出金残高／貯金残高×100

      ２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100

      ３．貯証率（期末）＝有価証券残高／貯金残高×100

資本当期純利益率

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100

　　　２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100

　　　３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100

      ４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100

貯貸率

貯証率

　　　４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100

２２．．貯貯貸貸率率・・貯貯証証率率

区　　分

ⅣⅣ　　経経営営諸諸指指標標

項　　目

総資産経常利益率

資本経常利益率

総資産当期純利益率

１１．．利利益益率率

【【経経営営資資料料】】  ⅢⅢ事事業業のの概概況況

４４．．生生活活そそのの他他事事業業
（（１１））買買取取購購買買品品（（生生産産物物資資））取取扱扱実実績績

（単位：千円）

供給高 手数料 供給高 手数料

（単位：千円）

（単位：千円）

教育情報費

収
益

指導補助金

賦課金収入

計

生活文化費

実費収入

５５．．指指導導事事業業

項目 令和２年度 令和３年度

費
用

訪問介護収益

通所介護収益

その他

計

福祉雑費

種　　類 令和２年度 令和３年度

計

支
出

営農改善費

介護労務費

介護消耗備品費

その他

計

収
益

合　　計

衣料品

耐久消費財

（（２２））介介護護事事業業取取扱扱実実績績

種　　類
令和２年度 令和３年度

食品

その他

　　　　【【経経営営資資料料】】  ⅣⅣ決決算算のの状状況況

（単位：％）

令和２年度 令和３年度 増　　減

△0.02

△0.54

（単位：％）

令和２年度 令和３年度 増　　減

期末

期中平均

期末

期中平均

（注）１．貯貸率（期末）＝貸出金残高／貯金残高×100

      ２．貯貸率（期中平均）＝貸出金平均残高／貯金平均残高×100

      ３．貯証率（期末）＝有価証券残高／貯金残高×100

資本当期純利益率

（注）１．総資産経常利益率＝経常利益／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100

　　　２．資本経常利益率＝経常利益／純資産勘定平均残高×100

　　　３．総資産当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／総資産（債務保証見返を除く）平均残高×100

      ４．貯証率（期中平均）＝有価証券平均残高／貯金平均残高×100

貯貸率

貯証率

　　　４．資本当期純利益率＝当期剰余金（税引後）／純資産勘定平均残高×100

２２．．貯貯貸貸率率・・貯貯証証率率

区　　分

ⅣⅣ　　経経営営諸諸指指標標

項　　目

総資産経常利益率

資本経常利益率

総資産当期純利益率

１１．．利利益益率率
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【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

ⅤⅤ　　自自己己資資本本充充実実のの状状況況
１１．．自自己己資資本本のの構構成成にに関関すするる事事項項

（単位：千円、％）

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

3,960,864 3,911,448 

- - 

4,998,850 5,194,411 

- - 

△87,018 △83,757 

34,253 15,637 

34,253 15,637 

- - 

- - 

- - 

253,901 189,041 

9,160,850 9,226,780 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

50,783 53,647 

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

コア資本に係る基礎項目

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 9,022,102 8,872,696 

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、出資金及び資本準備金の額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
45パーセントに相当する額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

コア資本に係る調整項目

無形固定資産（ モーゲージ・サービシング・ライツ
に係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 - 

- - - 

- 

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

- - 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 - 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

ⅤⅤ　　自自己己資資本本充充実実のの状状況況
１１．．自自己己資資本本のの構構成成にに関関すするる事事項項

（単位：千円、％）

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

3,960,864 3,911,448 

- - 

4,998,850 5,194,411 

- - 

△87,018 △83,757 

34,253 15,637 

34,253 15,637 

- - 

- - 

- - 

253,901 189,041 

9,160,850 9,226,780 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

50,783 53,647 

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

コア資本に係る基礎項目

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 9,022,102 8,872,696 

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、出資金及び資本準備金の額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
45パーセントに相当する額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

コア資本に係る調整項目

無形固定資産（ モーゲージ・サービシング・ライツ
に係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 - 

- - - 

- 

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

- - 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 - 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）
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経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

76,386,429 78,017,899 

76,386,429 78,017,899 

1,410,563 1,400,307 

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係
る経過措置を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を用い
ずに算出したリスク・アセットの額を控除した額（ △）

- - 

うち、上記以外に該当するものの額 1,410,563 1,400,307 

- - 

- - 

- - 

6,025,570 6,017,632 

- - 

- - 

82,411,999 84,035,531 

11.05% 10.91% 

資産（オン・バランス）項目

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）

　　　３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２

　　　２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用について

　　　　は信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

オフ・バランス項目

ＣＶＡリスク相当額を８パーセントで除して得た額

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８ パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

　　　　を採用しています。

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

　　　　号）に基づき算出算出しています。

9,110,067 

リスク・アセット等

信用リスク・アセットの額の合計額

9,173,133 
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ⅤⅤ　　自自己己資資本本充充実実のの状状況況
１１．．自自己己資資本本のの構構成成にに関関すするる事事項項

（単位：千円、％）

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

3,960,864 3,911,448 

- - 

4,998,850 5,194,411 

- - 

△87,018 △83,757 

34,253 15,637 

34,253 15,637 

- - 

- - 

- - 

253,901 189,041 

9,160,850 9,226,780 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

50,783 53,647 

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

コア資本に係る基礎項目

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 9,022,102 8,872,696 

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、出資金及び資本準備金の額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
45パーセントに相当する額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

コア資本に係る調整項目

無形固定資産（ モーゲージ・サービシング・ライツ
に係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 - 

- - - 

- 

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

- - 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 - 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）
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経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

76,386,429 78,017,899 

76,386,429 78,017,899 

1,410,563 1,400,307 

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係
る経過措置を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を用い
ずに算出したリスク・アセットの額を控除した額（ △）

- - 

うち、上記以外に該当するものの額 1,410,563 1,400,307 

- - 

- - 

- - 

6,025,570 6,017,632 

- - 

- - 

82,411,999 84,035,531 

11.05% 10.91% 

資産（オン・バランス）項目

自己資本

自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）

　　　３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２

　　　２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用について

　　　　は信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

オフ・バランス項目

ＣＶＡリスク相当額を８パーセントで除して得た額

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８ パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

　　　　を採用しています。

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

自己資本比率

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

　　　　号）に基づき算出算出しています。

9,110,067 

リスク・アセット等

信用リスク・アセットの額の合計額

9,173,133 

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

ⅤⅤ　　自自己己資資本本充充実実のの状状況況
１１．．自自己己資資本本のの構構成成にに関関すするる事事項項

（単位：千円、％）

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

3,960,864 3,911,448 

- - 

4,998,850 5,194,411 

- - 

△87,018 △83,757 

34,253 15,637 

34,253 15,637 

- - 

- - 

- - 

253,901 189,041 

9,160,850 9,226,780 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

50,783 - 53,647 - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

50,783 53,647 

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

コア資本に係る基礎項目

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 9,022,102 8,872,696 

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

うち、出資金及び資本準備金の額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の
45パーセントに相当する額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

コア資本に係る調整項目

無形固定資産（ モーゲージ・サービシング・ライツ
に係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額

前払年金費用の額

自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 - 

- - - 

- 

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

- - 

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 - 

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に
該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る
無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）
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【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

２２．．自自己己資資本本のの充充実実度度にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススククにに対対すするる所所要要自自己己資資本本のの額額おおよよびび区区分分ごごととのの内内訳訳

（単位：千円、％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの
以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連
合会の対象資本調達手段に係るエクス
ポージャー）

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達
手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化（ＳＴＣ要件適用分）

証券化（非ＳＴＣ要件適用分）

国際決済銀行等向け

令和２年度 令和３年度

信用リスク・アセット

我が国の政府関係機関向け

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保
証付

証券化

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

再証券化

上記以外

取立未済手形

共済約款貸付

出資等

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

２２．．自自己己資資本本のの充充実実度度にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススククにに対対すするる所所要要自自己己資資本本のの額額おおよよびび区区分分ごごととのの内内訳訳

（単位：千円、％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの
以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連
合会の対象資本調達手段に係るエクス
ポージャー）

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達
手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化（ＳＴＣ要件適用分）

証券化（非ＳＴＣ要件適用分）

国際決済銀行等向け

令和２年度 令和３年度

信用リスク・アセット

我が国の政府関係機関向け

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保
証付

証券化

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

再証券化

上記以外

取立未済手形

共済約款貸付

出資等
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（うちルックスルー方式）

（うちマンデート方式）

（うち蓋然性方式250％）

（うち蓋然性方式400％）

（うちフォールバック方式）

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

（粗利益（正の値の場合に限る）×１５%）の直近３年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
　　÷　８％

標準的手法を適用するエクスポージャー別計

ＣＶＡリスク相当額÷８％

中央清算機関関連エクスポージャー

オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額　ａ

　　　３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポ

　　　　ージャーの種類ごとに記載しています。

経過措置によりリスク・アセットの額に算入
されるものの額

他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエ
クスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額に算入されなかったものの
額（△）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
エクスポージャー

合計（信用リスク・アセットの額）

所要自己資本額計
リスク・アセット等（分母）計　ａ リスク・アセット等（分母）計　ａ

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額
＜基礎的手法＞

オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額　ａ

　　　８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。

　　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　　　　務者に係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等

　　　　向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

　　　　ジャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャ

　　　６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措

　　　５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二

　　　２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、

　　　　具体的には貸出金や有価証券等が該当します。

　　　　置によるリスク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとし

　　　　てリスク・アセットの額に算入したものが該当します。

　　　７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク

　　　　削減手法として用いる保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

　　　　ーのことです。

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

２２．．自自己己資資本本のの充充実実度度にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススククにに対対すするる所所要要自自己己資資本本のの額額おおよよびび区区分分ごごととのの内内訳訳

（単位：千円、％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの
以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連
合会の対象資本調達手段に係るエクス
ポージャー）

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達
手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化（ＳＴＣ要件適用分）

証券化（非ＳＴＣ要件適用分）

国際決済銀行等向け

令和２年度 令和３年度

信用リスク・アセット

我が国の政府関係機関向け

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保
証付

証券化

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

再証券化

上記以外

取立未済手形

共済約款貸付

出資等
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（うちルックスルー方式）

（うちマンデート方式）

（うち蓋然性方式250％）

（うち蓋然性方式400％）

（うちフォールバック方式）

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

（粗利益（正の値の場合に限る）×１５%）の直近３年間の合計額

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数
　　÷　８％

標準的手法を適用するエクスポージャー別計

ＣＶＡリスク相当額÷８％

中央清算機関関連エクスポージャー

オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額　ａ

　　　３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポ

　　　　ージャーの種類ごとに記載しています。

経過措置によりリスク・アセットの額に算入
されるものの額

他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエ
クスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額に算入されなかったものの
額（△）

リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
エクスポージャー

合計（信用リスク・アセットの額）

所要自己資本額計
リスク・アセット等（分母）計　ａ リスク・アセット等（分母）計　ａ

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額
＜基礎的手法＞

オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額　ａ

　　　８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。

　　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　　　　務者に係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等

　　　　向け」等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

　　　　ジャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポージャ

　　　６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措

　　　５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二

　　　２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、

　　　　具体的には貸出金や有価証券等が該当します。

　　　　置によるリスク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとし

　　　　てリスク・アセットの額に算入したものが該当します。

　　　７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク

　　　　削減手法として用いる保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

　　　　ーのことです。

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

２２．．自自己己資資本本のの充充実実度度にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススククにに対対すするる所所要要自自己己資資本本のの額額おおよよびび区区分分ごごととのの内内訳訳

（単位：千円、％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの
以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連
合会の対象資本調達手段に係るエクス
ポージャー）

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達
手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化（ＳＴＣ要件適用分）

証券化（非ＳＴＣ要件適用分）

国際決済銀行等向け

令和２年度 令和３年度

信用リスク・アセット

我が国の政府関係機関向け

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

信用保証協会等保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保
証付

証券化

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

再証券化

上記以外

取立未済手形

共済約款貸付

出資等
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エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向け
エクスポージャー

日本貿易保険

法人等向け
エクスポージャー（長期）

法人等向け
エクスポージャー（短期）

３３．．信信用用リリススククにに関関すするる事事項項
（（１１））標標準準的的手手法法にに関関すするる事事項項

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付け

適格格付機関

　　のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により

算出しています。

　また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付

等は次のとおりです。

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ
ＪＣＲ，Ｆｉｔｃｈ，Ｓ＆Ｐ

　　スコアは、主に以下のとおりです。

　　（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するた

　　　　めの掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向け
エクスポージャー

日本貿易保険

法人等向け
エクスポージャー（長期）

法人等向け
エクスポージャー（短期）

３３．．信信用用リリススククにに関関すするる事事項項
（（１１））標標準準的的手手法法にに関関すするる事事項項

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付け

適格格付機関

　　のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により

算出しています。

　また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付

等は次のとおりです。

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ
ＪＣＲ，Ｆｉｔｃｈ，Ｓ＆Ｐ

　　スコアは、主に以下のとおりです。

　　（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するた

　　　　めの掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）
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【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

うち貸出金等 うち債券
うち店頭デリ
バティブ

うち貸出金等 うち債券
うち店頭デリ
バティブ

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱
供給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

法
人

その他

業種別残高計

（（２２））信信用用リリススククにに関関すするるエエククススポポーージジャャーー（（地地域域別別、、業業種種別別、、残残存存期期間間別別））おおよよびび
　　　　　　三三月月以以上上延延滞滞エエククススポポーージジャャーーのの期期末末残残高高

令和２年度 令和３年度

三月以上
延滞エクス
ポージャー

３年超５年以下

三月以上
延滞エクス
ポージャー

信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

国内

国外

地域別残高計

個人

１年以下

１年超３年以下

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。

５年超７年以下

７年超１０年以下

１０年超

期限の定めの
ないもの

残存期間別残高計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当する

　　　　ものを除く）並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポ

　　　　ージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間および融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機

　　　　関が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

　　　４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポ

　　　　ージャーをいいます。

　　　５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向け
エクスポージャー

日本貿易保険

法人等向け
エクスポージャー（長期）

法人等向け
エクスポージャー（短期）

３３．．信信用用リリススククにに関関すするる事事項項
（（１１））標標準準的的手手法法にに関関すするる事事項項

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付け

適格格付機関

　　のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により

算出しています。

　また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付

等は次のとおりです。

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ
ＪＣＲ，Ｆｉｔｃｈ，Ｓ＆Ｐ

　　スコアは、主に以下のとおりです。

　　（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するた

　　　　めの掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

うち貸出金等 うち債券
うち店頭デリ
バティブ

うち貸出金等 うち債券
うち店頭デリ
バティブ

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱
供給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

法
人

その他

業種別残高計

（（２２））信信用用リリススククにに関関すするるエエククススポポーージジャャーー（（地地域域別別、、業業種種別別、、残残存存期期間間別別））おおよよびび
　　　　　　三三月月以以上上延延滞滞エエククススポポーージジャャーーのの期期末末残残高高

令和２年度 令和３年度

三月以上
延滞エクス
ポージャー

３年超５年以下

三月以上
延滞エクス
ポージャー

信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

信用リスクに関
するエクスポー
ジャーの残高

国内

国外

地域別残高計

個人

１年以下

１年超３年以下

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。

５年超７年以下

７年超１０年以下

１０年超

期限の定めの
ないもの

残存期間別残高計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャーに該当する

　　　　ものを除く）並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシート・エクスポ

　　　　ージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間および融資枠の範囲でお客様のご請求に基づき、金融機

　　　　関が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融資可能残額も含めています。

　　　４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞しているエクスポ

　　　　ージャーをいいます。

　　　５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向け
エクスポージャー

日本貿易保険

法人等向け
エクスポージャー（長期）

法人等向け
エクスポージャー（短期）

３３．．信信用用リリススククにに関関すするる事事項項
（（１１））標標準準的的手手法法にに関関すするる事事項項

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付け

適格格付機関

　　のみ使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により

算出しています。

　また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付

等は次のとおりです。

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ
ＪＣＲ，Ｆｉｔｃｈ，Ｓ＆Ｐ

　　スコアは、主に以下のとおりです。

　　（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するた

　　　　めの掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）
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【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱
供給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

業種別計

個人

令和３年度

貸出金
償却

貸出金
償却

国内

国外

法
人

期中
増加額

期中減少額

期末残高

地域別計

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

令和２年度

期首残高

令和２年度

（（４４））業業種種別別のの個個別別貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高・・期期中中増増減減額額おおよよびび貸貸出出金金償償却却のの額額

区分

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高

（（３３））貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高おおよよびび期期中中のの増増加加額額

令和３年度

期首残高 期末残高 期首残高 期末残高
期中

増加額

期中減少額
期中

増加額

期中減少額区分

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱
供給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

業種別計

個人

令和３年度

貸出金
償却

貸出金
償却

国内

国外

法
人

期中
増加額

期中減少額

期末残高

地域別計

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

令和２年度

期首残高

令和２年度

（（４４））業業種種別別のの個個別別貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高・・期期中中増増減減額額おおよよびび貸貸出出金金償償却却のの額額

区分

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高

（（３３））貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高おおよよびび期期中中のの増増加加額額

令和３年度

期首残高 期末残高 期首残高 期末残高
期中

増加額

期中減少額
期中

増加額

期中減少額区分
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【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

リスク・ウェイト 0%

リスク・ウェイト 2%

リスク・ウェイト 4%

リスク・ウェイト 10%

リスク・ウェイト 20%

リスク・ウェイト 35%

リスク・ウェイト 50%

リスク・ウェイト 75%

リスク・ウェイト 100%

リスク・ウェイト 150%

リスク・ウェイト 250%

その他

　 　計の対象としています。

　　　２．｢格付あり｣にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、｢格付なし｣

　　　　はエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。

　　　　　なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。

リスク・ウェイト 1250%

計

格付
あり

格付
なし

計

（（５５））信信用用リリススクク削削減減効効果果勘勘案案後後のの残残高高おおよよびびリリススクク・・ウウェェイイトト１１２２５５００％％をを適適用用すするる残残高高

区分

令和２年度 令和３年度

格付
あり

格付
なし

計

　　　３．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・

　　　　ウェイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集

　　　４．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デ

　　　　リバティブの免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％を適

　　　　用したエクスポージャーがあります。

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトの

　　　　みなし計算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）

　　　　並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱
供給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

業種別計

個人

令和３年度

貸出金
償却

貸出金
償却

国内

国外

法
人

期中
増加額

期中減少額

期末残高

地域別計

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

令和２年度

期首残高

令和２年度

（（４４））業業種種別別のの個個別別貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高・・期期中中増増減減額額おおよよびび貸貸出出金金償償却却のの額額

区分

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高

（（３３））貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高おおよよびび期期中中のの増増加加額額

令和３年度

期首残高 期末残高 期首残高 期末残高
期中

増加額

期中減少額
期中

増加額

期中減少額区分

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

リスク・ウェイト 0%

リスク・ウェイト 2%

リスク・ウェイト 4%

リスク・ウェイト 10%

リスク・ウェイト 20%

リスク・ウェイト 35%

リスク・ウェイト 50%

リスク・ウェイト 75%

リスク・ウェイト 100%

リスク・ウェイト 150%

リスク・ウェイト 250%

その他

　 　計の対象としています。

　　　２．｢格付あり｣にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、｢格付なし｣

　　　　はエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。

　　　　　なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。

リスク・ウェイト 1250%

計

格付
あり

格付
なし

計

（（５５））信信用用リリススクク削削減減効効果果勘勘案案後後のの残残高高おおよよびびリリススクク・・ウウェェイイトト１１２２５５００％％をを適適用用すするる残残高高

区分

令和２年度 令和３年度

格付
あり

格付
なし

計

　　　３．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリスク・

　　　　ウェイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものについても集

　　　４．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デ

　　　　リバティブの免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％を適

　　　　用したエクスポージャーがあります。

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイトの

　　　　みなし計算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを除く）

　　　　並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱
供給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

業種別計

個人

令和３年度

貸出金
償却

貸出金
償却

国内

国外

法
人

期中
増加額

期中減少額

期末残高

地域別計

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

令和２年度

期首残高

令和２年度

（（４４））業業種種別別のの個個別別貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高・・期期中中増増減減額額おおよよびび貸貸出出金金償償却却のの額額

区分

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高

（（３３））貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高おおよよびび期期中中のの増増加加額額

令和３年度

期首残高 期末残高 期首残高 期末残高
期中

増加額

期中減少額
期中

増加額

期中減少額区分
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【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクス

ポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・

ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減す

る方法です。

　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。

　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用して

います。

　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相

手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金

融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、我が国の地方

公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、

および金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証

人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイ

トに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

　ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付がＡ－またはＡ３

以上で、算定基準日に長期格付がＢＢＢ－またはＢａａ３以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、

エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代え

て、保証人のリスク･ウェイトを適用しています。

　貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する

事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、

②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することがで

きること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相

殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組

合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

　担保に関する評価および管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認および評価の見直しを行ってい

ます。

　なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

４４．．信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクス

ポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・

ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減す

る方法です。

　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。

　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用して

います。

　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相

手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金

融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、我が国の地方

公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、

および金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証

人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイ

トに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

　ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付がＡ－またはＡ３

以上で、算定基準日に長期格付がＢＢＢ－またはＢａａ３以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、

エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代え

て、保証人のリスク･ウェイトを適用しています。

　貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する

事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、

②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することがで

きること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相

殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組

合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

　担保に関する評価および管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認および評価の見直しを行ってい

ます。

　なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

４４．．信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要
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【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（（２２））信信用用リリススクク削削減減手手法法がが適適用用さされれたたエエククススポポーージジャャーーのの額額
（単位：千円）

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関向け及び
第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権住宅ローン

不動産取得等事業向け

三カ月以上延滞等

証券化

中央清算機関関連

上記以外

合　　　計

　　　　に基づく一定金額を受領する取引をいいます。

５５．．派派生生商商品品取取引引おおよよびび長長期期決決済済期期間間取取引引のの取取引引相相手手ののリリススククにに関関すするる事事項項

６６．．証証券券化化エエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
　　該当する取引はありません。

　　　　結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約

　　該当する取引はありません。

令和２年度 令和３年度

　　　　い者（プロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を

　　　　外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含ま

　　　　れます。

　　　３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上の

　　　　エクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポ

　　　　ージャーのことです。

　　　４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等

　　　５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避した

　　　　ものとしては貸出金や有価証券等が該当します。

　　　２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に

区　　　分

　　　　係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等にお

　　　　いてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主な

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクス

ポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・

ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減す

る方法です。

　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。

　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用して

います。

　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相

手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金

融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、我が国の地方

公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、

および金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証

人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイ

トに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

　ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付がＡ－またはＡ３

以上で、算定基準日に長期格付がＢＢＢ－またはＢａａ３以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、

エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代え

て、保証人のリスク･ウェイトを適用しています。

　貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する

事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、

②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することがで

きること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相

殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組

合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

　担保に関する評価および管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認および評価の見直しを行ってい

ます。

　なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

４４．．信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（（２２））信信用用リリススクク削削減減手手法法がが適適用用さされれたたエエククススポポーージジャャーーのの額額
（単位：千円）

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関向け及び
第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権住宅ローン

不動産取得等事業向け

三カ月以上延滞等

証券化

中央清算機関関連

上記以外

合　　　計

　　　　に基づく一定金額を受領する取引をいいます。

５５．．派派生生商商品品取取引引おおよよびび長長期期決決済済期期間間取取引引のの取取引引相相手手ののリリススククにに関関すするる事事項項

６６．．証証券券化化エエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
　　該当する取引はありません。

　　　　結び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約

　　該当する取引はありません。

令和２年度 令和３年度

　　　　い者（プロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を

　　　　外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含ま

　　　　れます。

　　　３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上の

　　　　エクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポ

　　　　ージャーのことです。

　　　４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等

　　　５．「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避した

　　　　ものとしては貸出金や有価証券等が該当します。

　　　２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に

区　　　分

　　　　係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等にお

　　　　いてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主な
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　「信用リスク削減手法」とは、自己資本比率算出における信用リスク・アセット額の算出において、エクス

ポージャーに対して一定の要件を満たす担保や保証等が設定されている場合に、エクスポージャーのリスク・

ウェイトに代えて、担保や保証人に対するリスク・ウエイトを適用するなど信用リスク・アセット額を軽減す

る方法です。

　当ＪＡでは、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」にて定めています。

　信用リスク削減手法として、「適格金融資産担保」、「保証」、「貸出金と自組合貯金の相殺」を適用して

います。

　適格金融資産担保付取引とは、エクスポージャーの信用リスクの全部または一部が、取引相手または取引相

手のために第三者が提供する適格金融資産担保によって削減されている取引をいいます。当ＪＡでは、適格金

融資産担保取引について信用リスク削減手法の簡便手法を用いています。

　保証については、被保証債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用される中央政府等、我が国の地方

公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門、国際開発銀行、

および金融機関または第一種金融商品取引業者、これら以外の主体で長期格付を付与しているものを適格保証

人とし、エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイ

トに代えて、保証人のリスク・ウェイトを適用しています。

　ただし、証券化エクスポージャーについては、これら以外の主体で保証提供時に長期格付がＡ－またはＡ３

以上で、算定基準日に長期格付がＢＢＢ－またはＢａａ３以上の格付を付与しているものを適格保証人とし、

エクスポージャーのうち適格保証人に保証された被保証部分について、被保証債権のリスク・ウェイトに代え

て、保証人のリスク･ウェイトを適用しています。

　貸出金と自組合貯金の相殺については、①取引相手の債務超過、破産手続開始の決定その他これらに類する

事由にかかわらず、貸出金と自組合貯金の相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること、

②同一の取引相手との間で相殺契約下にある貸出金と自組合貯金をいずれの時点においても特定することがで

きること、③自組合貯金が継続されないリスクが監視および管理されていること、④貸出金と自組合貯金の相

殺後の額が、監視および管理されていること、の条件をすべて満たす場合に、相殺契約下にある貸出金と自組

合貯金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額としています。

　担保に関する評価および管理方針は、一定のルールのもと定期的に担保確認および評価の見直しを行ってい

ます。

　なお、主要な担保の種類は自組合貯金です。

４４．．信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするる事事項項
（（１１））信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要
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７７．．出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
（（１１））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上場

非上場

合　　　計

　　　　　　（（子子会会社社・・関関連連会会社社株株式式のの評評価価損損益益等等））

スク量の測定を行い経営層に報告しています。

等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載する

　　　　　　（（保保有有目目的的区区分分ををそそのの他他有有価価証証券券ととししてていいるる株株式式・・出出資資のの評評価価損損益益等等））

　　該当する取引はありません。

（（３３））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの売売却却おおよよびび償償却却にに伴伴うう損損益益
　　該当する取引はありません。

　③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通

じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。

　なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社および関連会社

については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券については

時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、その他有価証券評価差額金」として純資産の部

に計上しています。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資

（（４４））貸貸借借対対照照表表でで認認識識さされれ、、損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

　　該当する取引はありません。

（（５５））貸貸借借対対照照表表及及びび損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

こととしています。

区　　　分

（（２２））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの貸貸借借対対照照表表計計上上額額おおよよびび時時価価

令和２年度 令和３年度

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定および外部出資勘

定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社および関連会社

株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理しています。

　①子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的

運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、毎

月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。　

　②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握およ

びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析およびポートフォ

リオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定

期的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針

およびＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。

　運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリ
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７７．．出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
（（１１））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上場

非上場

合　　　計

　　　　　　（（子子会会社社・・関関連連会会社社株株式式のの評評価価損損益益等等））

スク量の測定を行い経営層に報告しています。

等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載する

　　　　　　（（保保有有目目的的区区分分ををそそのの他他有有価価証証券券ととししてていいるる株株式式・・出出資資のの評評価価損損益益等等））

　　該当する取引はありません。

（（３３））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの売売却却おおよよびび償償却却にに伴伴うう損損益益
　　該当する取引はありません。

　③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通

じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。

　なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社および関連会社

については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券については

時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、その他有価証券評価差額金」として純資産の部

に計上しています。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資

（（４４））貸貸借借対対照照表表でで認認識識さされれ、、損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

　　該当する取引はありません。

（（５５））貸貸借借対対照照表表及及びび損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

こととしています。

区　　　分

（（２２））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの貸貸借借対対照照表表計計上上額額おおよよびび時時価価

令和２年度 令和３年度

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定および外部出資勘

定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社および関連会社

株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理しています。

　①子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的

運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、毎

月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。　

　②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握およ

びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析およびポートフォ

リオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定

期的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針

およびＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。

　運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリ

74



【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

８８．．リリススクク・・ウウェェイイトトののみみななしし計計算算がが適適用用さされれるるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項

令和３年度

９９．．金金利利リリススククにに関関すするる事事項項
（（１１））金金利利リリススククのの算算定定方方法法のの概概要要

蓋然式方式（４００％）を適用するエクスポージャー

フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー

　日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカ

　ーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフ

　ト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）

・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）およびその前提

令和２年度

◇リスク管理の方針および手続の概要

・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

　当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク情報の

管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努

めています。具体的な金利リスク管理方針および手続については以下のとおりです。

◇金利リスクの算定手法の概要

　　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。

　　流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は１．２５年です。

・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

　　流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は５年です。

を適用しております。

　　当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ＥＶＥ）については、金利感応ポジションにかかる基準

・複数の通貨の集計方法およびその前提

　　通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。

　　流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

・金利リスク計測の頻度

　　毎月末を基準日として、月次でＩＲＲＢＢを計測しています。

・ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明

　　該当ありません。

　　当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リスクと

　一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク（ＩＲＲＢＢ）については、個別の管

　理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明

　　当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対するＩＲＲＢＢの比率の管理や収支シミュレーション

　の分析などを行いリスク削減に努めています。

　金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在する

中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー

マンデート方式を適用するエクスポージャー

蓋然式方式（２５０％）を適用するエクスポージャー

（単位：千円）

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

７７．．出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
（（１１））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上場

非上場

合　　　計

　　　　　　（（子子会会社社・・関関連連会会社社株株式式のの評評価価損損益益等等））

スク量の測定を行い経営層に報告しています。

等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載する

　　　　　　（（保保有有目目的的区区分分ををそそのの他他有有価価証証券券ととししてていいるる株株式式・・出出資資のの評評価価損損益益等等））

　　該当する取引はありません。

（（３３））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの売売却却おおよよびび償償却却にに伴伴うう損損益益
　　該当する取引はありません。

　③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通

じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。

　なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社および関連会社

については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券については

時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、その他有価証券評価差額金」として純資産の部

に計上しています。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資

（（４４））貸貸借借対対照照表表でで認認識識さされれ、、損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

　　該当する取引はありません。

（（５５））貸貸借借対対照照表表及及びび損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

こととしています。

区　　　分

（（２２））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの貸貸借借対対照照表表計計上上額額おおよよびび時時価価

令和２年度 令和３年度

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定および外部出資勘

定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社および関連会社

株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理しています。

　①子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的

運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、毎

月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。　

　②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握およ

びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析およびポートフォ

リオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定

期的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針

およびＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。

　運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリ

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

８８．．リリススクク・・ウウェェイイトトののみみななしし計計算算がが適適用用さされれるるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項

令和３年度

９９．．金金利利リリススククにに関関すするる事事項項
（（１１））金金利利リリススククのの算算定定方方法法のの概概要要

蓋然式方式（４００％）を適用するエクスポージャー

フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー

　日時点のイールドカーブに基づき計算されたネット現在価値と、標準的な金利ショックを与えたイールドカ

　ーブに基づき計算されたネット現在価値の差により算出しており、金利ショックの幅は、上方パラレルシフ

　ト、下方パラレルシフト、スティープ化の３シナリオによる金利ショック（通貨ごとに異なるショック幅）

・流動性貯金への満期の割り当て方法（コア貯金モデル等）およびその前提

令和２年度

◇リスク管理の方針および手続の概要

・リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範囲に関する説明

　当ＪＡでは、金利リスク量を計算する際の基本的な事項を「金利リスク量計算要領」に、またリスク情報の

管理・報告にかかる事項を「余裕金運用等にかかるリスク管理手続」に定め、適切なリスクコントロールに努

めています。具体的な金利リスク管理方針および手続については以下のとおりです。

◇金利リスクの算定手法の概要

　　固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約について考慮していません。

　　流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期は１．２５年です。

・流動性貯金に割り当てられた最長の金利改定満期

　　流動性に割り当てられた最長の金利改定満期は５年です。

　を適用しております。

　　当ＪＡでは、経済価値ベースの金利リスク量（⊿ＥＶＥ）については、金利感応ポジションにかかる基準

・複数の通貨の集計方法およびその前提

　　通貨別に算出した金利リスクの正値を合算しています。通貨間の相関等は考慮していません。

　　流動性貯金への満期の割り当て方法については、金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

・固定金利貸出の期限前返済や定期貯金の早期解約に関する前提

・流動性貯金に割り当てられた金利改定の平均満期

・金利リスク計測の頻度

　　毎月末を基準日として、月次でＩＲＲＢＢを計測しています。

・ヘッジ等金利リスクの削減手法に関する説明

　　該当ありません。

　　当ＪＡでは、金利リスクを重要なリスクの一つとして認識し、適切な管理体制のもとで他の市場リスクと

　一体的に管理をしています。金利リスクのうち銀行勘定の金利リスク（ＩＲＲＢＢ）については、個別の管

　理指標の設定やモニタリング体制の整備などにより厳正な管理に努めています。

・リスク管理およびリスクの削減の方針に関する説明

　　当ＪＡは、リスク管理委員会のもと、自己資本に対するＩＲＲＢＢの比率の管理や収支シミュレーション

　の分析などを行いリスク削減に努めています。

　金利リスクとは、金利変動に伴い損失を被るリスクで、資産と負債の金利又は期間のミスマッチが存在する

中で金利が変動することにより、利益が減少ないし損失を被るリスクをいいます。

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー

マンデート方式を適用するエクスポージャー

蓋然式方式（２５０％）を適用するエクスポージャー

（単位：千円）

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

７７．．出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
（（１１））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上場

非上場

合　　　計

　　　　　　（（子子会会社社・・関関連連会会社社株株式式のの評評価価損損益益等等））

スク量の測定を行い経営層に報告しています。

等損失引当金を設定しています。また、評価等重要な会計方針の変更等があれば、注記表にその旨記載する

　　　　　　（（保保有有目目的的区区分分ををそそのの他他有有価価証証券券ととししてていいるる株株式式・・出出資資のの評評価価損損益益等等））

　　該当する取引はありません。

（（３３））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの売売却却おおよよびび償償却却にに伴伴うう損損益益
　　該当する取引はありません。

　③系統出資については、会員としての総会等への参画を通じた経営概況の監督に加え、日常的な協議を通

じた連合会等の財務健全化を求めており、系統外出資についても同様の対応を行っています。

　なお、これらの出資その他これに類するエクスポージャーの評価等については、①子会社および関連会社

については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて子会社等損失引当金を、②その他有価証券については

時価評価を行った上で、取得原価との評価差額については、その他有価証券評価差額金」として純資産の部

に計上しています。③系統および系統外出資については、取得原価を記載し、毀損の状況に応じて外部出資

（（４４））貸貸借借対対照照表表でで認認識識さされれ、、損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

　　該当する取引はありません。

（（５５））貸貸借借対対照照表表及及びび損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

こととしています。

区　　　分

（（２２））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの貸貸借借対対照照表表計計上上額額おおよよびび時時価価

令和２年度 令和３年度

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

　「出資その他これに類するエクスポージャー」とは、主に貸借対照表上の有価証券勘定および外部出資勘

定の株式又は出資として計上されているものであり、当ＪＡにおいては、これらを①子会社および関連会社

株式、②その他有価証券、③系統および系統外出資に区分して管理しています。

　①子会社および関連会社については、経営上も密接な連携を図ることにより、当ＪＡの事業のより効率的

運営を目的として、株式を保有しています。これらの会社の経営については毎期の決算書類の分析の他、毎

月定期的な連絡会議を行う等適切な業況把握に努めています。　

　②その他の有価証券については中長期的な運用目的で保有するものであり、適切な市場リスクの把握およ

びコントロールに努めています。具体的には、市場動向や経済見通しなどの投資環境分析およびポートフォ

リオの状況やＡＬＭなどを考慮し、理事会で運用方針を定めるとともに経営層で構成するＡＬＭ委員会を定

期的に開催して、日常的な情報交換および意思決定を行っています。運用部門は理事会で決定した運用方針

およびＡＬＭ委員会で決定された取引方針などに基づき、有価証券の売買やリスクヘッジを行っています。

　運用部門が行った取引については企画管理部門が適切な執行を行っているかどうかチェックし定期的にリ
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（単位：百万円）

イ ロ ハ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

△476 △466

△189 △193

△9

ヘ

前期末

ホ

当期末

自己資本の額

項番

下方パラレルシフト

スティーブ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

（（２２））金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ

上方パラレルシフト

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

・金利ショックに関する説明

　　リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

・金利リスク計測の前提およびその意味（特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿

　ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

　　特段ありません。

　　内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

　　変動はありません。

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　　該当ありません。

・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）

　　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッド

　は金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：百万円）

イ ロ ハ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

△476 △466

△189 △193

△9

ヘ

前期末

ホ

当期末

自己資本の額

項番

下方パラレルシフト

スティーブ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

（（２２））金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ

上方パラレルシフト

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

・金利ショックに関する説明

　　リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

・金利リスク計測の前提およびその意味（特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿

　ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

　　特段ありません。

　　内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

　　変動はありません。

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　　該当ありません。

・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）

　　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッド

　は金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提
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【【経経営営資資料料】】  ⅥⅥ連連結結情情報報

（単位：千円、％）

㈱ジェイエイ
あぐりんやまがた

山形市大字前明石字下川
原２９８－５

給油所、ＬＰガ
ス、葬祭事業他

平成１１年
１０月

山形地区カントリーエレ
ベーター

山形市南志戸田
穀類乾燥、調製、
貯蔵

昭和６３年３月

　ＪＡやまがたのグループは、当ＪＡ、子会社１社、関連法人等１社で構成されています。

このうち、当年度および前年度において連結自己資本比率を算出する対象となる連結子会社は㈱ジェイエイ

あぐりんやまがた１社です。

　山形地区カントリーエレベーターは、経営権を山形市農業協同組合と平等で保有しています。連結純損益

名　称
主たる営業所または事務

所の所在地
事業の内容 設立年月日 資本金

ⅥⅥ　　連連結結情情報報
１１．．ググルルーーププのの概概況況

および利益剰余金等におよぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から

除外しています。

　また、金融業務を営む関連法人等はありません。

（（１１））ググルルーーププのの事事業業系系統統図図

（（２２））子子会会社社等等のの状状況況

当ＪＡおよび
他の子会社等
の議決比率

当ＪＡの
議決権比率

ＪＪＡＡややままががたた

【ＪＡやまがた（職員配置施設数）】

◇本店・支店

◇農業関連施設等

【子会社】

◇㈱ジェイエイあぐりん

やまがた

給油所

ＬＰガス事業

葬祭関連事業

【関連法人等】

◇山形地区カントリーエレベ

ーター

穀類乾燥・

調製・貯蔵

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：百万円）

イ ロ ハ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

△476 △466

△189 △193

△9

ヘ

前期末

ホ

当期末

自己資本の額

項番

下方パラレルシフト

スティーブ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

（（２２））金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ

上方パラレルシフト

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

・金利ショックに関する説明

　　リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

・金利リスク計測の前提およびその意味（特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿

　ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

　　特段ありません。

　　内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

　　変動はありません。

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　　該当ありません。

・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）

　　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッド

　は金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提

【【経経営営資資料料】】  ⅤⅤ自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

（単位：百万円）

イ ロ ハ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

△476 △466

△189 △193

△9

ヘ

前期末

ホ

当期末

自己資本の額

項番

下方パラレルシフト

スティーブ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

（（２２））金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ

上方パラレルシフト

◇⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩ以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する事項

・金利ショックに関する説明

　　リスク資本配賦管理としてＶａＲで計測する市場リスク量を算定しています。

・金利リスク計測の前提およびその意味（特に、農協法自己資本開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿

　ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩと大きく異なる点

　　特段ありません。

　　内部モデルは使用しておりません。

・前事業年度末の開示からの変動に関する説明

　　変動はありません。

・計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

　　該当ありません。

・スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるかどうか）

　　一定の前提を置いたスプレッドを考慮してキャッシュ・フローを展開しています。なお、当該スプレッド

　は金利変動ショックの設定上は不変としています。

・内部モデルの使用等、⊿ＥＶＥおよび⊿ＮＩＩに重大な影響を及ぼすその他の前提
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（（３３））連連結結事事業業概概況況

　　葬祭事業については、年々変化している葬儀形態に対応できるよう新たな考えを取り入れ、ＪＡ葬祭とし

（単位：千円、％）

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度

信用事業収益

共済事業収益

農業関連事業収益

その他事業収益

（（令令和和３３年年度度））

　株式会社ジェイエイあぐりんやまがた

◇連結事業の概況

①事業の概況

　　令和３年度の当ＪＡの連結決算は子会社１社を連結しております。

　　連結決算の内容は、連結経常利益４３４百万円、連結当期剰余金２０９百万円、連結純資産１１，０４５

　百万円、連結総資産１８８，４９８百万円で、連結自己資本比率は１１．９５％となりました。

②連結子会社の事業概況

（（４４））最最近近５５年年間間のの連連結結事事業業年年度度のの主主要要なな経経営営指指標標

　　石油事業については、安価・安定供給に努め、各給油所それぞれの特徴を生かしたサービスを展開し、組

　合員・地域の皆様のニーズにお応えできるよう取り組んでまいりました。

　　エネルギー事業については、器具販売などの実績確保とお客様の安全確保を基本活動としながら、生活全

　般をサポートするエネルギー事業として住宅リフォームをはじめ、住宅設備・機器の提供に力を入れ取り組

　んでまいりました。

　ての特徴を生かした安心・信頼できるサービスの提供に取り組みました。エーコープ事業については、地元

　生産物商品・自社商品のすばらしさを多くの人に伝える活動に取り組み、安全・安心な商品の製造・販売は

　もちろん、お客様を大切にする接客対応を心がけ取り組んでまいりました。

　　その結果、売上高２，０６０百万円、当期純利益２８百万円（前年対比６８．６％）となりました。

（注）「連結自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金

　　　融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しております。

項　　目

連結経常利益

連結当期剰余金

連結純資産額

連結総資産額

連結自己資本比率

連結経常収益
（事業収益）
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（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

（令和3年2月28日） （令和4年2月28日）

（　資　産　の　部　）

１　信用事業資産

　(1) 現金及び預金

  (2) 有価証券

  (3) 貸出金

  (4) その他の信用事業資産

  (5) 貸倒引当金 △ 453,083 △ 353,849

２  共済事業資産

  (1) その他の共済事業資産

  (2) 貸倒引当金 △ 5

３  経済事業資産

  (1) 受取手形及び経済事業未収金

  (2) 棚卸資産

  (3) その他の経済事業資産

　(4) 貸倒引当金 △ 99,902 △ 84,766

４  雑資産

５  固定資産

(1) 有形固定資産

　　　 建物

　　　 機械装置

       土地

　　　 建物仮勘定

　　　 その他の有形固定資産

　　　 減価償却累計額 △ 7,678,396 △ 7,743,685

(2) 無形固定資産

６  外部出資

　(1) 外部出資

　(2) 外部出資等損失引当金 △ 2,400

７　繰延税金資産

資産の部合計

（（５５））連連結結貸貸借借対対照照表表

科　　　　目

【【経経営営資資料料】】  ⅥⅥ連連結結情情報報

（（３３））連連結結事事業業概概況況

　　葬祭事業については、年々変化している葬儀形態に対応できるよう新たな考えを取り入れ、ＪＡ葬祭とし

（単位：千円、％）

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 令和２年度 令和３年度

信用事業収益

共済事業収益

農業関連事業収益

その他事業収益

（（令令和和３３年年度度））

　株式会社ジェイエイあぐりんやまがた

◇連結事業の概況

①事業の概況

　　令和３年度の当ＪＡの連結決算は子会社１社を連結しております。

　　連結決算の内容は、連結経常利益４３４百万円、連結当期剰余金２０９百万円、連結純資産１１，０４５

　百万円、連結総資産１８８，４９８百万円で、連結自己資本比率は１１．９５％となりました。

②連結子会社の事業概況

（（４４））最最近近５５年年間間のの連連結結事事業業年年度度のの主主要要なな経経営営指指標標

　　石油事業については、安価・安定供給に努め、各給油所それぞれの特徴を生かしたサービスを展開し、組

　合員・地域の皆様のニーズにお応えできるよう取り組んでまいりました。

　　エネルギー事業については、器具販売などの実績確保とお客様の安全確保を基本活動としながら、生活全

　般をサポートするエネルギー事業として住宅リフォームをはじめ、住宅設備・機器の提供に力を入れ取り組

　んでまいりました。

　ての特徴を生かした安心・信頼できるサービスの提供に取り組みました。エーコープ事業については、地元

　生産物商品・自社商品のすばらしさを多くの人に伝える活動に取り組み、安全・安心な商品の製造・販売は

　もちろん、お客様を大切にする接客対応を心がけ取り組んでまいりました。

　　その結果、売上高２，０６０百万円、当期純利益２８百万円（前年対比６８．６％）となりました。

（注）「連結自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金

　　　融庁・農水省告示第２号）に基づき算出しております。

項　　目

連結経常利益

連結当期剰余金

連結純資産額

連結総資産額

連結自己資本比率

連結経常収益
（事業収益）
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令和２年度 令和３年度

（令和3年2月28日） （令和4年2月28日）

（　負　債　の　部　）

１  信用事業負債

  (1) 貯金

  (2) 譲渡性貯金

  (3) 借入金

  (4) その他の信用事業負債

２  共済事業負債

  (1) 共済資金

  (2) その他の共済事業負債

３  経済事業負債

  (1) 支払手形及び経済事業未払金

  (2) その他の経済事業負債

５  雑負債

６  諸引当金

  (1) 賞与引当金

  (2) 退職給付に係る負債

  (3) 役員退職慰労引当金

  (4) 特例業務負担金引当金

　(5) ポイント引当金

８ 再評価に係る繰延税金負債

負債の部合計

（　純　資　産　の　部　）

１  組合員資本

　(1) 出資金

　(2) 利益剰余金

　(3) 処分未済持分 △ 89,985 △ 83,757

　(4) 子会社の所有する親組合出資金 △ 603 △ 603

２　評価・換算差額等

　(1) その他有価証券評価差額金

　(2) 土地再評価差額金

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

科　　　　目
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（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

（自　令和2年3月1日 （自　令和3年3月1日

　 至　令和3年2月28日） 　 至　令和4年2月28日）

１  事業総利益

　　事業収益

　　事業費用

   (1) 信用事業収益

         資金運用収益

         （うち預金利息）

         （うち有価証券利息）

         （うち貸出金利息）

         （うちその他受入利息）

         役務取引等収益

         その他経常収益

   (2) 信用事業費用

         資金調達費用

         （うち貯金利息）

         （うち給付補てん備金繰入）

         （うち譲渡性貯金利息）

　　　　 （うち借入金利息） △1,397 △1,364

         （うちその他支払利息）

         役務取引等費用

         その他経常費用

信用事業総利益

   (3) 共済事業収益

         共済付加収入

         その他の収益

   (4) 共済事業費用

         共済推進費及び共済保全費

         その他の費用

共済事業総利益

   (5) 購買事業収益

         購買品供給高

         その他の収益

   (6) 購買事業費用

         購買品供給原価

         その他の費用

購買事業総利益

（（６６））連連結結損損益益計計算算書書

科　　　　目

【【経経営営資資料料】】  ⅥⅥ連連結結情情報報

令和２年度 令和３年度

（令和3年2月28日） （令和4年2月28日）

（　負　債　の　部　）

１  信用事業負債

  (1) 貯金

  (2) 譲渡性貯金

  (3) 借入金

  (4) その他の信用事業負債

２  共済事業負債

  (1) 共済資金

  (2) その他の共済事業負債

３  経済事業負債

  (1) 支払手形及び経済事業未払金

  (2) その他の経済事業負債

５  雑負債

６  諸引当金

  (1) 賞与引当金

  (2) 退職給付に係る負債

  (3) 役員退職慰労引当金

  (4) 特例業務負担金引当金

　(5) ポイント引当金

８ 再評価に係る繰延税金負債

負債の部合計

（　純　資　産　の　部　）

１  組合員資本

　(1) 出資金

　(2) 利益剰余金

　(3) 処分未済持分 △ 89,985 △ 83,757

　(4) 子会社の所有する親組合出資金 △ 603 △ 603

２　評価・換算差額等

　(1) その他有価証券評価差額金

　(2) 土地再評価差額金

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

科　　　　目
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   (7) 販売事業収益

　　　　 販売品販売高

         販売手数料

         その他の収益

 　(8) 販売事業費用

          販売品販売原価

　　　　　その他の費用

販売事業総利益

　  (9) その他事業収益

　  (10)その他事業費用

その他事業総利益

２  事業管理費

   (1) 人件費

   (2) その他事業管理費

事　業　利　益

３  事業外収益

   (1) 受取雑利息

   (2) 受取出資配当金

   (3) その他の事業外収益

４  事業外費用

   (1) 支払雑利息  

   (2) その他の事業外費用

経　常　利　益

５  特別利益

   (1) 固定資産処分益

   (2) その他の特別利益

６  特別損失

   (1) 固定資産処分損

   (2) 減損損失

   (3) その他の特別損失

税金等調整前当期利益

法人税・住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

当期剰余金
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（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

（自　令和2年3月1日 （自　令和3年3月1日

　 至　令和3年2月28日） 　 至　令和4年2月28日）

１　事業活動によるキャッシュ・フロー

　　　　税金等調整前当期利益(又は税金等調整前当期損失)

　　　　減価償却費

　　　　減損損失

　　　　のれん勘定償却額

　　　　貸倒引当金の増加額 △ 54,716 △ 60,074

　　　　賞与引当金の増加額 △ 4,105 △ 1,379

　　　　退職給付に係る負債の増加額 △ 77,064 △ 138,009

　　　　その他引当金の増加額 △ 35,802 △ 56,904

　　　　信用事業資金運用収益 △ 1,340,089 △ 1,368,954

　　　　信用事業資金調達費用

　　　　共済貸付金利息

　　　　共済借入金利息

　　　　受取雑利息及び受取出資配当金 △ 149,286 △ 152,008

　　　　支払雑利息

　　　　為替差損益

　　　　有価証券関係損益

　　　　外部出資関係損益 △ 2,400

　　　　圧縮特別勘定関係損益

　　　　固定資産売却損益 △ 953

　　　　資産除去債務にかかる増加額 △ 7,492

　　　　圧縮損計上以外一般補助金

　　　　持分法による投資損益

　　（信用事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　貸出金の純増減 △ 2,505,163 △ 2,447,576

　　　　預金の純増減 △ 3,600,000

　　　　貯金の純増減

　　　　信用事業借入金の純増減 △ 10,517 △ 7,024

　　　　その他の信用事業資産の純増減 △ 17,992

　　　　その他の信用事業負債の純増減

　　（共済事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　共済貸付金の純増減

　　　　共済借入金の純増減

　　　　共済資金の純増減 △ 116,951

　　　　未経過共済付加収入の純増減 △ 15,749 △ 5,071

　　　　その他共済事業資産の増減 △ 464 △ 336

　　　　その他共済事業負債の増減 △ 672 △ 299

　　（経済事業活動による資産及び負債の増減）

　　　　受取手形及び経済事業未収金の純増減 △ 13,039

　　　　経済受託債権の純増減 △ 273,550

　　　　棚卸資産の純増減

　　　　支払手形及び経済事業未払金の純増減 △ 368

　　　　経済受託債務の純増減 △ 17,269 △ 168,800

　　　　その他経済事業資産の増減 △ 234,171

　　　　その他経済事業負債の増減 △ 3 △ 12,991

（（７７））連連結結キキャャッッシシュュ・・フフロローー計計算算書書

科　　　　目
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   (7) 販売事業収益

　　　　 販売品販売高

         販売手数料

         その他の収益

 　(8) 販売事業費用

          販売品販売原価

　　　　　その他の費用

販売事業総利益

　  (9) その他事業収益

　  (10)その他事業費用

その他事業総利益

２  事業管理費

   (1) 人件費

   (2) その他事業管理費

事　業　利　益

３  事業外収益

   (1) 受取雑利息

   (2) 受取出資配当金

   (3) その他の事業外収益

４  事業外費用

   (1) 支払雑利息  

   (2) その他の事業外費用

経　常　利　益

５  特別利益

   (1) 固定資産処分益

   (2) その他の特別利益

６  特別損失

   (1) 固定資産処分損

   (2) 減損損失

   (3) その他の特別損失

税金等調整前当期利益

法人税・住民税及び事業税

法人税等調整額

法人税等合計

当期剰余金
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　　（その他の資産及び負債の増減）

　　　　その他の資産の純増減

　　　　その他の負債の純増減 △ 24,487 △ 16,048

　　　　未払消費税等の増減額

　　　　信用事業資金運用による収入

　　　　信用事業資金調達による支出 △ 105,324 △ 57,902

　　　　共済貸付金利息による収入

　　　　共済借入金利息による支出

　　　　事業分量配当金の支払額

小　　計 △ 2,719,922

　　　　雑利息及び出資配当金の受取額

　　　　雑利息の支払額 △ 1,454

　　　　法人税等の支払額 △ 47,218 △ 28,965

事業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,598,332

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　有価証券の取得による支出 △ 788,511 △ 499,823

　　　　有価証券の売却・償還による収入

　　　　補助金の受入れによる収入

　　　　固定資産の取得による支出 △ 841,799 △ 1,220,729

　　　　固定資産の売却による収入

　　　　有形固定資産の除去による支出 △ 1,177 △ 2,000

　　　　外部出資による支出 △ 4,040 △ 500

　　　　外部出資の売却等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 371,008 △ 548,396

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　設備借入れによる収入

　　　　設備借入金の返済による支出

　　　　リース債務の返済による支出

　　　　出資の受入による収入 △ 104,559

　　　　出資の払戻しによる支出 △ 59,751

　　　　回転出資金の受入による収入

　　　　回転出資金の払戻しによる支出

　　　　持分の取得による支出 △ 80,997 △ 48,003

　　　　持分の譲渡による収入

　　　　出資配当金の支払額 △ 2,750 △ 2,750

　　　　少数株主への配当金支払額

　　　　その他財務活動による資本の増減

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 55,271 △ 49,748

４　現金及び現金同等物に係る換算差額

５　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △ 3,201,175

６　現金及び現金同等物の期首残高

７　現金及び現金同等物の期末残高
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（（８８））連連結結注注記記表表

【【令令和和２２年年度度】】
【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記】

．連結の範囲に関する事項

連結される子会社・子法人等 ・・・・・・・・ 社

株式会社ジェイエイあぐりんやまがた

非連結子会社・子法人等 ・・・・・・・・・ 社

．持分法の適用に関する事項

該当する会社はありません。

．連結される子会社及び子法人等の事業年度に関する事項

連結される子会社・子法人等の決算日は次のとおりです。

月末日 ・・・・ 社

連結されるすべての子会社・子法人等の事業年度末は、連結決算日と一致しています。

．のれん勘定の償却方法及び償却期間

該当事項はありません。

．剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に基づいて作成しています。

．連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲

現金及び現金同等物の資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の現金及び預金のうち、現金及び

預金中の当座預金、普通預金及び通知預金となっています。

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金および預金勘定 千円

別段預金、定期性預金及び譲渡性預金 千円

現金および現金同等物 千円

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

． 次に掲げるものの評価基準および評価方法

有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法

① 子会社株式 ：移動平均法による原価法

② その他有価証券

・ 時価のあるもの ：期末日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・ 時価のないもの ：移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法

① 購買品（肥料、農薬、飼料、出荷資材、温床資材の数量管理品） 
総平均法による原価法（収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法） 

②  購買品（上記以外） 
売価還元法による原価法（収性の低下にもとづく簿価切下げの方法） 

③  その他の棚卸資産

総平均法による原価法（収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法）

． 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成 年 月 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 年 月 日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（ 年）にもとづく定額法により償

却しています。

． 引当金の計上基準

貸倒引当金
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　　（その他の資産及び負債の増減）

　　　　その他の資産の純増減

　　　　その他の負債の純増減 △ 24,487 △ 16,048

　　　　未払消費税等の増減額

　　　　信用事業資金運用による収入

　　　　信用事業資金調達による支出 △ 105,324 △ 57,902

　　　　共済貸付金利息による収入

　　　　共済借入金利息による支出

　　　　事業分量配当金の支払額

小　　計 △ 2,719,922

　　　　雑利息及び出資配当金の受取額

　　　　雑利息の支払額 △ 1,454

　　　　法人税等の支払額 △ 47,218 △ 28,965

事業活動によるキャッシュ・フロー △ 2,598,332

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　有価証券の取得による支出 △ 788,511 △ 499,823

　　　　有価証券の売却・償還による収入

　　　　補助金の受入れによる収入

　　　　固定資産の取得による支出 △ 841,799 △ 1,220,729

　　　　固定資産の売却による収入

　　　　有形固定資産の除去による支出 △ 1,177 △ 2,000

　　　　外部出資による支出 △ 4,040 △ 500

　　　　外部出資の売却等による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 371,008 △ 548,396

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　設備借入れによる収入

　　　　設備借入金の返済による支出

　　　　リース債務の返済による支出

　　　　出資の受入による収入 △ 104,559

　　　　出資の払戻しによる支出 △ 59,751

　　　　回転出資金の受入による収入

　　　　回転出資金の払戻しによる支出

　　　　持分の取得による支出 △ 80,997 △ 48,003

　　　　持分の譲渡による収入

　　　　出資配当金の支払額 △ 2,750 △ 2,750

　　　　少数株主への配当金支払額

　　　　その他財務活動による資本の増減

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 55,271 △ 49,748

４　現金及び現金同等物に係る換算差額

５　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △ 3,201,175

６　現金及び現金同等物の期首残高

７　現金及び現金同等物の期末残高
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貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権およびそれと同等の状況にある債

務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額

のうち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

上記以外の債権については、今後 年間の予想損失額又は今後 年間の予想損失額を見込んで計上してお

り、予想損失額は、 年間又は 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値

に基づき損失率を求め、算定しています。

賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

退職給付に係る負債

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、当期に発

生していると認められる額を計上しています。

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準

によっています。

ロ 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）に

よる定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしています。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費用

処理しています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程にもとづく期末要支給額を計上しています。

外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同

様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上していま

す。

特例業務負担金引当金

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出する特例業務負担金の令

和 年 月現在における令和 年 月までの将来見込額を計上しています。

ポイント引当金

各グリーンにおいて、販売促進を目的とするポイント制度にもとづき組合員・利用者に付与したポイントの

使用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

． 消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、 年間で均等償却を行っています。

． 計算書類等に記載した記載金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満切捨てにて表示しており、金額千円未満の科目については「 」で表示しています。なお、

残高がない項目については、「－」で表示しています。

【連結貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を為

替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。

理事および監事に対する金銭債務はありません。
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． 貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本ま

たは利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部

分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条

項第 号のイからホまでに掲げる事由または同項第 号に規定する事由が生じている貸出金です。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援をはか

ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、 ヵ月以上延滞債権額はありません。

なお、 ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から ヵ月以上遅延している貸出金

で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 千円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の

支払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞

債権および ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、 ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は 千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

． 「土地の再評価に関する法律」にもとづき土地再評価差額金を計上した場合の再評価の方法および同法第 条

に規定する差額

「土地の再評価に関する法律」（平成 年 月 日公布法律第 号）および「土地の再評価に関する法律の

一部を改正する法律」にもとづき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係

る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しています。

再評価を行った年月日 平成 年 月 日

再評価を行った土地の当期末における時価の合計額が再評価後の帳簿価額の合計額を下回る金額

千円

同法律第 条第 項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成 年 月 日公布政令第 号）第 条第 号に定める、当該事業

用土地について地方税法第 条第 号の土地課税台帳又は同条第 号の土地補充課税台帳に登録されている

価格（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

【連結損益計算書に関する注記】

． 子会社等との事業取引による取引高の総額および事業取引以外の取引による取引高の総額

子会社等との取引による収益総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

子会社等との取引による費用総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

． 減損会計に関する注記

資産をグループ化した方法の概要および減損損失を認識した資産又は資産のグループの概要

当組合では、部門別の管理会計上の区分を基本に、金融店舗、集出荷施設等を除く農業関連施設、グリーン施

設および広 域配送センターについては、施設ごとに一般資産としてグルーピングしています。また、業務外固

定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位としています。

本店や集出荷施設等（集荷場、選果場、米倉庫、ライスセンター、カントリーエレベーター、低温倉庫、予冷

庫、冷蔵庫、たい肥センター、ハウス団地等）は、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資

産グループのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。

当期に減損損失を計上した固定資産は以下の通りです。

対象資産 用途 種類 その他

山形市 グリーン西部 営農施設 その他の有形固定資産  
減損損失の認識に至った経緯

グリーン西部は営業収支が 期連続赤字であると同時に、短期的に業績の回復が見込まれていないことから、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳

（単位：千円）

対象資産 その他の有形固定資産

グリーン西部

合 計 
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貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次のと

おり計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権およびそれと同等の状況にある債

務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権

については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額

のうち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

上記以外の債権については、今後 年間の予想損失額又は今後 年間の予想損失額を見込んで計上してお

り、予想損失額は、 年間又は 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値

に基づき損失率を求め、算定しています。

賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

退職給付に係る負債

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、当期に発

生していると認められる額を計上しています。

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準

によっています。

ロ 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）に

よる定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしています。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費用

処理しています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程にもとづく期末要支給額を計上しています。

外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同

様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上していま

す。

特例業務負担金引当金

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出する特例業務負担金の令

和 年 月現在における令和 年 月までの将来見込額を計上しています。

ポイント引当金

各グリーンにおいて、販売促進を目的とするポイント制度にもとづき組合員・利用者に付与したポイントの

使用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

． 消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、 年間で均等償却を行っています。

． 計算書類等に記載した記載金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満切捨てにて表示しており、金額千円未満の科目については「 」で表示しています。なお、

残高がない項目については、「－」で表示しています。

【連結貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を為

替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。

理事および監事に対する金銭債務はありません。
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回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、使用価値が見込まれないため、正味売却価額を採用していますが、備忘価額を残して償却し

ています。

． 棚卸資産の収益性低下に伴う簿価切下げ

購買品供給原価には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

その他の事業費用には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

これは、令和 年 月の集中豪雨により、たい肥センターの在庫に品質低下を認識したものです。

． 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する追加情報の注記

（追加情報）

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。 
また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損

益を除去した額を記載しています。

【金融商品に関する注記】

． 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残

った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行っています。

金融商品の内容およびそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出

金は組合員等の 契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の

変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したもの

と想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の

確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商

品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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． 金融商品の時価等に関する事項

金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、次表には含めず に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

経済受託債権

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

資産計

貯金

譲渡性貯金

負債計

注 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。

注 経済受託債権に対応する一般貸倒引当金を控除しています。

金融商品の時価の算定方法

【資産】

① 預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期

のある預金については、期間にもとづく区分ごとに、リスクフリーレートである円 ・スワップレートで

割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

② 有価証券

債券および投資信託は取引金融機関等から提示された価格によっています。

③ 貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大き

く異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間にもとづく区分ごとに、元利金の合計額をリスクフ

リーレートである円 ・スワップレートで割り引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額とし

て算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した

額を時価に代わる金額としています。

④ 経済受託債権

経済受託債権については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当

金を控除した額を時価に代わる金額としています。

【負債】

① 貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定

期性貯金については、期間にもとづく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートである円

・スワップレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは の金融商品の時価情

報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資（注）

（注）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であると

認められるため、時価開示の対象とはしていません。
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回収可能価額の算定方法

回収可能価額は、使用価値が見込まれないため、正味売却価額を採用していますが、備忘価額を残して償却し

ています。

． 棚卸資産の収益性低下に伴う簿価切下げ

購買品供給原価には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

その他の事業費用には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。

これは、令和 年 月の集中豪雨により、たい肥センターの在庫に品質低下を認識したものです。

． 事業別収益・事業別費用の内部取引の処理方法に関する追加情報の注記

（追加情報）

当組合は、事業別の収益及び費用について、事業間取引の相殺表示を行っています。 
また、損益計算書の事業収益、事業費用については、農業協同組合法施行規則にしたがい、各事業間の内部損

益を除去した額を記載しています。

【金融商品に関する注記】

． 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残

った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行っています。

金融商品の内容およびそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出

金は組合員等の 契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の

変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したもの

と想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の

確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商

品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

預金

有価証券 注 ）

その他有価証券の

うち満期があるもの

貸出金（注 、 ）

経済受託債権

合計

（注 ）有価証券の決算日後の償還予定額については、元本（額面）ベースでの償還予定額を記載

していますので、貸借対照表額とは一致いたしません。

（注 ）貸出金のうち、当座貸越 千円については「 年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「 年超」に含めています。

（注 ）貸出金のうち、 カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 千円は償還の予定が見

込まれないため、含めていません。

有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

貯金

譲渡性貯金 － － － － －

合計

注 貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

【有価証券に関する注記】

． 有価証券の時価および評価差額に関する事項

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額につい

ては、次のとおりです。

（単位：千円）

種 類
取得原価

または償却原価

貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券 △

小計 △

合 計

（注） 上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価

差額金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当事業年度中において、 千円（全て非上場株式等）を減損処理しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により

実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っています。
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【退職給付に関する注記】

． 採用している退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程にもとづき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度

に加え、同規程にもとづき退職給付の一部に充てるため全共連との契約による確定給付型年金制度を採用してい

ます。

． 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 千円

勤務費用 千円

利息費用 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における退職給付債務 千円

． 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産 千円

期待運用収益 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

確定給付型年金制度への拠出金 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における年金資産 千円

． 退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

退職給付債務 千円

確定給付型年金制度 △ 千円

未積立退職給付債務 千円

未認識過去勤務費用 千円

未認識数理計算上の差異 千円

貸借対照表計上額純額 千円

退職給付に係る負債 千円

． 退職給付費用およびその内訳項目の金額

勤務費用（注） 千円

利息費用（注） 千円

期待運用収益 △ 千円

数理計算上の差異の費用処理額 △ 千円

過去勤務費用の費用処理額 △ 千円

合計 千円

（注）出向者に係る負担額を控除しています。

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

一般勘定 ％

長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多

様な資産から の現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率 ％

長期期待運用収益率 ％

過去勤務費用の処理年数 年

数理計算上の差異の償却年数 年

特例業務負担金の将来見込額

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃

止する等の法 律附則第 条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費

用に充てるため、特例業務負担金 千円を特例業務負担金引当金の取り崩しにより拠出しています。

なお、同組合より示された令和 年 月末現在における令和 年 月までの特例業務負担金の将来見込額

は、 千円となっています。
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金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

預金

有価証券 注 ）

その他有価証券の

うち満期があるもの

貸出金（注 、 ）

経済受託債権

合計

（注 ）有価証券の決算日後の償還予定額については、元本（額面）ベースでの償還予定額を記載

していますので、貸借対照表額とは一致いたしません。

（注 ）貸出金のうち、当座貸越 千円については「 年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「 年超」に含めています。

（注 ）貸出金のうち、 カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 千円は償還の予定が見

込まれないため、含めていません。

有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

貯金

譲渡性貯金 － － － － －

合計

注 貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

【有価証券に関する注記】

． 有価証券の時価および評価差額に関する事項

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額につい

ては、次のとおりです。

（単位：千円）

種 類
取得原価

または償却原価

貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券 △

小計 △

合 計

（注） 上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価

差額金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当事業年度中において、 千円（全て非上場株式等）を減損処理しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等の減損処理にあたっては、財政状態の悪化により

実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性等を考慮して減損処理を行っています。
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【税効果会計に関する注記】

． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付に係る負債 千円

減損損失 千円

特例業務負担金引当金 千円

貸倒引当金 千円

賞与引当金 千円

資産除去債務 千円

役員退職慰労引当金 千円

借地権 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 △ 千円

繰延税金資産合計（Ａ） 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 千円

全農合併交付金 △ 千円

有形固定資産（資産除去費用） △ 千円

繰延税金負債合計（Ｂ） △ 千円

繰延税金資産の純額（Ａ） （Ｂ） 千円

． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ ％

住民税均等割等 ％

評価性引当額の増減 ％

法人税額の特別控除 △ ％

過年度法人税、住民税及び事業税等 △ ％

法人税額から控除される所得税額 ％

その他 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結してお

り、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用してい

ます。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円

【【令令和和３３年年度度】】

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記】

．連結の範囲に関する事項

連結される子会社・子法人等 ・・・・・・・・ 社

株式会社ジェイエイあぐりんやまがた

非連結子会社・子法人等 ・・・・・・・・・・ 社

．持分法の適用に関する事項

持分法適用会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社

持分法を適用していない非連結子会社・子法人等および関連会社 ・・・ 社
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山形地区カントリーエレベーター組合

（持分法適用の範囲から除いた理由）

持分法を適用していない関連会社（山形地区カントリーエレベーター組合）は、連結純損益および利益

剰余金等におよぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持ち分法の適用から除外

しています。

．連結される子会社および子法人等の事業年度に関する事項

連結される子会社・子法人等の決算日は次のとおりです。

月末日 ・・・・ 社

連結されるすべての子会社・子法人等の事業年度末は、連結決算日と一致しています。

．のれん勘定の償却方法および償却期間

該当事項はありません。

．剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定した利益処分に基づいて作成しています。

．連結キャッシュ・フロー計算書における現金および現金同等物の範囲

現金および現金同等物の資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の現金および預金のうち、現金およ

び預金中の当座預金、普通預金および通知預金となっています。

現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金および預金勘定 千円

別段預金、定期性預金および譲渡性預金 千円

現金および現金同等物 千円

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

． 次に掲げるものの評価基準および評価方法

有価証券（株式形態の外部出資を含む）の評価基準および評価方法

① 子会社株式 ：移動平均法による原価法

② その他有価証券

・ 時価のあるもの ：期末日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・ 時価のないもの ：移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準および評価方法

① 購買品（肥料、農薬、飼料、出荷資材、温床資材の数量管理品） 
総平均法による原価法（収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法） 

②  購買品（上記以外） 
売価還元法による原価法（収性の低下にもとづく簿価切下げの方法） 

③  その他の棚卸資産

総平均法による原価法（収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法）

． 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成 年 月 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 年 月 日以降に取得

した建物附属設備および構築物については定額法を採用しています。

なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。

無形固定資産

定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、当組合における利用可能期間（ 年）にもとづく定額法により償却

しています。

． 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒引当金は、あらかじめ定めている資産査定要領、経理規程および資産の償却・引当基準に則り、次のとお

り計上しています。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権およびそれと同等の状況にある債務

者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その

残額を計上しています。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権に

ついては、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額の
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【税効果会計に関する注記】

． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付に係る負債 千円

減損損失 千円

特例業務負担金引当金 千円

貸倒引当金 千円

賞与引当金 千円

資産除去債務 千円

役員退職慰労引当金 千円

借地権 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 △ 千円

繰延税金資産合計（Ａ） 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 千円

全農合併交付金 △ 千円

有形固定資産（資産除去費用） △ 千円

繰延税金負債合計（Ｂ） △ 千円

繰延税金資産の純額（Ａ） （Ｂ） 千円

． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ ％

住民税均等割等 ％

評価性引当額の増減 ％

法人税額の特別控除 △ ％

過年度法人税、住民税及び事業税等 △ ％

法人税額から控除される所得税額 ％

その他 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結してお

り、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用してい

ます。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円

【【令令和和３３年年度度】】

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記】

．連結の範囲に関する事項

連結される子会社・子法人等 ・・・・・・・・ 社

株式会社ジェイエイあぐりんやまがた

非連結子会社・子法人等 ・・・・・・・・・・ 社

．持分法の適用に関する事項

持分法適用会社 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 社

持分法を適用していない非連結子会社・子法人等および関連会社 ・・・ 社
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うち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

上記以外の債権については、今後 年間の予想損失額又は今後 年間の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、 年間又は 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基づ

き損失率を求め、算定しています。

賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

退職給付に係る負債

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、当期に発生

していると認められる額を計上しています。

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準

によっています。

ロ 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）によ

る定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしています。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費用処

理しています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程にもとづく期末要支給額を計上しています。

外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同

様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上していま

す。

特例業務負担金引当金

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出する特例業務負担金の令

和 年 月現在における令和 年 月までの将来見込額を計上しています。

ポイント引当金

各グリーンにおいて、販売促進を目的とするポイント制度にもとづき組合員・利用者に付与したポイントの使

用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

． 消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、 年間で均等償却を行っています。

． 計算書類等に記載した記載金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満切捨てにて表示しており、金額千円未満の科目については「 」で表示しています。なお、残

高がない項目については、「－」で表示しています。

【連結貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を為

替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。

理事および監事に対する金銭債務はありません。

． 貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本また

は利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を

除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条 項第

号のイからホまでに掲げる事由または同項第 号に規定する事由が生じている貸出金です。
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また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援をはかる

ことを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金です。

貸出金のうち、 ヵ月以上延滞債権額はありません。

なお、 ヵ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から ヵ月以上遅延している貸出金

で破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 千円です。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援をはかることを目的として、金利の減免、利息の支

払い猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権

および ヵ月以上延滞債権に該当しないものです。

破綻先債権額、延滞債権額、 ヵ月以上延滞債権額および貸出条件緩和債権額の合計額は 千円です。

なお、上記に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額です。

．「土地の再評価に関する法律」にもとづき土地再評価差額金を計上した場合の再評価の方法および同法第 条

規定する差額

「土地の再評価に関する法律」（平成 年 月 日公布法律第 号）および「土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律」にもとづき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額については、当該再評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」

として純資産の部に計上しています。

再評価を行った年月日 平成 年 月 日

再評価を行った土地の当期末における時価の合計額は再評価後の帳簿価額の合計額を上回っています。

同法律第 条第 項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成 年 月 日公布政令第 号）第 条第 号に定める、当該事業用

土地について地方税法第 条第 号の土地課税台帳又は同条第 号の土地補充課税台帳に登録されている価格

（固定資産税評価額）に合理的な調整を行って算出しました。

【連結損益計算書に関する注記】

． 子会社等との事業取引による取引高の総額および事業取引以外の取引による取引高の総額

子会社等との取引による収益総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

子会社等との取引による費用総額 千円

うち事業取引高 千円

うち事業取引以外の取引高 千円

． 減損会計に関する注記

資産をグループ化した方法の概要および減損損失を認識した資産又は資産のグループの概要

当組合では、部門別の管理会計上の区分を基本に、金融店舗、営農センターや集出荷施設等の農業関連施設、

グリーン施設および広域配送センターについては、施設ごとに一般資産としてグルーピングしています。

また、業務外固定資産（遊休資産と賃貸固定資産）については、各固定資産をグルーピングの最小単位として

います。

本店やたい肥センター、ハウス団地等は、独立したキャッシュ・フローを生み出さないものの、他の資産グル

ープのキャッシュ・フローの生成に寄与していることから、共用資産と認識しています。

当期に減損損失を計上した固定資産は以下の通りです。

対象資産 用途 種類 その他

山形市 半郷集荷場 営農施設 土地および建物 業務外固定資産 

減損損失の認識に至った経緯

半郷集荷場は、西部営農センターの集荷場所の一部拡張に伴う集出荷施設の集約により売却や賃貸を予定して

いることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しました。

減損損失の金額について、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳

（単位：千円）

対象資産 建物 土地 合計

半郷集荷場

合 計 

回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額を採用しています。

． 棚卸資産の収益性低下に伴う簿価切下げ

購買品供給原価には、収益性の低下に伴う簿価切下げにより、 千円の棚卸評価損が含まれています。
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うち債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。

上記以外の債権については、今後 年間の予想損失額又は今後 年間の予想損失額を見込んで計上しており、

予想損失額は、 年間又は 年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率等の過去の一定期間における平均値に基づ

き損失率を求め、算定しています。

賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しています。

退職給付に係る負債

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、当期に発生

していると認められる額を計上しています。

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準

によっています。

ロ 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各期の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）によ

る定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしています。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（ 年）による定額法により費用処

理しています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金引当規程にもとづく期末要支給額を計上しています。

外部出資等損失引当金

当組合の外部出資先への出資に係る損失に備えるため、出資形態が株式のものについては有価証券の評価と同

様の方法により、株式以外のものについては貸出債権と同様の方法により、必要と認められる額を計上していま

す。

特例業務負担金引当金

旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する費用に充てるため拠出する特例業務負担金の令

和 年 月現在における令和 年 月までの将来見込額を計上しています。

ポイント引当金

各グリーンにおいて、販売促進を目的とするポイント制度にもとづき組合員・利用者に付与したポイントの使

用による費用発生に備えるため、当期末において将来使用されると見込まれる額を計上しています。

． 消費税および地方消費税の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は雑資産に計上し、 年間で均等償却を行っています。

． 計算書類等に記載した記載金額の端数処理の方法

記載金額は千円未満切捨てにて表示しており、金額千円未満の科目については「 」で表示しています。なお、残

高がない項目については、「－」で表示しています。

【連結貸借対照表に関する注記】

． 有形固定資産に係る圧縮記帳額

有形固定資産の取得価格から控除している圧縮記帳額は 千円であり、その内訳は次のとおりです。

土地 千円 建物 千円 機械装置 千円

その他の有形固定資産 千円

． 担保に供している資産

定期預金のうち、 千円をＪＡバンク基本方針にもとづく相互援助預金の担保に、 千円を為

替決済の担保に、 千円を指定金融機関等の事務取扱の担保にそれぞれ供しています。

． 子会社等に対する金銭債権・債務の総額

子会社等に対する金銭債権の総額は 千円です。

子会社等に対する金銭債務の総額は 千円です。

． 役員に対する金銭債権・債務の総額

理事および監事に対する金銭債権の総額は 千円です。

理事および監事に対する金銭債務はありません。

． 貸出金のうちリスク管理債権の合計額およびその内訳

貸出金のうち、破綻先債権額は 千円、延滞債権額は 千円です。

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本また

は利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を

除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和 年政令第 号）第 条 項第

号のイからホまでに掲げる事由または同項第 号に規定する事由が生じている貸出金です。
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（金融商品に関する注記）

． 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残

った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行っています。

金融商品の内容およびそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出

金は組合員等の 契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の

変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したもの

と想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の

確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商

品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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． 金融商品の時価等に関する事項

金融商品の貸借対照表計上額および時価等

当期末における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては次表には含めず に記載しています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

預金

有価証券

その他有価証券

貸出金

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

経済受託債権

貸倒引当金 注

貸倒引当金控除後

△

資産計

貯金

譲渡性貯金

負債計

注 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しています。

注 経済受託債権に対応する一般貸倒引当金を控除しています。

金融商品の時価の算定方法

【資産】

① 預金

満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっています。満期の

ある預金については、期間にもとづく区分ごとに、 で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定し

ています。

② 有価証券

債券および投資信託は取引金融機関等から提示された価格によっています。

③ 貸出金

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく

異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっています。

一方、固定金利によるものは、貸出金の種類および期間にもとづく区分ごとに、元利金の合計額を で割り

引いた額から貸倒引当金を控除して時価に代わる金額として算定しています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額

を時価に代わる金額としています。

④ 経済受託債権

経済受託債権については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っています。

また、延滞の生じている債権・期限の利益を喪失した債権等について、帳簿価額から貸倒引当金を控除した額

を時価に代わる金額としています。

【負債】

① 貯金

要求払貯金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしています。また、定期

性貯金については、期間にもとづく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを で割り引いた現在価値を時価

に代わる金額として算定しています。

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは の金融商品の時価情

報には含まれていません。

（単位：千円）

貸借対照表計上額

外部出資（注）

（注）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であると

認められるため、時価開示の対象とはしていません。
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（金融商品に関する注記）

． 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取り組み方針

当組合は農家組合員や地域から預かった貯金を原資に、農家組合員や地域内の企業や団体などへ貸付け、残

った余裕金を農林中央金庫へ預けているほか、国債や地方債などの有価証券による運用を行っています。

金融商品の内容およびそのリスク

当組合が保有する金融資産は、主として当組合管内の組合員等に対する貸出金および有価証券であり、貸出

金は組合員等の 契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されています。

また、有価証券は純投資目的（その他有価証券）で保有しています。これらは発行体の信用リスク、金利の

変動リスクおよび市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債権である経済受託債権は、組合員等の信用リスクに晒されています。

金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスクの管理

当組合は、個別の重要案件または大口案件については理事会において対応方針を決定しています。また、通

常の貸出取引については、本店に融資審査担当部署を設置し各支店との連携をはかりながら、与信審査を行っ

ています。審査にあたっては、取引先のキャッシュ・フローなどにより償還能力の評価を行うとともに、担保

評価基準など厳格な審査基準を設けて、与信判定を行っています。貸出取引において資産の健全性の維持・向

上をはかるため、資産の自己査定を厳正に行っています。不良債権については管理・回収方針を作成・実践

し、資産の健全化に取り組んでいます。また、資産自己査定の結果、貸倒引当金については「資産の償却・引

当基準」にもとづき必要額を計上し、資産および財務の健全化に努めています。

② 市場リスクの管理

当組合では、金利リスク、価格変動リスクなどの市場性リスクを的確にコントロールすることにより、収益

化および財務の安定化をはかっています。このため、財務の健全性維持と収益力強化とのバランスを重視した

ＡＬＭを基本に、資産・負債の金利感応度分析などを実施し、金融情勢の変化に機敏に対応できる柔軟な財務

構造の構築に努めています。

（市場リスクに係る定量的情報）

当組合で保有している金融商品はすべてトレーディング目的以外の金融商品です。当組合において、主要な

リスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、預金、有価証券のうちその他有価証券に分類

している債券、貸出金および貯金です。

当組合では、これらの金融資産および金融負債について、期末後 年程度の金利の合理的な予想変動幅を用

いた経済価値の変動額を、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しています。

金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当期末現在、指標となる金利が ％上昇したもの

と想定した場合には、経済価値が 千円減少するものと把握しています。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を

考慮していません。また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当組合では、資金繰りリスクについては、運用・調達について月次の資金計画を作成し、安定的な流動性の

確保に努めています。また、市場流動性リスクについては、投資判断を行う上での重要な要素と位置付け、商

品ごとに異なる流動性（換金性）を把握したうえで、運用方針などの策定の際に検討を行っています。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価（時価に代わるものを含む）には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額（これに準ずる価額を含む）が含まれています。当該価額の算定においては一定の

前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

預金

有価証券 注 ）

その他有価証券のう

ち満期があるもの

貸出金（注 、 ）

経済受託債権

合計

（注 ）有価証券の決算日後の償還予定額については、元本（額面）ベースでの償還予定額を記載

していますので、貸借対照表額とは一致いたしません。

（注 ）貸出金のうち、当座貸越 千円については「 年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「 年超」に含めています。

（注 ）貸出金のうち、 カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 千円は償還の予定が見

込まれないため、含めていません。

有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

貯金

譲渡性貯金

合計

注 貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

【有価証券に関する注記】

． 有価証券の時価および評価差額に関する事項

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額につい

ては、次のとおりです。

（単位：千円）

種 類
取得原価

または償却原価

貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債 △

地方債

政府保証債

社債 △

受益証券 △

小計 △

合 計

（注） 上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価

差額金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当期中において、減損処理した有価証券はありません。
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【退職給付に関する注記】

． 採用している退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、退職給与規程にもとづき、退職一時金制度を採用しています。また、この制度に

加え、同規程にもとづき退職給付の一部に充てるため全共連との契約による確定給付型年金制度を採用していま

す。

． 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付債務 千円

勤務費用 千円

利息費用 千円

数理計算上の差異の当期発生額 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における退職給付債務 千円

． 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産 千円

期待運用収益 千円

数理計算上の差異の当期発生額 △ 千円

確定給付型年金制度への拠出金 千円

退職給付の支払額 △ 千円

期末における年金資産 千円

． 退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

退職給付債務 千円

確定給付型年金制度 △ 千円

未積立退職給付債務 千円

未認識過去勤務費用 千円

未認識数理計算上の差異 千円

貸借対照表計上額純額 千円

退職給付に係る負債 千円

． 退職給付費用およびその内訳項目の金額

勤務費用（注） 千円

利息費用（注） 千円

期待運用収益 △1 千円

数理計算上の差異の費用処理額 千円

過去勤務費用の費用処理額 △ 千円

合計 千円

（注）出向者に係る負担額を控除しています。

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

一般勘定 ％

長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多

様な資産から の現在および将来期待される長期の収益率を考慮しています。

割引率その他の数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率 ％

長期期待運用収益率 ％

過去勤務費用の処理年数 年

数理計算上の差異の償却年数 年

特例業務負担金の将来見込額

厚生年金保険制度および農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を

廃止する等の法 律附則第 条の規定に基づき、旧農林共済組合（存続組合）が行う特例年金等の業務に要する

費用に充てるため、特例業務負担金 千円を特例業務負担金引当金の取り崩しにより拠出しています。

なお、同組合より示された令和 年 月末現在における令和 年 月までの特例業務負担金の将来見込額は、

千円となっています。
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金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

預金

有価証券 注 ）

その他有価証券のう

ち満期があるもの

貸出金（注 、 ）

経済受託債権

合計

（注 ）有価証券の決算日後の償還予定額については、元本（額面）ベースでの償還予定額を記載

していますので、貸借対照表額とは一致いたしません。

（注 ）貸出金のうち、当座貸越 千円については「 年以内」に含めています。

また、期限のない劣後特約付ローンについては「 年超」に含めています。

（注 ）貸出金のうち、 カ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等 千円は償還の予定が見

込まれないため、含めていません。

有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

年以内
年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内

年超

年以内
年超

貯金

譲渡性貯金

合計

注 貯金のうち、要求払貯金については「 年以内」に含めて開示しています。

【有価証券に関する注記】

． 有価証券の時価および評価差額に関する事項

有価証券の時価および評価差額に関する事項は次のとおりです。

その他有価証券で時価のあるもの

その他有価証券において、種類ごとの取得原価または償却原価、貸借対照表計上額およびこれらの差額につい

ては、次のとおりです。

（単位：千円）

種 類
取得原価

または償却原価

貸借対照表

計上額
評価差額

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えるもの

国債

地方債

政府保証債

社債

受益証券

小計

貸借対照表計上額が

取得原価または償却

原価を超えないもの

国債 △

地方債

政府保証債

社債 △

受益証券 △

小計 △

合 計

（注） 上記評価差額から繰延税金負債 千円を差し引いた額 千円が、「その他有価証券評価

差額金」に含まれています。

． 当期中に売却したその他有価証券

当期中に売却したその他有価証券はありません。

． 当期中において、保有目的が変更となった有価証券

当期中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。

． 当期中において、減損処理した有価証券

当期中において、減損処理した有価証券はありません。

99



【【経経営営資資料料】】  ⅥⅥ連連結結情情報報  

【税効果会計に関する注記】

． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付に係る負債 千円

減損損失 千円

特例業務負担金引当金 千円

貸倒引当金 千円

賞与引当金 千円

資産除去債務 千円

役員退職慰労引当金 千円

借地権 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 △ 千円

繰延税金資産合計（Ａ） 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 千円

全農合併交付金 △ 千円

有形固定資産（資産除去費用） △ 千円

繰延税金負債合計（Ｂ） △ 千円

繰延税金資産の純額（Ａ） （Ｂ） 千円

． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ ％

住民税均等割等 ％

評価性引当額の増減 ％

法人税額の特別控除 △ ％

その他 △ ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結してお

り、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用していま

す。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円
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【税効果会計に関する注記】

． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産

退職給付に係る負債 千円

減損損失 千円

特例業務負担金引当金 千円

貸倒引当金 千円

賞与引当金 千円

資産除去債務 千円

役員退職慰労引当金 千円

借地権 千円

その他 千円

繰延税金資産小計 千円

評価性引当額 △ 千円

繰延税金資産合計（Ａ） 千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 千円

全農合併交付金 △ 千円

有形固定資産（資産除去費用） △ 千円

繰延税金負債合計（Ｂ） △ 千円

繰延税金資産の純額（Ａ） （Ｂ） 千円

． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の主な原因

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ ％

住民税均等割等 ％

評価性引当額の増減 ％

法人税額の特別控除 △ ％

その他 △ ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％

【その他の注記】

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の概要

当組合の施設の一部は、設置の際に土地所有者との事業用定期借地権契約や不動産賃貸借契約を締結してお

り、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。

当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、支出までの見込期間は 年～ 年、割引率は ％～ ％を採用していま

す。

当期末における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 千円

時の経過による調整額 千円

資産除去債務の履行による減少額 △ 千円

期末残高 千円
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（単位：千円）

令和２年度 令和３年度

１　資本剰余金期首残高

２　資本剰余金増加高

３　資本剰余金減少高

４　資本剰余金期末残高

１　利益剰余金期首残高

２　利益剰余金増加高

　　　　当期剰余金

　　　　土地再評価差額金取崩額

３　利益剰余金減少高

　　　　配当金

４　利益剰余金期末残高

（単位：千円）

区　　分 令和２年度 令和３年度 増　　減

破綻先債権額

延滞債権額

３ヵ月以上延滞債権額

貸出金条件緩和債権額 △150,214

合　　計 △92,864

（（９９））連連結結剰剰余余金金計計算算書書

（（１１００））連連結結事事業業年年度度ののリリススクク管管理理債債権権のの状状況況

　　　　　　元金又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権および

　　　　　延滞債権に該当しないものをいいます。

　　①①　　リリススクク管管理理債債権権のの状状況況

科　　　　目

（資本剰余金の部）

（注）１．破綻先債権

　　　　　　元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て

　　　　　又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金をいいます。

（利益剰余金の部）

　　　２．延滞債権

　　　　　　未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権および債務者の経営再建又は支援を図ることを目的と

　　　　　して利息の支払を猶予したもの以外の貸出金をいいます。

　　　３．３ヵ月以上延滞債権

　　　４．貸出条件緩和債権

　　　　　　債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、

　　　　　債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権および３ヵ月

　　　　　以上延滞債権に該当しないものをいいます。
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（単位：千円）

担保 保証 引当 合計

破産更生債権および
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

小　　計

正常債権

合　　計

（単位：千円）

担保 保証 引当 合計

破産更生債権および
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

小　　計

正常債権

合　　計

　　　　権

　　　　　法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権

　　②　危険債権

　　　　　経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができない可能性の高い債

　　②②　　金金融融再再生生法法開開示示債債権権区区分分にに基基づづくく保保全全状状況況

　　令令和和２２年年度度

　　③　要管理債権

　　　　　３ヵ月以上延滞貸出債権および貸出条件緩和貸出債権

　　④　正常債権

　　　　　上記以外の債権

債権区分 債権額
保全額

（注）上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成１０年法律第１３２号）第６

　　条に基づき、債務者の財政状態および経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。なお、当ＪＡ

　　は同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しております。

債権区分 債権額
保全額

　　令令和和３３年年度度

　　①　破産更生債権およびこれらに準ずる債権
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（単位：千円）

項　　目 令和２年度

事業収益

経常利益

資産の額

事業収益

経常利益

資産の額

事業収益

経常利益

資産の額

事業収益

経常利益

資産の額

　　当連結グループでは、適正なプロセスにより連結自己資本比率を正確に算出し、ＪＡを中心に信用リス

　クやオペレーショナル・リスクの管理およびこれらのリスクに対応した十分な自己資本の維持を図るとと

　もに、内部留保の積み増しにより自己資本の充実に努めています。

令和３年度

項　　　　目

発行主体

資本調達手段の種類

コア資本に係る基礎項目に算入した額

　　連結自己資本は、組合員の普通出資によっています。

　○普通出資による資本調達額

◇連結自己資本比率の状況

３，９１１百万円（前年度３，９６０百万円）

信用事業

共済事業

その他事業

合　　計

２２．．連連結結自自己己資資本本のの充充実実のの状状況況

　　令和４年２月末における連結自己資本比率は、１１．９５％となりました。

内　　　　容

山形農業協同組合

普通出資

区　　分

（（１１１１））連連結結事事業業年年度度のの事事業業別別経経常常収収益益等等
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（単位：千円）

担保 保証 引当 合計

破産更生債権および
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

小　　計

正常債権

合　　計

（単位：千円）

担保 保証 引当 合計

破産更生債権および
これらに準ずる債権

危険債権

要管理債権

小　　計

正常債権

合　　計

　　　　権

　　　　　法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権

　　②　危険債権

　　　　　経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本および利息の回収ができない可能性の高い債

　　②②　　金金融融再再生生法法開開示示債債権権区区分分にに基基づづくく保保全全状状況況

　　令令和和２２年年度度

　　③　要管理債権

　　　　　３ヵ月以上延滞貸出債権および貸出条件緩和貸出債権

　　④　正常債権

　　　　　上記以外の債権

債権区分 債権額
保全額

（注）上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成１０年法律第１３２号）第６

　　条に基づき、債務者の財政状態および経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。なお、当ＪＡ

　　は同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しております。

債権区分 債権額
保全額

　　令令和和３３年年度度

　　①　破産更生債権およびこれらに準ずる債権
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（単位：千円、％）

経過措置によ
る不算入額

経過措置によ
る不算入額

 3,960,261  3,910,845

 -  -

 5,917,397  6,134,432

 -  -

 △87,018  △83,757

 -  -

 -  -

 -  -

 34,361  15,768

 34,361  15,768

 -  -

 -  -

 -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 253,901 -  189,041  -

 - -  -  -

 10,072,190 -  10,166,329  -

 50,917 -  53,648  -

 - -  -  -

 50,917 -  53,648  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 -  -

                    -                     -

 -  -

 -  -

 -  -

 -  -

 50,783  53,648

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

＜＜ココアア資資本本にに係係るる基基礎礎項項目目＞＞

うち、上記以外に該当するものの額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、経過
措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、適格引当金コア資本算入額

うち、回転出資金の額

無形固定資産（ モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るもの（ のれん相当差額を含む。） の額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

少数株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

＜＜ココアア資資本本にに係係るる調調整整項項目目＞＞

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

退職給付に係る資産の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

自己保有普通出資等（ 純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

（（１１））自自己己資資本本のの構構成成にに関関すするる事事項項

コア資本に係る調整後少数株主持分の額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入される評価・換算差額等

うち、退職給付に係るものの額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額  9,961,520 9,790,640

うち、出資金及び資本準備金の額

 -

 -

 - - -

 - - -

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
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経過措置によ
る不算入額

経過措置によ
る不算入額

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

 76,924,082  78,600,353

 76,924,082  78,600,353

 1,410,563  1,400,307

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従前の例によるとしてリスク・アセット
の額に算入されることになったものの額のうち、無形固定資産（ のれん及び
モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）に係るものの額

 -  -

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従前の例によるとしてリスク・アセット
の額に算入されることになったものの額のうち、繰延税金資産に係るものの額

 -

うち、調整項目に係る経過措置により、なお従前の例によるとしてリスク・アセット
の額に算入されることになったものの額のうち、退職給付に係る資産に係るもの
の額

 -

うち、他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過
措置を用いて算出したリスク・アセットの額から経過措置を用いずに算出したリス
ク・アセットの額を控除した額（ △）

 -  -

うち、上記以外に該当するものの額  1,410,563  1,400,307

　　　　用しています。

資産（オン・バランス）項目

　　　　信用リスク削減手法の簡便手法を、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたっては基礎的手法を採

 10,021,407

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

 10,112,681

中央清算機関関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８ パーセントで除して得た額

信用リスク・アセット調整額

オペレーショナル・リスク相当額調整額

リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

＜＜連連結結自自己己資資本本比比率率＞＞

自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）

＜＜リリススクク・・アアセセッットト等等＞＞

信用リスク・アセットの額の合計額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

（注）１．「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」（平成１８年金融庁・農水省告示第２号）

　　　　に基づき算出しています。

　　　２．当ＪＡは、信用リスク・アセット額の算出にあっては標準的手法、適格金融資産担保の適用については

＜＜自自己己資資本本＞＞

オフ・バランス項目

ＣＶＡリスク相当額を８パーセントで除して得た額

　　　３．当ＪＡが有するすべての自己資本とリスクを対比して、自己資本比率を計算しています。

【【経経営営資資料料】】  ⅥⅥ連連結結情情報報

（単位：千円、％）

経過措置によ
る不算入額

経過措置によ
る不算入額

 3,960,261  3,910,845

 -  -

 5,917,397  6,134,432

 -  -

 △87,018  △83,757

 -  -

 -  -

 -  -

 34,361  15,768

 34,361  15,768

 -  -

 -  -

 -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 253,901 -  189,041  -

 - -  -  -

 10,072,190 -  10,166,329  -

 50,917 -  53,648  -

 - -  -  -

 50,917 -  53,648  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 - -  -  -

 -  -

                    -                     -

 -  -

 -  -

 -  -

 -  -

 50,783  53,648

項　　　　　目

令和３年度末令和２年度末

＜＜ココアア資資本本にに係係るる基基礎礎項項目目＞＞

うち、上記以外に該当するものの額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、経過
措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

適格旧資本調達手段の額のうち、経過措置により
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、適格引当金コア資本算入額

うち、回転出資金の額

無形固定資産（ モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るもの（ のれん相当差額を含む。） の額

うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

少数株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

コア資本に係る基礎項目の額（イ）

＜＜ココアア資資本本にに係係るる調調整整項項目目＞＞

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

退職給付に係る資産の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額

適格引当金不足額

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額

自己保有普通出資等（ 純資産の部に計上されるものを除く。）の額

意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額

少数出資金融機関等の対象普通出資等の額

特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

特定項目に係る15パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額

うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額

うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

（（１１））自自己己資資本本のの構構成成にに関関すするる事事項項

コア資本に係る調整後少数株主持分の額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額

うち、再評価積立金の額

うち、利益剰余金の額

うち、外部流出予定額（△）

うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入される評価・換算差額等

うち、退職給付に係るものの額のうち、
経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額  9,961,520 9,790,640

うち、出資金及び資本準備金の額

 -

 -

 - - -

 - - -

負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
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（単位：千円、％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの
以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連
合会の対象資本調達手段に係るエクス
ポージャー）

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達
手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化（ＳＴＣ要件適用分）

証券化（非ＳＴＣ要件適用分）

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等保証付

信用リスク・アセット

令和２年度 令和３年度

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

国際決済銀行等向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

株式会社地域経済活性化支援機構等による保
証付

共済約款貸付

出資等

上記以外

証券化

再証券化

（（２２））自自己己資資本本のの充充実実度度にに関関すするる事事項項
　　①①　　信信用用リリススククにに対対すするる所所要要自自己己資資本本のの額額おおよよびび区区分分ごごととのの内内訳訳
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（うちルックスルー方式）

（うちマンデート方式）

（うち蓋然性方式250％）

（うち蓋然性方式400％）

（うちフォールバック方式）

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

所要自己資本額
ｂ＝ａ×４％

（粗利益（正の値の場合に限る）×１５%）の直近３年間の合計額
　　÷　８％

直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

（注）１．「リスク・アセット額」の欄には、信用リスク削減効果適用後のリスク・アセット額を原エクスポー

　　　　　ジャーの種類ごとに記載しています。

　　　２．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、

　　　　　具体的には貸出金や有価証券等が該当します。

　　　３．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務

　　　　　者に係るエクスポージャー及び「金融機関向け及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」

　　　　　によるリスク・アセットの額および調整項目にかかる経過措置によりなお従前の例によるものとして

　　　　　リスク・アセットの額に算入したものが該当します。

　　　７．「上記以外」には、未決済取引・その他の資産（固定資産等）・間接清算参加者向け・信用リスク削

　　　　　減手法として用いる保証またはクレジットデリバティブの免責額が含まれます。

　　　８．当ＪＡでは、オペレーショナル・リスク相当額の算出にあたって、基礎的手法を採用しています。

　　　　　＜オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額の算出方法（基礎的手法）＞

　　　　　等においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　４．「出資等」とは、出資等エクスポージャー、重要な出資のエクスポージャーが該当します。

　　　５．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以

　　　　　上のエクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかか

　　　６．「経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるもの」とは、土地再評価差額金に係る経過措置

          るエクスポージャーのことです。

所要自己資本額計
リスク・アセット等（分母）計　ａ リスク・アセット等（分母）計　ａ

合計（信用リスク・アセットの額）

オペレーショナル・リスクに対する
所要自己資本の額
＜基礎的手法＞

オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額　ａ

オペレーショナル・リスク相当額を
８％で除して得た額　ａ

リスク・ウェイトのみなし計算が適用される
エクスポージャー

経過措置によりリスク・アセットの額に算入
されるものの額

他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエ
クスポージャーに係る経過措置によりリス
ク・アセットの額に算入されなかったものの
額（△）

標準的手法を適用するエクスポージャー別計

ＣＶＡリスク相当額÷８％

中央清算機関関連エクスポージャー
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（単位：千円、％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

エクスポージャー
の期末残高

リスク・アセット
額（ａ）

所要自己資本額
（ｂ＝ａ×４％）

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー）

（うち他の金融機関等の対象資本等調達
手段のうち対象普通出資等及びその他外
部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの
以外のものに係るエクスポージャー）

（うち農林中央金庫又は農業協同組合連
合会の対象資本調達手段に係るエクス
ポージャー）

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有している他の金融機関
等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手
段に関するエクスポージャー）

（うち総株主等の議決権の百分の十を超
える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達
手段に係る５％基準額を上回る部分に係
るエクスポージャー）

（うち上記以外のエクスポージャー）

証券化（ＳＴＣ要件適用分）

証券化（非ＳＴＣ要件適用分）

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

取立未済手形

信用保証協会等保証付

信用リスク・アセット

令和２年度 令和３年度

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

国際決済銀行等向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

株式会社地域経済活性化支援機構等による保
証付

共済約款貸付

出資等

上記以外

証券化

再証券化

（（２２））自自己己資資本本のの充充実実度度にに関関すするる事事項項
　　①①　　信信用用リリススククにに対対すするる所所要要自自己己資資本本のの額額おおよよびび区区分分ごごととのの内内訳訳
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エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向け
エクスポージャー

日本貿易保険

法人等向け
エクスポージャー（長期）

法人等向け
エクスポージャー（短期）

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付けの

　　み使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

（（３３））信信用用リリススククにに関関すするる事事項項

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算

出しています。

理の方針および手続等は定めていません。

　　②②　　標標準準的的手手法法にに関関すするる事事項項

は次のとおりです。

　　コアは、主に以下のとおりです。

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ
ＪＣＲ，Ｆｉｔｃｈ，Ｓ＆Ｐ

　　①①　　リリススクク管管理理のの方方法法おおよよびび手手続続のの概概要要

　ＪＡの信用リスク管理の方針および手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。

　（注）単体の「リスク管理の状況」の項目に記載。

　当連結グループでは、ＪＡ以外で与信を行っていないため、連結グループにおける信用リスク管

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

　　（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するため

　　　　の掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・ス

　また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付等
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（単位：千円）

うち貸出金等 うち債券
うち店頭デリ
バティブ

うち貸出金等 うち債券
うち店頭デリ
バティブ

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

令和２年度 令和３年度

三月以上
延滞エクス
ポージャー

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

三月以上
延滞エクス
ポージャー

１年以下

国内

国外

地域別残高計

法
人

個人

その他

業種別残高計

信用リスクに
関するエクス
ポージャーの
残高

３年超５年以下

５年超７年以下

７年超１０年以下

１０年超

期限の定めのないもの

残存期間別残高計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、証券化エクスポージャ

　　　　ーに該当するものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　３．「店頭デリバティブ」とは、スワップ等の金融派生商品のうち相対で行われる取引のものをいいます。

　　③③　　信信用用リリススククにに関関すするるエエククススポポーージジャャーー（（地地域域別別・・業業種種別別・・残残存存期期間間別別））おおよよびび

　　　　　　三三月月以以上上延延滞滞エエククススポポーージジャャーーのの期期末末残残高高

　　　　いるエクスポージャーをいいます。

　　　５．「その他」には、ファンドのうち個々の資産の把握が困難な資産や固定資産等が該当します。

　　　２．「貸出金等」とは、貸出金のほか、コミットメントおよびその他のデリバティブ以外のオフ・バランスシー

　　　　ト・エクスポージャーを含んでいます。「コミットメント」とは、契約した期間および融資枠の範囲でお客様

　　　　のご請求に基づき、金融機関が融資を実行する契約のことをいいます。「貸出金等」にはコミットメントの融

　　　　資可能残額も含めています。

　　　４．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞して

１年超３年以下
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エクスポージャー 適格格付機関 カントリー・リスク・スコア

金融機関向け
エクスポージャー

日本貿易保険

法人等向け
エクスポージャー（長期）

法人等向け
エクスポージャー（短期）

（ア）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する格付けは、以下の適格格付機関による依頼格付けの

　　み使用し、非依頼格付は使用しないこととしています。

適格格付機関

株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）

（（３３））信信用用リリススククにに関関すするる事事項項

　当ＪＡでは自己資本比率算出にかかる信用リスク・アセット額は告示に定める標準的手法により算

出しています。

理の方針および手続等は定めていません。

　　②②　　標標準準的的手手法法にに関関すするる事事項項

は次のとおりです。

　　コアは、主に以下のとおりです。

Ｒ＆Ｉ，Ｍｏｏｄｙ’ｓ
ＪＣＲ，Ｆｉｔｃｈ，Ｓ＆Ｐ

　　①①　　リリススクク管管理理のの方方法法おおよよびび手手続続のの概概要要

　ＪＡの信用リスク管理の方針および手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。

　（注）単体の「リスク管理の状況」の項目に記載。

　当連結グループでは、ＪＡ以外で与信を行っていないため、連結グループにおける信用リスク管

株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）

ム－ディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Ｍｏｏｄｙ’ｓ）

フィッチレーティングスリミテッド（Ｆｉｔｃｈ）

　　（注）「リスク・ウエイト」とは、当該資産を保有するために必要な自己資本額を算出するため

　　　　の掛目のことです。

（イ）リスク・ウエイトの判定に当たり使用する適格格付機関の格付またはカントリー・リスク・ス

　また、信用リスク・アセットの算出にあたって、リスク・ウェイトの判定に当たり使用する格付等
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（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

期末残高

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

区　　　分

令和２年度 令和３年度

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高

貸出金
償却

国内

国外

　　⑤⑤　　業業種種別別のの個個別別貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高・・期期中中増増減減額額おおよよびび貸貸出出金金償償却却のの額額

区分

令和２年度 令和３年度

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高
貸出金
償却

期首残高

地域別計

法
人

個人

業種別計

　　④④　　貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高おおよよびび期期中中のの増増減減額額

期中
増加額

期中減少額

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高
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（単位：千円）

リスク・ウェイト 0%

リスク・ウェイト 2%

リスク・ウェイト 4%

リスク・ウェイト 10%

リスク・ウェイト 20%

リスク・ウェイト 35%

リスク・ウェイト 50%

リスク・ウェイト 75%

リスク・ウェイト 100%

リスク・ウェイト 150%

リスク・ウェイト 250%

その他

　　⑥⑥　　信信用用リリススクク削削減減効効果果勘勘案案後後のの残残高高おおよよびびリリススクク・・ウウェェイイトト１１２２５５００％％をを適適用用すするる残残高高

区分

令和２年度 令和３年度

格付
あり

格付
なし

計
格付
あり

格付
なし

計

計

（注）１．信用リスクに関するエクスポージャーの残高には、資産（自己資本控除となるもの、リスク・ウェイト

リスク・ウェイト 1250%

信
用
リ
ス
ク
削
減
効
果
勘
案
後
残
高

　　　　のみなし計算が適用されるエクスポージャーに該当するもの、証券化エクスポージャーに該当するものを

　　　　除く）並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額を含みます。

　　　２．｢格付あり｣にはエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用しているもの、｢格付な

　　　　し｣はエクスポージャーのリスク・ウェイト判定において格付を使用していないものを記載しています。

　　　　デリバティブの免責額に係るもの、重要な出資に係るエクスポージャーなどリスク・ウェイト１２５０％

　　　　　なお、格付は適格格付機関による依頼格付のみ使用しています。

　　　３．経過措置によってリスク・ウェイトを変更したエクスポージャーについては、経過措置適用後のリス

　　　　ク・ウェイトによって集計しています。また、経過措置によってリスク・アセットを算入したものにつ

　　　　いても集計の対象としています。

　　　４．１２５０％には、非同時決済取引に係るもの、信用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・

　　　　を適用したエクスポージャーがあります。
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（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

（単位：千円）

目的使用 その他 目的使用 その他

農業

林業

水産業

製造業

鉱業

建設・不動産業

電気・ガス・熱供
給・水道業

運輸・通信業

金融・保険業

卸売・小売・飲
食・サービス業

日本国政府・
地方公共団体

上記以外

期末残高

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

区　　　分

令和２年度 令和３年度

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高

貸出金
償却

国内

国外

　　⑤⑤　　業業種種別別のの個個別別貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高・・期期中中増増減減額額おおよよびび貸貸出出金金償償却却のの額額

区分

令和２年度 令和３年度

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高
貸出金
償却

期首残高

地域別計

法
人

個人

業種別計

　　④④　　貸貸倒倒引引当当金金のの期期末末残残高高おおよよびび期期中中のの増増減減額額

期中
増加額

期中減少額

期首残高
期中

増加額

期中減少額

期末残高
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（単位：千円）

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関向け及び
第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権住宅ローン

不動産取得等事業向け

三カ月以上延滞等

証券化

中央清算機関関連

上記以外

合　　　計

（（４４））信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするる事事項項

　　②②　　信信用用リリススクク削削減減手手法法がが適適用用さされれたたエエククススポポーージジャャーーのの額額

　　　　いてリスク・ウエイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上の

　　　　エクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポ

区　　　分

令和２年度 令和３年度

信用リスク削減手法の適用および管理方針、手続は、ＪＡのリスク管理の方針および手続に準じて行っていま

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主な

　　　　ものとしては貸出金や有価証券等が該当します。

　　①①　　信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

　連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めています。

　　該当する取引はありません。

（（５５））派派生生商商品品取取引引おおよよびび長長期期決決済済期期間間取取引引のの取取引引相相手手ののリリススククにに関関すするる事事項項
　　該当する取引はありません。

（（６６））証証券券化化エエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項

　　　　基づく一定金額を受領する取引をいいます。

す。ＪＡのリスク管理の方針および手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。

　　　　以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含

　　　５.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい

　　　　者（プロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結

　　　　び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に

　　　２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に

　　　　係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等にお

　　　４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等

　　　　ージャーのことです。

　　　　まれます。
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（（７７））オオペペレレーーシショョナナルル・・リリススククにに関関すするる事事項項
　　①①　　オオペペレレーーシショョナナルル・・リリススククにに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価評価額 貸借対照表計上額 時価評価額

上場

非上場

合　　　計

　　①①　　出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

　連結グループにかかるオペレーショナル・リスク管理は、子会社においてはＪＡのリスク管理およびその手続

に準じたリスク管理を行っています。また、関連会社についても、子会社に準じたリスク管理態勢を構築してい

ます。ＪＡのリスク管理の方針および手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。

（（８８））出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項

　連結グループにかかる出資その他これに類するエクスポージャーに関するリスク管理は、子会社においてはＪ

Ａのリスク管理およびその手続に準じたリスク管理を行っています。また、関連会社についても、子会社に準じ

たリスク管理態勢を構築しています。ＪＡのリスク管理の方針および手続等の具体的内容は、単体の開示内容を

区　　　分
令和２年度 令和３年度

　　②②　　出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの貸貸借借対対照照表表計計上上額額おおよよびび時時価価

　　④④　　貸貸借借対対照照表表でで認認識識さされれ、、損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額

（注）「時価評価額」は、時価のあるものは時価、時価のないものは貸借対照表計上額の合計額です。

　　③③　　出出資資そそのの他他ここれれにに類類すするるエエククススポポーージジャャーーのの売売却却おおよよびび償償却却にに伴伴うう損損益益

ご参照ください。

　　⑤⑤　　貸貸借借対対照照表表おおよよびび損損益益計計算算書書でで認認識識さされれなないい評評価価損損益益のの額額（（子子会会社社・・関関連連会会社社株株式式のの評評価価損損益益等等））

　　　該当する取引はありません。

　　　　　　（（保保有有目目的的区区分分ををそそのの他他有有価価証証券券ととししてていいるる株株式式・・出出資資のの評評価価損損益益等等））

　　　該当する取引はありません。

　　　該当する取引はありません。
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（単位：千円）

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

適格金融
資産担保

保証
クレジット・
デリバティブ

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関向け及び
第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権住宅ローン

不動産取得等事業向け

三カ月以上延滞等

証券化

中央清算機関関連

上記以外

合　　　計

（（４４））信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするる事事項項

　　②②　　信信用用リリススクク削削減減手手法法がが適適用用さされれたたエエククススポポーージジャャーーのの額額

　　　　いてリスク・ウエイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

　　　３．「証券化（証券化エクスポージャー）」とは、原資産にかかる信用リスクを優先劣後構造のある二以上の

　　　　エクスポージャーに階層化し、その一部または全部を第三者に移転する性質を有する取引にかかるエクスポ

区　　　分

令和２年度 令和３年度

信用リスク削減手法の適用および管理方針、手続は、ＪＡのリスク管理の方針および手続に準じて行っていま

（注）１．「エクスポージャー」とは、リスクにさらされている資産（オフ・バランスを含む）のことをいい、主な

　　　　ものとしては貸出金や有価証券等が該当します。

　　①①　　信信用用リリススクク削削減減手手法法にに関関すするるリリススクク管管理理のの方方針針おおよよびび手手続続のの概概要要

　連結自己資本比率の算出にあって、信用リスク削減手法を「自己資本比率算出要領」において定めています。

　　該当する取引はありません。

（（５５））派派生生商商品品取取引引おおよよびび長長期期決決済済期期間間取取引引のの取取引引相相手手ののリリススククにに関関すするる事事項項
　　該当する取引はありません。

（（６６））証証券券化化エエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項

　　　　基づく一定金額を受領する取引をいいます。

す。ＪＡのリスク管理の方針および手続等の具体的内容は、単体の開示内容をご参照ください。

　　　　以外の公共部門向け・国際開発銀行向け・取立未済手形・未決済取引・その他の資産（固定資産等）等が含

　　　５.「クレジット・デリバティブ」とは、第三者（参照組織）の信用リスクを対象に、信用リスクを回避したい

　　　　者（プロテクションの買い手）と信用リスクを取得したい者（プロテクションの売り手）との間で契約を結

　　　　び、参照組織に信用事由（延滞・破産など）が発生した場合にプロテクションの買い手が売り手から契約に

　　　２．「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に

　　　　係るエクスポージャーおよび「金融機関向けおよび第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」等にお

　　　４．「上記以外」には、現金・外国の中央政府および中央銀行向け・国際決済銀行等向け・外国の中央政府等

　　　　ージャーのことです。

　　　　まれます。
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（（９９））リリススクク・・ウウェェイイトトののみみななしし計計算算がが適適用用さされれるるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
（単位：千円）

（（１１００））金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

（単位：百万円）

イ ロ ハ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

△476 △466

△189 △193

△9

令和２年度 令和３年度

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー

マンデート方式を適用するエクスポージャー

蓋然式方式（２５０％）を適用するエクスポージャー

蓋然式方式（４００％）を適用するエクスポージャー

　連結グループの金利リスクの算定方法は、ＪＡの金利リスクの算定方法に準じた方法により行っています。

　ＪＡの金利リスクの算定方法は、単体の開示内容をご参照ください。

　　①①　　金金利利リリススククのの算算定定方方法法のの概概要要

フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

　　②②　　金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

項番 ⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ

スティーブ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

ホ ヘ

当期末 前期末

自己資本の額
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【【ＪＪＡＡのの概概要要】】

【【ＪＪＡＡのの概概要要】】
１１．．機機構構図図

（令和４年２月末現在）

【【経経営営資資料料】】  ⅥⅥ連連結結情情報報

（（９９））リリススクク・・ウウェェイイトトののみみななしし計計算算がが適適用用さされれるるエエククススポポーージジャャーーにに関関すするる事事項項
（単位：千円）

（（１１００））金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

（単位：百万円）

イ ロ ハ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

△476 △466

△189 △193

△9

令和２年度 令和３年度

ルックスルー方式を適用するエクスポージャー

マンデート方式を適用するエクスポージャー

蓋然式方式（２５０％）を適用するエクスポージャー

蓋然式方式（４００％）を適用するエクスポージャー

　連結グループの金利リスクの算定方法は、ＪＡの金利リスクの算定方法に準じた方法により行っています。

　ＪＡの金利リスクの算定方法は、単体の開示内容をご参照ください。

　　①①　　金金利利リリススククのの算算定定方方法法のの概概要要

フォールバック方式（１２５０％）を適用するエクスポージャー

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

　　②②　　金金利利リリススククにに関関すするる事事項項

項番 ⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ

スティーブ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

ホ ヘ

当期末 前期末

自己資本の額
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【【ＪＪＡＡのの概概要要】】

（令和４年６月現在）

氏　　名 役　　員 氏　　名

代表理事組合長 岡崎　輝明 理事 髙橋　德郎

代表理事専務 栗原　秀行  〃 齊藤　稔

常務理事 羽角　克之  〃 熊谷　與志己

 〃 大場　一仁  〃 半田　義信

鏡　惠子  〃 鎌田　宗悦

稲毛　泰一  〃 村上　英之

鑓水　豊  〃 佐藤　清也

武田　政則  〃 斎藤　一美

丹野　雅彦  〃 髙橋　美子

須田　和弘 代表監事 宮部　伸一

木村　純一 常勤監事 井上　誠治

渡邉　洋二 監事 山口　富哉

秋葉　浩之  〃 岡崎　康平

佐藤　光之  〃 武田　みちよ

３３．．会会計計監監査査人人のの名名称称

みのり監査法人（令和４年６月現在）

４４．．組組合合員員数数
（単位：人、団体）

令和２年度 令和３年度 増　　減

△151

個人 △152

法人

個人

法人

５５．．組組合合員員組組織織のの状状況況
（単位：人）

構　成　員　数 組　織　名 構　成　員　数

花き部会

畜産部会

青年部

女性部

６６．．特特定定信信用用事事業業代代理理業業者者のの状状況況
（令和４年２月末現在）

氏名または名称（称号） 主たる事務所の所在地
代理業を営む営業所

または事業所の所在地

２２．．役役員員構構成成（（役役員員一一覧覧））

役　　員

准組合員

理事

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

区　　分

正組合員

 〃

合　　計

組　織　名

農事実行組合

稲作部会

区　　分

特定信用事業代理業者

果樹部会

野菜部会
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【【ＪＪＡＡのの概概要要】】

７７．．地地区区一一覧覧

８８．．沿沿革革・・ああゆゆみみ

９９．．店店舗舗等等ののごご案案内内
（令和４年６月現在）

本店 山形市旅篭町1-12-35 （023）641-3121

滝山支店 山形市小立4-19-12 （023）641-3150

さくら支店 山形市青田4-1-24 （023）631-3575

宮浦支店 山形市宮浦14-8 （023）645-4132

南館支店 山形市南館3-14-8 （023）645-3026

西部支店 山形市大字門伝字下4295-1 （023）647-1010

鈴川支店 山形市双月町2-3-3 （023）631-2415

高楯支店 山形市大字中里北田89-1 （023）686-9611

千歳支店 山形市長町2-5-40 （023）642-4661

東金井支店 山形市陣場3-8-19 （023）684-2776

天神支店 山形市天神町59 （023）681-1011

（023）688-3131

（023）688-2633

（023）688-2005

（023）688-3111

上山北支店 上山市東町8-20 （023）676-2115 ATM（2台）

上山南支店 上山市相生字下御前殿1159-5 （023）695-6011

（023）662-2231

（023）662-2341

山辺支店 山辺町大字山辺字東町345 （023）664-5003

ＡＴＭ店外設置 計22台
ＪＡビル・東沢コミュニティセンター・豊田ブース・あぐりん
江俣ＳＳ

ＡＴＭ（現金自動化機
器）設置・稼働状況

蔵王支店 山形市蔵王半郷字西の宮250-1

ひまわり支店 中山町大字長崎165

山形南支店 山形市大字谷柏777-1

店舗および事務所名 住　所 電話番号

　当然のことながら、ＪＡとしても組織機構の整備と事業機構の充実をはかりながら組合員や地域の方々と

の接点を最重点として役職員一体となって事業に邁進しております。

　山形市・上山市・中山町・山辺町

　当ＪＡやまがたは、平成９年４月１日に９つのＪＡ（ＪＡ山形、ＪＡ本沢、ＪＡざおう、ＪＡかみのやま、

ＪＡにしごう、ＪＡ上山中川、ＪＡ山形長崎、ＪＡ中山町豊田、ＪＡ山辺町）が合併し、山形農業協同組合

　気候は、盆地型気象で四季の区別と寒暖差があり、多種多様な農作物が生産されています。

　また、地域環境も都市化の拡大により市街化区域から純農村部、中山間部にいたるまでバラエティーに富

んでおり、地域の特徴や広域合併のメリットを生かした特産物のブランド確立をはかるなど生産者の所得向

上に取り組んでおります。

「ＪＡやまがた」として設立されました。

　「ＪＡやまがた」の管内は、県都山形市を中心に上山市、中山町、山辺町の２市２町からなり、奥羽山系

の蔵王山脈と月山・朝日連邦に囲まれた肥沃な村山盆地に位置し南陽市、天童市、寒河江市などと隣接して

おります。

【【ＪＪＡＡのの概概要要】】

（令和４年６月現在）

氏　　名 役　　員 氏　　名

代表理事組合長 岡崎　輝明 理事 髙橋　德郎

代表理事専務 栗原　秀行  〃 齊藤　稔

常務理事 羽角　克之  〃 熊谷　與志己

 〃 大場　一仁  〃 半田　義信

鏡　惠子  〃 鎌田　宗悦

稲毛　泰一  〃 村上　英之

鑓水　豊  〃 佐藤　清也

武田　政則  〃 斎藤　一美

丹野　雅彦  〃 髙橋　美子

須田　和弘 代表監事 宮部　伸一

木村　純一 常勤監事 井上　誠治

渡邉　洋二 監事 山口　富哉

秋葉　浩之  〃 岡崎　康平

佐藤　光之  〃 武田　みちよ

３３．．会会計計監監査査人人のの名名称称

みのり監査法人（令和４年６月現在）

４４．．組組合合員員数数
（単位：人、団体）

令和２年度 令和３年度 増　　減

△151

個人 △152

法人

個人

法人

５５．．組組合合員員組組織織のの状状況況
（単位：人）

構　成　員　数 組　織　名 構　成　員　数

花き部会

畜産部会

青年部

女性部

６６．．特特定定信信用用事事業業代代理理業業者者のの状状況況
（令和４年２月末現在）

氏名または名称（称号） 主たる事務所の所在地
代理業を営む営業所
または事業所の所在地

２２．．役役員員構構成成（（役役員員一一覧覧））

役　　員

准組合員

理事

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

 〃

区　　分

正組合員

 〃

合　　計

組　織　名

農事実行組合

稲作部会

区　　分

特定信用事業代理業者

果樹部会

野菜部会
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＜＜組組合合単単体体開開示示項項目目　　農農業業協協同同組組合合施施行行規規則則第第２２００４４条条関関係係＞＞

○業務の運営の組織
○理事、経営管理委員及び監事の氏名及び役職名

○事務所の名称及び所在地
○特定信用事業代理業者に関する事項

○主要な業務の内容
・貯貸率の期末値及び期中平均値

◇有価証券に関する指標

○直近の事業年度における事業の概況

○直近の５事業年度における主要な業務の状況

・経常利益又は経常損失
・当期剰余金又は当期損失金

・出資金及び出資口数 ・有価証券の種類別の平均残高

・純資産額 ・貯証率の期末値及び期中平均値
・総資産額
・貯金等残高 ○リスク管理の体制
・貸出金残高 ○法令遵守の体制
・有価証券残高 ○中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
・単体自己資本比率 ○苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
・剰余金の配当の金額
・職員数

○直近の２事業年度における事業の状況
◇主要な業務の状況を示す指標 ○貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

・破綻先債権に該当する貸出金

・延滞債権に該当する貸出金

・３か月以上延滞債権に該当する貸出金

・貸出条件緩和債権に該当する貸出金

・受取利息及び支払利息の増減 ○自己資本の充実の状況

・総資産経常利益率及び資本経常利益率

・有価証券

◇貯金に関する指標 ・金銭の信託

・デリバティブ取引
・金融等デリバティブ取引
・有価証券店頭デリバティブ取引

○貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

◇貸出金等に関する指標 ○貸出金償却の額

＜＜連連結結（（組組合合及及びび子子会会社社等等））にに関関すするる開開示示項項目目　　農農業業協協同同組組合合施施行行規規則則第第２２００５５条条関関係係＞＞

●組合及びその子会社等の概況

・経常利益又は経常損失
○組合の子会社等に関する事項 ・当期利益又は当期損失

・名称 ・純資産額
・主たる営業所又は事務所の所在地 ・総資産額
・資本金又は出資金 ・連結自己資本比率
・事業の内容
・設立年月日 ○貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書

・破綻先債権に該当する貸出金
・延滞債権に該当する貸出金

・３か月以上延滞債権に該当する貸出金

●組合及びその子会社等の主要な業務につき連結したもの ・貸出条件緩和債権に該当する貸出金
○直近の事業年度における事業の概況 ○自己資本の充実の状況

●主要な業務に関する事項
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15～24

51・固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金
の残高
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49
49

49
49
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103～114

103

・商品有価証券の種類別（商品国債、商品地方債、商品
政府保証債及びその他の商品有価証券の区分をいう。）
の平均残高

56

○元本補てん契約のある信託に係る貸出金のうち破綻先債権、延
滞債権、3か月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するも
のの額ならびにその合計額

●直近の２連結会計年度における財産の状況につき連結したもの
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開示項目 ページ

・担保の種類別（貯金等、有価証券、動産、不動産その他
担保物、農業信用基金協会保証、その他保証及び信用
の区分をいう。）の貸出金残高及び債務保証見返額

ページ
●概況及び組織に関する事項

63

9～13
11～12

54

・業種別の貸出金残高及び当該貸出金残高の貸出金の
総額に対する割合

53

49

49

9
49
49

●業務の運営に関する事項

●組合の直近の２事業年度における財産の状況

・主要な農業関係の貸出実績116

116

開示項目 ページ

52

63

・使途別（設備資金及び運転資金の区分をいう。）の貸出
金残高

開示項目

・経常収益（事業の区分ごとの事業収益及びそ
の合計）

・総資産当期純利益率及び資本当期純利益率

○会計監査人設置組合にあっては、会計監査人の氏
名又は名称

・固定金利定期貯金、変動金利定期貯金及び
その他の区分ごとの定期貯金の残高

・事業粗利益、事業粗利益率、事業純益、実質
事業純益、コア事業純益及びコア事業純益（投
資信託解約損益を除く。）

●主要な業務の内容

115
116

117

○事業の種類ごとの事業収益の額、経常利益又は経常損失の額
及び資産の額として算出したもの

○組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組
織の構成

・組合が有する子会社等の議決権の総株主、
総社員又は総出資者の議決権に占める割合

・組合の１の子会社等以外の子会社等が有す
る当該１の子会社等の議決権の総株主、総社
員又は総出資者の議決権に占める割合

78

77

77

○貸出金のうち次に掲げるものの額およびその合計額

77

ページ

77

77

77
77

77

○次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評
価損益

・有価証券の種類別（国債、地方債、短期社債、社債、株
式、外国債券及び外国株式その他の証券の区分をいう。
次号において同じ。）の残存期間別の残高

○会計監査人設置組合にあっては、法第37条の２第３項の規定に
基づき会計監査人の監査を受けている旨

48

54

54

64～76

25～28,45○貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処
理計算書

55
・資金運用収支、役務取引等収支及びその他
事業収支

・資金運用勘定及び資金調達勘定の平均残
高、利息、利回り及び総資金利ざや

・流動性貯金、定期性貯金、譲渡性貯金その他
の貯金の平均残高

・手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形
の平均残高

51

63

49

78

79～82,
101

開示項目

・経常収益（事業の区分ごとの事業収益及びその合計）
○直近の５連結会計年度における主要な業務の状況

118


